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は
じ
め
に

戦
国
時
代
、
尾
張
の
大
名
で
あ
っ
た
織
田
信
長
は
、
永
禄
三

(

一
五
六
〇)

年
、

桶
狭
間
の
戦
い
で
今
川
義
元
を
破
り
、
そ
の
名
を
は
せ
た
。
の
ち
徳
川
家
康
と
同
盟

し
、
永
禄
十
一

(

一
五
六
八)

年
に
は
室
町
将
軍
・
足
利
義
昭
を
奉
じ
て
上
洛
し
天

下
統
一
を
目
指
し
た
が
、
天
下
統
一
目
前
の
天
正
十

(

一
五
八
二)

年
、
家
臣
・
明

智
光
秀
に
謀
反
を
起
こ
さ
れ
、
京
都
・
本
能
寺
に
て
四
十
九
歳
で
自
刃
し
た
―
。

以
上
の
よ
う
な
信
長
の
生
涯
を
、
現
代
の
我
々
が
知
る
手
段
と
し
て
欠
か
せ
な
い

の
が
、
信
長
の
家
臣
、
太
田
牛
一
に
よ
る

〝

信
長
の
軍
記〞

で
あ
る
。
以
下
に
そ
の

軍
記
の
奥
書
を
引
用
す
る
。

一
巻
、
太
田
和
泉
守
牛
一
、
生
国
尾
張
国
春
日
郡
安
食
住
人
、
頽
齢
已
ニ

竭
、

拭
二

渋
眼
ヲ
一

雖
レ

尋
二

老
眼
之
通
路
一

、
不
レ

顧
二

愚
案
ヲ
一

、
心
緒
浮
所
、
染
二

禿
筆
一

訖
、
予
毎
篇
日
記
之
次
イ
テ
ニ
書
載
ス
ル
モ
ノ
自
然
成
レ

集
ト

也
、
曽
非
二

私
作

私
語
ニ
一

、
直
不
レ

除
レ

有
ヲ

、
不
レ

添
レ

無
ヲ

、
儻
一
点
書
レ

虚
則
ン
ハ

天
道
如
何
ン
、

見
ン
人
者
啻
一
笑
ヲ

シ
テ
令
メ
下
シ
メ
玉
ヘ

一
笑
ヲ
一

見
上
レ

実
ヲ

慶
長
十
伍
二
月
廿
三
日

太
田
和
泉
守

牛
一

(

花
押)

丁
亥
八
十
四
歳

―
池
田
家
文
庫
所
蔵

｢

信
長
記｣

十
三
巻
奥
書
よ
り

こ
の

〝

信
長
の
軍
記〞

に
つ
い
て
、
牛
一
は
奥
書
に
て

｢

毎
篇
日
記
の
次
い
で
に

書
き
載
す
る
も
の
、
自
然
に
集
と
成
る
な
り｣

と
説
明
し
て
い
る
。
さ
ら
に

｢

私
作

私
語
に
非
ず｣

｢

有
る
こ
と
を
除
か
ず
、
無
き
こ
と
を
添
え
ず｣

と
自
称
し
て
お
り
、

牛
一
の
知
る
事
実
を
正
確
に
記
録
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
い
る
。〝

信
長
の
軍
記〞

は
、
当
時
の
社
会
で
写
本
と
い
う
手
段
で
広
ま
り
、
多
く
の
伝
本
を
残
し
た
。
し
か

し
こ
の

〝

信
長
の
軍
記〞

に
は
、
牛
一
に
よ
り
明
確
な
題
が
付
け
ら
れ
た
形
跡
が
無

く
、
伝
本
に
よ
り

｢

信
長
公
記｣

、｢

原
本
信
長
記｣

、｢

安
土
記｣

、｢

安
土
日
記｣

な

ど
の
様
々
な
外
題
で
現
在
に
伝
わ
っ
て
い
る
。

以
後
、
本
論
文
で
は
各
伝
本
の
紹
介
時
を
除
き
、
首
巻
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
牛

一
に
よ
る
信
長
の
軍
記
を

『

信
長
記』

と
統
一
し
て
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。

本
論
文
の
第
一
の
目
的
は
、
こ
の
よ
う
に
様
々
な
名
で
多
く
の
伝
本
が
残
さ
れ
る

『

信
長
記』

の
各
伝
本
の
幾
つ
か
の
記
述
を
比
較
す
る
も
の
で
あ
る
。『

信
長
記』

伝

本
間
で
は
記
述
の
違
い
が
多
く
確
認
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
牛
一
の
編
纂
に
よ
る

も
の
や
、
記
述
さ
れ
た
時
代
に
よ
る
も
の
な
ど
と
し
て
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
第
二
に
、

伝
本
比
較
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
た
記
述
の
差
異
が
示
す
こ
と
と
は
何
な
の
か
を
探
り
、

そ
し
て
史
料
と
し
て
使
用
す
る
際
に
留
意
し
て
お
く
べ
き
伝
本
の
性
格
や
、
伝
本
群

で
の
位
置
づ
け
な
ど
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。

第
一
章

太
田
牛
一
著

『

信
長
記』

に
つ
い
て

一
、『

信
長
記』

と
は

太
田
牛
一
著

『

信
長
記』

と
は
、
織
田
信
長
の
経
歴
の
正
確
な
実
録
を
め
ざ
し
た

軍
記
で
あ
る
。
醍
醐
寺
座
主
義
演
の
日
記
で
あ
る

『

義
演
准
后
日
記』

の
慶
長
三
年

七
月
十
三
日
条
に
は

｢

太
田
又
助
来
、
信
長
公
以
来
、
至
当
代
記
録
書
之
、
少
々
は

暗
誦
の
躰
也｣
と
あ
り
、
牛
一
に
よ
る
信
長
の
記
録
は
慶
長
三

(

一
五
九
八)

年
ま

で
に
は
何
ら
か
の
形
で
記
述
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
一
部
を
暗
誦
出
来
る
ほ
ど
に
整
備

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
現
在
に
伝
わ
る

『

信
長
記』

と
し
て
は
、
牛
一

太
田
牛
一
著

『

信
長
記』

諸
本
の
比
較
研
究

小
山

千
紗
登

(

吉
村

亨
ゼ
ミ)
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年
・
久
美
浜
町
史
編
纂
委
員
会

『

久
美
浜
町
史』

資
料
編

久
美
浜
町
二
〇
〇
四
年

・
中
嶋
利
雄
・
原
田
久
美
子
編『

日
本
民
衆
の
歴
史
地
域
編
一
〇

丹
後
に
生
き
る
―

京
都
の
人
々
―』

三
省
堂

一
九
八
七
年

・

『

京
都
の
自
由
民
権
運
動
―
自
由
と
民
権
を
希
求
し
た
人
々』

京
都
府
立
丹
後
郷

土
資
料
館

一
九
九
一
年

・
今
西
一

『

近
代
日
本
成
立
期
の
民
衆
運
動』

柏
書
房

一
九
九
一
年

・
豊
岡
市
史
編
集
委
員
会

『

豊
岡
市
史』

下
巻

豊
岡
市

一
九
八
七
年

・
豊
岡
市
史
編
集
委
員
会

『

豊
岡
市
史』

史
料
編

下
巻

豊
岡
市

一
九
九
三
年

・
森
谷
尅
久

『

図
説
京
都
府
の
歴
史』

河
出
書
房
新
書

一
九
九
四
年

・
井
ヶ
田
良
治
・
原
田
久
美
子
編

『

京
都
府
の
百
年』

山
川
出
版
社

一
九
九
三
年

・
京
都
府
警
察
史
編
集
委
員
会
編

『

京
都
府
警
察
史』

第
二
巻

昭
和
五
〇
年

・
亀
岡
市
史
編
纂
委
員
会
編

『

新
修
亀
岡
市
史』

本
文
編

第
三
巻

一
九
九
五

年
・
亀
岡
市
史
編
纂
委
員
会
編

『

新
修
亀
岡
市
史』

資
料
編

第
三
巻

一
九
九
五

年
・
綾
部
市
史
編
纂
委
員
会
編

『

綾
部
市
史』

下
巻

一
九
七
六
年

・
福
知
山
市
史
編
纂
委
員
会
編

『

福
知
山
市
史』

第
四
巻

一
九
九
二
年

・
今
井
修
平
ほ
か

『

兵
庫
県
の
歴
史』

山
川
出
版
社

二
〇
〇
四
年

・
田
辺
町
近
代
誌
編
纂
委
員
会
編

『

田
辺
町
近
代
誌』

一
九
八
七
年

・
長
岡
京
市
史
編
纂
委
員
会
編

『

長
岡
京
市
史』

本
文
編
二

平
成
九
年

・
向
日
市
史
編
纂
委
員
会
編

『

向
日
市
史』

下
巻

昭
和
六
〇
年

・
林
屋
辰
三
郎
・
藤
岡
謙
二
郎
編

『

宇
治
市
史』

第
四
巻

昭
和
六
〇
年

・
大
阪
社
会
労
働
運
動
史
編
集
委
員
会

『

大
阪
社
会
労
働
運
動
史』

第
一
巻

一
九

八
六
年

・
新
修
大
阪
市
史
編
纂
委
員
会

『

大
阪
市
史』

第
七
巻

一
九
九
四
年
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直
属
吏
僚
集
団
の
一
員
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
牛
一
の
軍
記
の
真
実
性
を

保
証
す
る
も
の
は

〝

日
記
の
記
録
性〞

で
あ
り
、
当
時
の
著
者
牛
一
の
立
場
や
意
識

が

『

信
長
記』

の
重
要
な
要
素
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

牛
一
は
信
長
の

『

信
長
記』

の
他
、｢

信
長
公
以
来
、
至
当
代
記
録｣

と
し
て
、

秀
吉
、
秀
次
、
秀
頼
、
家
康
の
各
軍
記
、｢

五
代
軍
記｣

を
も
執
筆
し
た
と
さ
れ
る

(『

豊
国
大
明
神
臨
時
御
祭
礼
記
録』

奥
書)

。
し
か
し
現
在
に
残
る
牛
一
の
著
作
の

う
ち
、
ど
の
作
品
が｢

五
代
軍
記｣

に
当
て
は
ま
る
も
の
で
あ
る
の
か
は
定
か
で
は

な
く
、｢

五
代
軍
記｣

の
う
ち
の
幾
つ
か
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

も
言
わ
れ
る
。

牛
一
の
作
品
で
著
名
な
も
の
は
、
豊
臣
秀
吉
に
関
す
る
記
録
で
あ
る

『

大
か
う
さ

ま
く
ん
き
の
う
ち』

一
巻
、
慶
長
五

(

一
六
〇
〇)

年
の
関
ヶ
原
の
合
戦
前
後
の
徳

川
家
康
に
関
す
る
記
録
で
あ
る『

関
原
御
合
戦
双
紙』

一
巻
、
慶
長
九(

一
六
〇
四)

年
八
月
十
八
日
に
行
わ
れ
た
豊
国
大
明
神
臨
時
御
祭
礼
の
記
録
で
あ
る

『

豊
国
大
明

神
臨
時
御
祭
礼
記
録』

一
巻
、
慶
長
十
二(

一
六
〇
七)

年
と
同
十
四(

一
六
〇
九)

年
の
公
家
の
風
紀
紊
乱
事
件
の
記
録
で
あ
る

『

今
度
之
公
家
双
紙』

一
巻
な
ど
で
あ

る
。
当
時
の
牛
一
は
、
こ
れ
ら
の
著
作
を
通
じ
て
社
会
に
認
知
さ
れ
、
牛
一
も
そ
れ

を
自
覚
し
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
識
は
、
牛
一
の『

信
長
記』

編
纂
に
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
、
杉
崎
友
美
氏
は
こ
の
こ
と
に
着
眼
し
た
史
料

批
判
が
必
要
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る(

６)

。

三
、
十
五
巻
本
と

｢

首
巻｣

『

信
長
記』

と

『

信
長
公
記』

の
名
称
の
定
義
付
け
で
も
ポ
イ
ン
ト
と
さ
れ
て
い

た
の
が
、｢

首
巻｣

で
あ
る
。｢

首
巻｣

に
は
、
信
長
の
上
洛
以
前
の
事
績
が
ま
と
め

ら
れ
て
い
る
。
冒
頭
に

｢

是
は
信
長
御
入
洛
な
き
以
前
の
双
紙
な
り｣

と
い
う
一
文

が
付
せ
ら
れ
て
お
り
、
上
洛
以
後
の
十
五
巻
本
の
前
に
置
か
れ
て
い
る
。｢

首
巻｣

と
十
五
巻
本
部
分
は
、
本
来
は
別
個
で
成
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。｢

首
巻｣

の
記
事
は
必
ず
し
も
年
次
を
追
っ
て
お
ら
ず
、
記
事
に
著
者
で
あ
る

牛
一
の
名
が
三
度
登
場
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
十
五
巻
本
部
分
は
年
次
を
追
っ

た
年
代
記
で
、
編
著
者
と
し
て
以
外
に
は
牛
一
が
登
場
し
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

｢

首
巻｣

と
十
五
巻
本
部
分
と
で
は
著
述
の
姿
勢
が
根
本
的
に
異
な
っ
て
お
り
、
構

成
が
一
貫
さ
れ
て
お
ら
ず
、
十
五
巻
本
の
前
編
と
し
て

｢

首
巻｣

を
構
想
し
た
と
は

考
え
に
く
い
為
で
あ
る
。

ま
た
、
牛
一
の
自
筆
本
で
あ
る
前
田
家
尊
経
閣
文
庫
所
蔵

｢

永
禄
十
一
年
記｣

(『

信
長
記』

一
巻
に
相
当
す
る
部
分)

奥
書
に
は
、｢

信
長
京
師
鎮
護
十
五
年
、
始

十
五
帖
ニ
記
置
候
也｣

と
あ
る
。
こ
の
文
面
か
ら
、『

信
長
記』
は

〝

信
長
が
京
都

を
制
圧
し
て
い
た
十
五
年
間〞

の
信
長
の
事
跡
を
出
来
る
だ
け
忠
実
に
書
き
の
こ
そ

う
と
し
た
も
の
で
、
牛
一
の『

信
長
記』

の
対
象
は
あ
く
ま
で
も
信
長
の
天
下
で
あ
っ

た
十
五
年
間
で
あ
る
と
い
え
る
。
石
田
善
人
氏
は
、｢

首
巻｣

と
本
記
部
分
の
性
質

に
つ
い
て
、『

信
長
記』

(

十
五
巻
本)

が
天
下
人
と
し
て
の
公
的
な
信
長
を
描
こ
う

と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、｢

首
巻｣

は
牛
一
の
畏
敬
す
べ
き
主
君
と
し
て
の
私
的

な
信
長
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
、『

信
長
記』

が
、
牛
一
の
体
験
談
を
通
し
て
み
た

信
長
伝
記
の
形
に
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
牛
一
が

｢

天
下
十
五
年｣

の
公
人
と
し
て

の
信
長
を
描
い
た
た
め
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る(

７)

。

し
か
し
な
ぜ
別
個
で
成
立
し
た
は
ず
の

｢

首
巻｣

が

『

信
長
記』

に
付
随
す
る
形

で
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
が
、
こ
れ
に
は
建
勲
神
社
所
蔵

｢

信
長
公
記｣

(

以
後
、
建
勲
神
社
本)

を
親
本
と
す
る
写
本
群

(

以
後
、
建
勲
神
社

本
系)

の
伝
来
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
。

第
二
章

『

信
長
記』

諸
伝
本
に
つ
い
て

一
、
建
勲
神
社
本
系
と
池
田
家
本
系

『

信
長
記』

伝
本
は
一
九
四
七
年
で
十
一
本(

８)

、
一
九
七
五
年
で
二
十
五
本(

９)

、

そ
し
て
二
〇
〇
九
年
時
点
で
は
自
筆
本
、
写
本
に
加
え
独
立
本
や
抄
出
本
な
ど
を
含

め
五
十
九
の
伝
本

(

未
確
認
、
所
在
不
明
本
除
く)

が
確
認
さ
れ
て
い
る(

)

。
牛
一

自
筆
本
と
し
て
は
、
既
に
紹
介
し
た
池
田
家
文
庫
所
蔵

｢

信
長
記｣

(

以
後
、
池
田

家
文
庫
本)

、
建
勲
神
社
本
が
十
五
巻
揃
っ
て
残
さ
れ
て
い
る
。
前
田
育
徳
会
尊
経

閣
文
庫
所
蔵

｢

永
禄
十
一
年
記｣

、
織
田
澄
子
氏
所
蔵

｢

太
田
牛
一
旧
記｣

も
自
筆

で
あ
る
が
、
残
欠
・
抄
出
本
で
あ
る
。
ま
た
、
自
筆
本
で
は
な
く
写
し
で
あ
る
が
、

前
田
育
徳
会
尊
経
閣
文
庫
所
蔵

｢

安
土
日
記｣

の
様
に
信
長
の
こ
と
を
一
貫
し
て

｢

上
様｣

と
表
記
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵

｢

天

正
年
中
本
願
寺
大
坂
立
退｣

で
も
信
長
の
こ
と
を

｢

上
様｣

と
表
記
し
て
お
り
、
古

態
を
残
し
て
い
る
と
み
ら
れ
、
重
要
な
伝
本
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
て
、『

信
長
記』

伝
本
に
は
、｢

首
巻｣

を
有
す
る
も
の
と
、｢

首
巻｣

を
有
さ
ず
十
五
巻
本
で
伝
わ
る
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自
筆
本
の
池
田
家
文
庫
所
蔵

｢

信
長
記｣

(

十
二
巻
の
み
他
筆)

、
建
勲
神
社
所
蔵

｢
信
長
公
記｣

が
著
名
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い

る
。
永
禄
十
一

(

一
五
六
八)

年
の
信
長
の
上
洛
以
前
の
記
一
巻
と
、
上
洛
以
後
本

能
寺
の
変
の
起
こ
る
天
正
十
年
ま
で
の
記
十
五
巻
が
あ
り
、
前
者
は｢

首
巻(

巻
首)｣

と
呼
ば
れ
、
後
者
の
十
五
巻
本
は
一
年
一
巻
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
、『
信
長
記』

と
い
う
名
を
聞
く
と
こ
ち
ら
を
思
い
付
く
人
も
居
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
小
瀬
甫
庵
著『

信
長
記』

(

以
後
、
甫
庵『

信
長
記』)

で
あ
る
。

こ
ち
ら
は
儒
学
的
理
念
を
宣
揚
す
る
た
め
の
織
田
信
長
伝
記
文
学
書
で
、｢

太
田
和

泉
守
牛
一
輯
録

小
瀬
甫
庵
道
喜
居
士
重
撰｣

と
記
し
て
い
る
が
、
内
容
は
甫
庵
に

よ
り
潤
色
が
施
さ
れ
て
お
り
、
新
著
述
と
い
え
る
。
慶
長
九

(

一
六
〇
四)

年
春
か

ら
執
筆
が
始
め
ら
れ
、
同
十
六

(
一
六
一
一)

年
十
二
月
付
の
林
羅
山
の
序
文
と
と

も
に
板
行
さ
れ
た
。
現
在
、
写
本
の
ほ
か
に
元
和
八

(

一
六
二
二)

年
刊
の
古
活
字

版
や
寛
永
元

(

一
六
二
四)

年
刊
本
な
ど
を
は
じ
め
、
安
永
五

(

一
七
七
六)

年
刊

本
ま
で
確
認
さ
れ
て
い
る
。
一
般
に
、『

信
長
記』

と
い
え
ば
甫
庵

『

信
長
記』

の

方
を
指
し
、
牛
一
著
作
の
方
は

『

信
長
公
記』
と
い
う
名
で
認
識
さ
れ
て
い
る
か
と

思
う
。
こ
れ
は
、〝

太
田
牛
一
に
よ
る
信
長
の
軍
記〞
の
刊
本
が
、
町
田
家
所
蔵

｢

信
長
公
記｣

を
底
本
と
し
た
、
我
自
刊
我
書『

信
長
公
記』

(
明
治
十
四
年
刊)

や
、

陽
明
文
庫
所
蔵

｢

信
長
公
記｣

を
底
本
と
し
た
角
川
文
庫

『
信
長
公
記』

(

昭
和
四

十
四
年
刊)

で
あ
っ
た
た
め
、〝

太
田
牛
一
に
よ
る
信
長
の
軍
記〞
と
い
え
ば

〝

信

長
公
記〞

と
し
て
広
ま
っ
た
た
め
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
現
実
を
踏
ま
え
、
田
中
久
夫
氏
は
氏
の
論
文

｢

太
田
牛
一

｢
信
長

公
記｣

成
立
考｣

に
て
、
甫
庵
の
著
作

『

信
長
記』

と
区
別
す
る
上
で
も
、〝
太
田

牛
一
に
よ
る
信
長
の
軍
記〞

を『

信
長
公
記』

と
呼
ぶ
こ
と
と
さ
れ
た(

１)

。
し
か
し
、

の
ち
に
牛
一
自
筆
で
あ
る
池
田
家
文
庫
所
蔵

｢

信
長
記｣

が
発
見
さ
れ
、『

信
長
記』

と
し
て
刊
行
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
新
た
な
定
義
が
提
案
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ま

で
刊
行
さ
れ
た

『

信
長
公
記』

に
は
首
巻
が
有
る
が
、
実
際
池
田
家
文
庫
所
蔵

｢

信

長
記｣

を
は
じ
め
殆
ど
の
伝
本
に
は
首
巻
が
備
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、〝

太
田

牛
一
に
よ
る
信
長
の
軍
記〞

を

『

信
長
記』

と
し
、
甫
庵
の
著
作
は

｢

甫
庵
信
長

記｣

な
ど
の
よ
う
に
甫
庵
の
名
を
明
記
し
よ
う
、
と
い
う
定
義
で
あ
る(

２)

。

こ
う
し
て
現
在
の
論
文
や
書
籍
で
は
上
記
で
紹
介
し
た
二
つ
の
定
義
に
則
り
表
記

さ
れ
た
も
の
が
混
在
し
て
お
り
、〝

太
田
牛
一
に
よ
る
信
長
の
軍
記〞

に
つ
い
て
の

『

信
長
記』

な
ら
び
に

『

信
長
公
記』

と
い
う
名
称
に
は
統
一
さ
れ
た
定
義
が
無
い

の
が
現
状
で
あ
る
。

二
、
著
者
・
太
田
牛
一

信
長
ほ
ど
の
有
名
人
の
軍
記
を
著
し
た
牛
一
だ
が
、
彼
の
経
歴
は
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
な
い
部
分
が
多
い
。
大
永
七(

一
五
二
七)

年
、
尾
張
国
春
日
郡
山
田
庄
安
食

村
に
生
ま
れ
た
牛
一
は
、
や
が
て
信
長
に
仕
え
、
天
文
二
十
三

(

一
五
五
四)

年
七

月
十
八
日
、
信
長
家
臣
・
柴
田
勝
家
の
清
州
攻
め
の
際
、
足
軽
衆
と
し
て
参
戦
し
た
。

の
ち

｢

弓
三
張
之
人
数｣

に
な
り
、
永
禄
八

(

一
五
六
五)

年
九
月
に
は
美
濃
国
堂

洞
の
戦
い
で
活
躍
し
、
信
長
か
ら
知
行
を
賜
っ
た
こ
と
が

｢

首
巻｣

に
記
さ
れ
て
い

る
。
以
後
、『

信
長
記』

に
牛
一
は
登
場
せ
ず
、
牛
一
に
関
す
る
史
料
は
乏
し
い
も

の
と
な
っ
て
お
り
、
文
書
な
ど
か
ら(

３)

信
長
近
習
の
奉
行
と
し
て
や
信
長
家
臣
・
丹

羽
長
秀
の
与
力
と
し
て
活
動
し
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
の
み
で
あ
る
。

本
能
寺
の
変
で
信
長
が
世
を
去
っ
た
後
は
加
賀
国
松
任
に
蟄
居
し
て
い
た
が
、
や

が
て
秀
吉
に
仕
え
、
天
正
十
七

(

一
五
八
九)

年
以
降
京
都
周
辺
の
検
地
に
従
事
す

る
な
ど
し(

４)

、『

兼
見
卿
記』

に
よ
れ
ば
淀
城
周
辺
に
居
住
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

晩
年
に
は

｢

和
泉
守｣

を
名
乗
り
、
文
禄
の
役
で
文
禄
元

(

一
五
九
二)

年
に
秀
吉

が
名
護
屋
へ
出
陣
し
た
際
、
慶
長
三

(

一
五
九
八)

年
に
醍
醐
で
花
見
が
行
わ
れ
た

際
と
、
秀
吉
側
室
・
松
の
丸
殿
の
輿
脇
警
固
衆
を
務
め

(『

大
か
う
さ
ま
く
ん
き
の

う
ち』

『

太
田
牛
一
雑
記』)

、『

義
演
准
后
日
記』

慶
長
三
年
七
月
十
三
日
条
の

｢

太

田
又
助
来
、
信
長
公
以
来
、
至
当
代
記
録
書
之
、
少
々
は
暗
誦
の
躰
也｣

と
い
う
記

事
に
至
り
、『

信
長
記』

な
ど
の
編
纂
に
既
に
あ
た
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
秀

吉
の
死
後
は
秀
頼
に
も
仕
え
た
が
、
や
が
て
大
坂
玉
造
に
隠
棲
し
た
後
は
執
筆
活
動

に
励
み
、
慶
長
十
五

(

一
六
一
〇)

年
付
け
の
奥
書
を
最
後
に
、
牛
一
に
関
す
る
史

料
は
無
く
な
る
。

岩
澤
愿
彦
氏
は
、
牛
一
が
軍
記
で
展
開
す
る
主
張
は
、
牛
一
が
織
田
・
豊
臣
二
氏

の
吏
僚
た
る
そ
の
現
実
の
立
場
に
お
い
て
規
定
さ
れ
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る

と
し
、
牛
一
の
軍
記
は
吏
僚
的
世
界
の
上
に
形
成
さ
れ
、
立
場
の
変
化
に
対
応
す
る

も
の
で
あ
る
、
と
述
べ
ら
れ
た(

５)

。
牛
一
最
期
の
奥
書
に
も
あ
る
よ
う
に
、『

信
長

記』

の
元
と
な
っ
た
の
は
、
牛
一
の

｢

毎
篇
日
記
の
次
い
で
に
書
き
載
す
る
も
の｣

で
あ
る
。
そ
の
日
記
に
牛
一
が
信
長
の
行
動
を
記
録
し
え
た
の
は
、
牛
一
が
信
長
の
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直
属
吏
僚
集
団
の
一
員
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
牛
一
の
軍
記
の
真
実
性
を

保
証
す
る
も
の
は

〝

日
記
の
記
録
性〞

で
あ
り
、
当
時
の
著
者
牛
一
の
立
場
や
意
識

が
『

信
長
記』

の
重
要
な
要
素
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

牛
一
は
信
長
の

『

信
長
記』

の
他
、｢

信
長
公
以
来
、
至
当
代
記
録｣

と
し
て
、

秀
吉
、
秀
次
、
秀
頼
、
家
康
の
各
軍
記
、｢

五
代
軍
記｣

を
も
執
筆
し
た
と
さ
れ
る

(『

豊
国
大
明
神
臨
時
御
祭
礼
記
録』

奥
書)

。
し
か
し
現
在
に
残
る
牛
一
の
著
作
の

う
ち
、
ど
の
作
品
が｢

五
代
軍
記｣

に
当
て
は
ま
る
も
の
で
あ
る
の
か
は
定
か
で
は

な
く
、｢

五
代
軍
記｣
の
う
ち
の
幾
つ
か
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

も
言
わ
れ
る
。

牛
一
の
作
品
で
著
名
な
も
の
は
、
豊
臣
秀
吉
に
関
す
る
記
録
で
あ
る

『

大
か
う
さ

ま
く
ん
き
の
う
ち』

一
巻
、
慶
長
五

(

一
六
〇
〇)

年
の
関
ヶ
原
の
合
戦
前
後
の
徳

川
家
康
に
関
す
る
記
録
で
あ
る『

関
原
御
合
戦
双
紙』

一
巻
、
慶
長
九(

一
六
〇
四)

年
八
月
十
八
日
に
行
わ
れ
た
豊
国
大
明
神
臨
時
御
祭
礼
の
記
録
で
あ
る

『

豊
国
大
明

神
臨
時
御
祭
礼
記
録』

一
巻
、
慶
長
十
二(
一
六
〇
七)

年
と
同
十
四(

一
六
〇
九)

年
の
公
家
の
風
紀
紊
乱
事
件
の
記
録
で
あ
る

『
今
度
之
公
家
双
紙』

一
巻
な
ど
で
あ

る
。
当
時
の
牛
一
は
、
こ
れ
ら
の
著
作
を
通
じ
て
社
会
に
認
知
さ
れ
、
牛
一
も
そ
れ

を
自
覚
し
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
識
は
、
牛
一
の『

信
長
記』

編
纂
に
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
、
杉
崎
友
美
氏
は
こ
の
こ
と
に
着
眼
し
た
史
料

批
判
が
必
要
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る(

６)

。

三
、
十
五
巻
本
と

｢

首
巻｣

『

信
長
記』

と

『

信
長
公
記』

の
名
称
の
定
義
付
け
で
も
ポ
イ
ン
ト
と
さ
れ
て
い

た
の
が
、｢

首
巻｣

で
あ
る
。｢

首
巻｣

に
は
、
信
長
の
上
洛
以
前
の
事
績
が
ま
と
め

ら
れ
て
い
る
。
冒
頭
に

｢

是
は
信
長
御
入
洛
な
き
以
前
の
双
紙
な
り｣

と
い
う
一
文

が
付
せ
ら
れ
て
お
り
、
上
洛
以
後
の
十
五
巻
本
の
前
に
置
か
れ
て
い
る
。｢

首
巻｣

と
十
五
巻
本
部
分
は
、
本
来
は
別
個
で
成
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。｢

首
巻｣

の
記
事
は
必
ず
し
も
年
次
を
追
っ
て
お
ら
ず
、
記
事
に
著
者
で
あ
る

牛
一
の
名
が
三
度
登
場
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
十
五
巻
本
部
分
は
年
次
を
追
っ

た
年
代
記
で
、
編
著
者
と
し
て
以
外
に
は
牛
一
が
登
場
し
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

｢

首
巻｣

と
十
五
巻
本
部
分
と
で
は
著
述
の
姿
勢
が
根
本
的
に
異
な
っ
て
お
り
、
構

成
が
一
貫
さ
れ
て
お
ら
ず
、
十
五
巻
本
の
前
編
と
し
て

｢

首
巻｣

を
構
想
し
た
と
は

考
え
に
く
い
為
で
あ
る
。

ま
た
、
牛
一
の
自
筆
本
で
あ
る
前
田
家
尊
経
閣
文
庫
所
蔵

｢

永
禄
十
一
年
記｣

(『

信
長
記』

一
巻
に
相
当
す
る
部
分)

奥
書
に
は
、｢

信
長
京
師
鎮
護
十
五
年
、
始

十
五
帖
ニ
記
置
候
也｣

と
あ
る
。
こ
の
文
面
か
ら
、『

信
長
記』

は

〝

信
長
が
京
都

を
制
圧
し
て
い
た
十
五
年
間〞

の
信
長
の
事
跡
を
出
来
る
だ
け
忠
実
に
書
き
の
こ
そ

う
と
し
た
も
の
で
、
牛
一
の『

信
長
記』

の
対
象
は
あ
く
ま
で
も
信
長
の
天
下
で
あ
っ

た
十
五
年
間
で
あ
る
と
い
え
る
。
石
田
善
人
氏
は
、｢

首
巻｣

と
本
記
部
分
の
性
質

に
つ
い
て
、『

信
長
記』

(

十
五
巻
本)

が
天
下
人
と
し
て
の
公
的
な
信
長
を
描
こ
う

と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、｢

首
巻｣

は
牛
一
の
畏
敬
す
べ
き
主
君
と
し
て
の
私
的

な
信
長
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
、『

信
長
記』

が
、
牛
一
の
体
験
談
を
通
し
て
み
た

信
長
伝
記
の
形
に
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
牛
一
が

｢

天
下
十
五
年｣

の
公
人
と
し
て

の
信
長
を
描
い
た
た
め
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る(

７)

。

し
か
し
な
ぜ
別
個
で
成
立
し
た
は
ず
の

｢

首
巻｣

が

『

信
長
記』

に
付
随
す
る
形

で
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
が
、
こ
れ
に
は
建
勲
神
社
所
蔵

｢

信
長
公
記｣

(

以
後
、
建
勲
神
社
本)

を
親
本
と
す
る
写
本
群

(

以
後
、
建
勲
神
社

本
系)

の
伝
来
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
。

第
二
章

『

信
長
記』

諸
伝
本
に
つ
い
て

一
、
建
勲
神
社
本
系
と
池
田
家
本
系

『

信
長
記』

伝
本
は
一
九
四
七
年
で
十
一
本(

８)

、
一
九
七
五
年
で
二
十
五
本(

９)

、

そ
し
て
二
〇
〇
九
年
時
点
で
は
自
筆
本
、
写
本
に
加
え
独
立
本
や
抄
出
本
な
ど
を
含

め
五
十
九
の
伝
本

(

未
確
認
、
所
在
不
明
本
除
く)

が
確
認
さ
れ
て
い
る(

)

。
牛
一

自
筆
本
と
し
て
は
、
既
に
紹
介
し
た
池
田
家
文
庫
所
蔵

｢

信
長
記｣

(

以
後
、
池
田

家
文
庫
本)

、
建
勲
神
社
本
が
十
五
巻
揃
っ
て
残
さ
れ
て
い
る
。
前
田
育
徳
会
尊
経

閣
文
庫
所
蔵

｢

永
禄
十
一
年
記｣

、
織
田
澄
子
氏
所
蔵

｢

太
田
牛
一
旧
記｣

も
自
筆

で
あ
る
が
、
残
欠
・
抄
出
本
で
あ
る
。
ま
た
、
自
筆
本
で
は
な
く
写
し
で
あ
る
が
、

前
田
育
徳
会
尊
経
閣
文
庫
所
蔵

｢

安
土
日
記｣

の
様
に
信
長
の
こ
と
を
一
貫
し
て

｢

上
様｣

と
表
記
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵

｢

天

正
年
中
本
願
寺
大
坂
立
退｣

で
も
信
長
の
こ
と
を

｢

上
様｣

と
表
記
し
て
お
り
、
古

態
を
残
し
て
い
る
と
み
ら
れ
、
重
要
な
伝
本
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
て
、『

信
長
記』

伝
本
に
は
、｢

首
巻｣
を
有
す
る
も
の
と
、｢

首
巻｣

を
有
さ
ず
十
五
巻
本
で
伝
わ
る
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自
筆
本
の
池
田
家
文
庫
所
蔵

｢

信
長
記｣

(

十
二
巻
の
み
他
筆)

、
建
勲
神
社
所
蔵

｢

信
長
公
記｣

が
著
名
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い

る
。
永
禄
十
一

(

一
五
六
八)

年
の
信
長
の
上
洛
以
前
の
記
一
巻
と
、
上
洛
以
後
本

能
寺
の
変
の
起
こ
る
天
正
十
年
ま
で
の
記
十
五
巻
が
あ
り
、
前
者
は｢

首
巻(

巻
首)｣

と
呼
ば
れ
、
後
者
の
十
五
巻
本
は
一
年
一
巻
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
、『

信
長
記』

と
い
う
名
を
聞
く
と
こ
ち
ら
を
思
い
付
く
人
も
居
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
小
瀬
甫
庵
著『

信
長
記』

(

以
後
、
甫
庵『

信
長
記』)

で
あ
る
。

こ
ち
ら
は
儒
学
的
理
念
を
宣
揚
す
る
た
め
の
織
田
信
長
伝
記
文
学
書
で
、｢

太
田
和

泉
守
牛
一
輯
録

小
瀬
甫
庵
道
喜
居
士
重
撰｣

と
記
し
て
い
る
が
、
内
容
は
甫
庵
に

よ
り
潤
色
が
施
さ
れ
て
お
り
、
新
著
述
と
い
え
る
。
慶
長
九

(

一
六
〇
四)

年
春
か

ら
執
筆
が
始
め
ら
れ
、
同
十
六

(

一
六
一
一)

年
十
二
月
付
の
林
羅
山
の
序
文
と
と

も
に
板
行
さ
れ
た
。
現
在
、
写
本
の
ほ
か
に
元
和
八

(

一
六
二
二)

年
刊
の
古
活
字

版
や
寛
永
元

(

一
六
二
四)

年
刊
本
な
ど
を
は
じ
め
、
安
永
五

(

一
七
七
六)

年
刊

本
ま
で
確
認
さ
れ
て
い
る
。
一
般
に
、『

信
長
記』

と
い
え
ば
甫
庵

『

信
長
記』

の

方
を
指
し
、
牛
一
著
作
の
方
は

『

信
長
公
記』

と
い
う
名
で
認
識
さ
れ
て
い
る
か
と

思
う
。
こ
れ
は
、〝

太
田
牛
一
に
よ
る
信
長
の
軍
記〞

の
刊
本
が
、
町
田
家
所
蔵

｢

信
長
公
記｣

を
底
本
と
し
た
、
我
自
刊
我
書『

信
長
公
記』

(

明
治
十
四
年
刊)

や
、

陽
明
文
庫
所
蔵

｢

信
長
公
記｣

を
底
本
と
し
た
角
川
文
庫

『

信
長
公
記』

(

昭
和
四

十
四
年
刊)

で
あ
っ
た
た
め
、〝

太
田
牛
一
に
よ
る
信
長
の
軍
記〞

と
い
え
ば

〝

信

長
公
記〞

と
し
て
広
ま
っ
た
た
め
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
現
実
を
踏
ま
え
、
田
中
久
夫
氏
は
氏
の
論
文

｢

太
田
牛
一

｢

信
長

公
記｣

成
立
考｣

に
て
、
甫
庵
の
著
作

『

信
長
記』

と
区
別
す
る
上
で
も
、〝

太
田

牛
一
に
よ
る
信
長
の
軍
記〞

を『

信
長
公
記』

と
呼
ぶ
こ
と
と
さ
れ
た(

１)

。
し
か
し
、

の
ち
に
牛
一
自
筆
で
あ
る
池
田
家
文
庫
所
蔵

｢

信
長
記｣

が
発
見
さ
れ
、『

信
長
記』

と
し
て
刊
行
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
新
た
な
定
義
が
提
案
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ま

で
刊
行
さ
れ
た

『

信
長
公
記』

に
は
首
巻
が
有
る
が
、
実
際
池
田
家
文
庫
所
蔵

｢

信

長
記｣

を
は
じ
め
殆
ど
の
伝
本
に
は
首
巻
が
備
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、〝

太
田

牛
一
に
よ
る
信
長
の
軍
記〞

を

『

信
長
記』

と
し
、
甫
庵
の
著
作
は

｢

甫
庵
信
長

記｣

な
ど
の
よ
う
に
甫
庵
の
名
を
明
記
し
よ
う
、
と
い
う
定
義
で
あ
る(

２)

。

こ
う
し
て
現
在
の
論
文
や
書
籍
で
は
上
記
で
紹
介
し
た
二
つ
の
定
義
に
則
り
表
記

さ
れ
た
も
の
が
混
在
し
て
お
り
、〝

太
田
牛
一
に
よ
る
信
長
の
軍
記〞

に
つ
い
て
の

『

信
長
記』

な
ら
び
に

『

信
長
公
記』

と
い
う
名
称
に
は
統
一
さ
れ
た
定
義
が
無
い

の
が
現
状
で
あ
る
。

二
、
著
者
・
太
田
牛
一

信
長
ほ
ど
の
有
名
人
の
軍
記
を
著
し
た
牛
一
だ
が
、
彼
の
経
歴
は
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
な
い
部
分
が
多
い
。
大
永
七(

一
五
二
七)

年
、
尾
張
国
春
日
郡
山
田
庄
安
食

村
に
生
ま
れ
た
牛
一
は
、
や
が
て
信
長
に
仕
え
、
天
文
二
十
三

(

一
五
五
四)

年
七

月
十
八
日
、
信
長
家
臣
・
柴
田
勝
家
の
清
州
攻
め
の
際
、
足
軽
衆
と
し
て
参
戦
し
た
。

の
ち

｢

弓
三
張
之
人
数｣

に
な
り
、
永
禄
八

(

一
五
六
五)

年
九
月
に
は
美
濃
国
堂

洞
の
戦
い
で
活
躍
し
、
信
長
か
ら
知
行
を
賜
っ
た
こ
と
が

｢

首
巻｣

に
記
さ
れ
て
い

る
。
以
後
、『

信
長
記』

に
牛
一
は
登
場
せ
ず
、
牛
一
に
関
す
る
史
料
は
乏
し
い
も

の
と
な
っ
て
お
り
、
文
書
な
ど
か
ら(

３)

信
長
近
習
の
奉
行
と
し
て
や
信
長
家
臣
・
丹

羽
長
秀
の
与
力
と
し
て
活
動
し
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
の
み
で
あ
る
。

本
能
寺
の
変
で
信
長
が
世
を
去
っ
た
後
は
加
賀
国
松
任
に
蟄
居
し
て
い
た
が
、
や

が
て
秀
吉
に
仕
え
、
天
正
十
七

(

一
五
八
九)

年
以
降
京
都
周
辺
の
検
地
に
従
事
す

る
な
ど
し(

４)

、『

兼
見
卿
記』

に
よ
れ
ば
淀
城
周
辺
に
居
住
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

晩
年
に
は

｢

和
泉
守｣

を
名
乗
り
、
文
禄
の
役
で
文
禄
元

(

一
五
九
二)

年
に
秀
吉

が
名
護
屋
へ
出
陣
し
た
際
、
慶
長
三

(

一
五
九
八)

年
に
醍
醐
で
花
見
が
行
わ
れ
た

際
と
、
秀
吉
側
室
・
松
の
丸
殿
の
輿
脇
警
固
衆
を
務
め

(『

大
か
う
さ
ま
く
ん
き
の

う
ち』

『

太
田
牛
一
雑
記』)

、『

義
演
准
后
日
記』

慶
長
三
年
七
月
十
三
日
条
の

｢

太

田
又
助
来
、
信
長
公
以
来
、
至
当
代
記
録
書
之
、
少
々
は
暗
誦
の
躰
也｣

と
い
う
記

事
に
至
り
、『

信
長
記』

な
ど
の
編
纂
に
既
に
あ
た
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
秀

吉
の
死
後
は
秀
頼
に
も
仕
え
た
が
、
や
が
て
大
坂
玉
造
に
隠
棲
し
た
後
は
執
筆
活
動

に
励
み
、
慶
長
十
五

(

一
六
一
〇)

年
付
け
の
奥
書
を
最
後
に
、
牛
一
に
関
す
る
史

料
は
無
く
な
る
。

岩
澤
愿
彦
氏
は
、
牛
一
が
軍
記
で
展
開
す
る
主
張
は
、
牛
一
が
織
田
・
豊
臣
二
氏

の
吏
僚
た
る
そ
の
現
実
の
立
場
に
お
い
て
規
定
さ
れ
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る

と
し
、
牛
一
の
軍
記
は
吏
僚
的
世
界
の
上
に
形
成
さ
れ
、
立
場
の
変
化
に
対
応
す
る

も
の
で
あ
る
、
と
述
べ
ら
れ
た(

５)

。
牛
一
最
期
の
奥
書
に
も
あ
る
よ
う
に
、『

信
長

記』

の
元
と
な
っ
た
の
は
、
牛
一
の

｢

毎
篇
日
記
の
次
い
で
に
書
き
載
す
る
も
の｣

で
あ
る
。
そ
の
日
記
に
牛
一
が
信
長
の
行
動
を
記
録
し
え
た
の
は
、
牛
一
が
信
長
の
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系
の
書
写
伝
来
も
金
子
拓
氏
は
検
証
さ
れ
て
い
る

(

図
２)

(
)

。
金
子
氏
は
、
池
田

家
文
庫
本
十
二
巻
に
存
在
す
る

〝

誤
綴〞

を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
池
田
家
本
系
の
書
写
伝

来
に
つ
い
て
検
証
さ
れ
た
。
池
田
家
本
系
各
伝
本
の
書
写
奥
書
な
ど
と
、
誤
綴
箇
所

に
つ
い
て
各
伝
本
が

｢

誤
綴
を
そ
の
ま
ま
写
し
て
い
る
も
の｣

、｢

書
写
す
る
際
に
誤

綴
箇
所
を
正
し
て
書
写
し
て
い
る
も
の｣

、｢

誤
綴
の
生
じ
る
前
に
写
さ
れ
た
も
の｣

の
い
ず
れ
に
当
た
る
の
か
を
手
掛
か
り
に
さ
れ
た
。
第
三
章
で
詳
し
く
述
べ
る
が
、

本
論
の
比
較
に
て
使
用
す
る
伝
本
は
、
自
筆
本
池
田
家
文
庫
本
、
そ
の
初
期
の
写
本

で
あ
る
阪
本
龍
門
文
庫
本
、
そ
し
て
後
期
の
写
本
で
あ
る
原
本
信
長
記
と
い
う
こ
と

と
な
る
。

二
、『

信
長
記』

の
成
立
過
程

先
程
、
建
勲
神
社
本
系
、
池
田
家
本
系
そ
れ
ぞ
れ
の
諸
伝
本
の
伝
来
に
少
し
触
れ

た
が
、
こ
れ
ら
を
総
合
し
た
成
立
過
程
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

『

信
長
記』

成
立
過
程
に
つ
い
て
は
未
だ
議
論
の
あ
る
所
で
あ
る
が
、
ま
ず
前
田
育

徳
会
尊
経
閣
文
庫
所
蔵

｢

永
禄
十
一
年
記｣

(

以
後
、
永
禄
十
一
年
記)

な
ど
の
抄

出
・
残
欠
本
か
ら
、
池
田
家
文
庫
本
、
そ
し
て
建
勲
神
社
本
と
展
開
し
て
い
っ
た
と

す
る
説
を
紹
介
し
よ
う
。

①
池
田
家
文
庫
本
か
ら
建
勲
神
社
本
へ

田
中
久
夫
氏
は
、
永
禄
十
一
年
記
、
前
田
育
徳
会
尊
経
閣
文
庫
所
蔵｢

安
土
日
記｣

(

以
後
、
安
土
日
記)

、
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
所
蔵

｢

原
本
信
長
記｣

(

池
田
家

本
系
。
以
後
、
原
本
信
長
記)

、
改
定
史
籍
集
覧
所
収
本

(

我
自
刊
我
書
本
。
建
勲

神
社
本
系)

を
取
り
上
げ
、
比
較
を
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
永
禄
十
一
年
記
・
安
土

日
記
が
原
型
を
示
し
、
そ
し
て
原
本
信
長
記
、
改
定
史
籍
集
覧
所
収
本
の
順
に
手
が

加
え
ら
れ
、
整
理
さ
れ
た
と
の
結
論
に
至
ら
れ
た
。
田
中
氏
は
根
拠
と
し
て
、
原
本

信
長
記
に
は
挿
話
の
付
加
が
多
く
日
記
か
ら
軍
記
へ
の
展
開
が
み
え
る
こ
と
、
原
本

信
長
記
に
あ
っ
て
史
籍
集
覧
所
収
本
に
は
な
い
部
分
は
軍
記
と
し
て
整
え
る
上
で
の

必
要
と
家
康
へ
の
憚
り
か
ら
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
挙
げ
ら
れ
た
。

こ
の

〝

家
康
へ
の
憚
り〞

と
い
う
の
は
、
い
わ
ゆ
る

｢

信
康
事
件｣

の
記
述
に
つ

い
て
の
こ
と
で
あ
る
。｢

信
康
事
件｣

と
は
、
家
康
の
嫡
男
・
信
康
と
、
信
康
の
生

母
か
つ
家
康
の
正
室
・
築
山
殿
が
武
田
氏
と
内
通
し
て
い
た
と
し
て
、
信
長
の
命
に

よ
り
信
康
は
自
害
、
築
山
殿
は
殺
害
に
至
っ
た
事
件
で
あ
る
。
こ
の
事
件
に
つ
い
て
、

安
土
日
記

｢

去
程
に
三
州
岡
崎
三
郎
殿

(

信
康)

逆
心
之
雑
説
申
候
家
康
並
年

寄
衆
上
様
へ
対
申
無
勿
体
御
心
持
不
可
然
之
旨
異
見
候
て
八
月
四
日
三
郎

殿
を
国
端
へ
追
出
し
申
候｣

原
本
信
長
記

｢

爰
三
州
岡
崎
の
三
郎
殿
不
慮
ニ
狂
乱
候
ニ
付
而
遠
州
堀
江
之
城

ニ
押
籠
番
を
居
被
置
候｣

と
そ
れ
ぞ
れ
記
述
し
、
史
籍
集
覧
所
収
本
で
は
記
述
自
体
が
無
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

｢

信
康
事
件｣

が
省
略
さ
れ
て
い
る
史
籍
集
覧
所
収
本
は
家
康
へ
の
配
慮
が
な
さ
れ

て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の｢

信
康
事
件｣

は
天
正
七
年
の
出
来
事

で
、
つ
ま
り
十
二
巻
に
記
さ
れ
て
い
る
点
が
問
題
で
あ
る
。
原
本
信
長
記
の
親
本
で

あ
る
池
田
家
文
庫
本
は
田
中
氏
の
論
文
発
表
よ
り
後
に
発
見
さ
れ
、
石
田
善
人
氏
に

よ
れ
ば

｢

池
田
家
文
庫
本

『

信
長
記』

は
第
十
二
の
帖
の
み
が
、『

信
長
公
記』

を

も
っ
て
補
写
し
て
い
る｣

(
)

の
で
あ
る
。｢

『

信
長
公
記』

か
ら
の
補
写｣

と
い
う
部

分
に
つ
い
て
は
色
々
と
議
論
が
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
、
十
二
巻
と
そ
れ
以
外
の
巻

と
で
は
成
立
が
異
な
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
つ
ま
り

｢

信
康
事
件｣

の
記
述
を
理
由

に
、
原
本
信
長
記
は
家
康
を
憚
ら
ず
、
史
籍
集
覧
所
収
本
の
み
が
家
康
を
憚
っ
て
い

る
、
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
、
田
中
氏
と
同
様
に
残
欠
・
抄
出
本
か
ら
池
田
家
文
庫
本
、
建
勲
神
社
本
へ

と
成
立
し
た
と
論
ず
る
の
は
、
内
藤
昌
氏
で
あ
る
。
内
藤
氏
は
安
土
城
に
関
す
る
研

究
の
過
程
で
、
史
料
で
あ
る

『

信
長
記』

の
検
証
を
な
さ
れ
た
。
内
藤
氏
は

『

信
長

記』

諸
伝
本
を
、

Ⅰ
類
本

『

〜
年
記』

系
：『

永
禄
十
一
年
記』

『

太
田
牛
一
旧
記』

な
ど
独
立
し
て

存
在
す
る
伝
本

Ⅱ
類
本

『

原
本
信
長
記』

系
：『

信
長
記』

『

原
本
信
長
記』

な
ど
の
伝
本

(

い
わ

ゆ
る
池
田
家
本
系)

Ⅲ
類
本

『

信
長
公
記』

系
：『

信
長
公
記』

な
ど
の
伝
本

(

い
わ
ゆ
る
建
勲
神
社

本
系)

Ⅳ
類
本

『

安
土
記』

系
：『

安
土
記』

な
ど
の
伝
本

以
上
四
種
類
に
分
類
し
、
成
立
の
過
程
を
論
じ
ら
れ
た
。

内
藤
氏
は
、
田
中
氏
同
様
、
Ⅱ
類
本

(

池
田
家
本
系)

よ
り
Ⅲ
類
本

(

建
勲
神
社

本
系)

が
内
容
の
整
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
、｢

信
康
事
件｣

の
家
康
へ
の
配
慮
に
加

－22－

も
の
と
が
あ
る
。｢

首
巻｣

が
付
随
し
て
い
る

『

信
長
記』

伝
本
は
、
独
立
本
な
ど

を
除
き
十
一
本
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
九
本
が
、
建
勲
神
社
本
系
と
さ
れ
る
伝
本
で
あ

る
。
つ
ま
り
、｢

首
巻｣

を
有
す
る
伝
本
の
殆
ど
は
建
勲
神
社
本
系
に
分
類
さ
れ
る

伝
本
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
建
勲
神
社
本
系
の『

信
長
記』

に
は

｢

首
巻｣

が
附
随
し

て
伝
わ
っ
て
い
る
の
か
。
金
子
拓
氏
は
著
書
に
て
、
大
和
芝
村

(

戒
重)

藩
織
田
家

に

｢

首
巻｣
と
十
五
巻
本

『

信
長
記』

(

建
勲
神
社
本)

が
同
時
に
所
蔵
さ
れ
て
い

た
時
に
、｢

首
巻｣

(｢
録
泰
巌
公
事
記
旧
記｣)

と
十
五
巻
本『

信
長
記』

の
合
わ
さ
っ

た
写
本
が
作
ら
れ
た
た
め
、
と
の
論
を
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
説
を
元
に
建
勲
神

社
本
系
伝
本
の
伝
来
を
図
化
し
た
も
の
が
図
１
で
あ
る
。

牛
一
の
自
筆
本
で
、
十
五
巻
本
で
あ
る
建
勲
神
社
本
は
、
も
と
は
牛
一
子
孫
の
摂

津
太
田
家
の
も
と
に
あ
っ
た
。
建
勲
神
社
本
は
、
そ
こ
か
ら
花
房
政
次
を
経
て
、
信

長
の
子
孫
で
あ
る
大
和
芝
村
藩
織
田
家
の
も
と
へ
と
渡
っ
た
。
次
い
で
、
大
和
芝
村

藩
織
田
家
に
は
牛
一
自
筆
の

｢

録
泰
巌
公
事
旧
記｣

と
い
う
、
信
長
の
事
蹟
を
記
録

し
た
も
の
が
伝
わ
っ
た
。
こ
こ
で
、｢

録
泰
巌
公
事
旧
記｣

と
建
勲
神
社
本
が
出
会

い
、
陽
明
文
庫
本
な
ど
が
製
作
さ
れ
、｢

録
泰
巌
公
事
旧
記｣

の
部
分
が
現
在
の

｢

首
巻｣

と
な
っ
た
、
と
い
う
説
で
あ
る
。

た
だ
し
、
天
理
大
学
付
属
図
書
館
所
蔵

｢

信
長
記｣

に
お
け
る

｢

首
巻｣

は
、
陽

明
文
庫
本
な
ど
の

｢

首
巻｣

と
は
異
な
る
部
分
が
多
く
、｢

録
泰
巌
公
事
旧
記｣

と

は
別
の

〝｢

首
巻｣

の
祖
本〞

の
存
在
も
考
え
ら
れ
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
経
緯

で
、
建
勲
神
社
本
系
に
の
み

｢

首
巻｣

が
伝
わ
る
と
い
う
特
徴
が
で
き
た
の
だ
が
、

そ
の
他
の
特
徴
と
し
て
、
奥
書
の
無
い
こ
と
、
各
巻
巻
頭
に
目
次
が
付
せ
ら
れ
、
各

記
事
に

｢
○
○
の
事｣

と
い
う
見
出
し
が
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
奥
書
が
あ
り
、
目
次
や
見
出
し
の
な
い
自
筆
本
が
、
池
田
家
文

庫
本
で
あ
る
。
池
田
家
文
庫
本
も
、
建
勲
神
社
本
と
同
じ
く
牛
一
自
筆
の
も
の
と
さ

れ
て
お
り
、
池
田
家
文
庫
本
が
親
本
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
写
本
群
が
、
池
田

家
本
系
と
し
て
分
類
さ
れ
る
。
建
勲
神
社
本
系
の
伝
来
経
緯
と
同
じ
く
、
池
田
家
本

－21－
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系
の
書
写
伝
来
も
金
子
拓
氏
は
検
証
さ
れ
て
い
る

(

図
２)

(
)

。
金
子
氏
は
、
池
田

家
文
庫
本
十
二
巻
に
存
在
す
る

〝

誤
綴〞

を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
池
田
家
本
系
の
書
写
伝

来
に
つ
い
て
検
証
さ
れ
た
。
池
田
家
本
系
各
伝
本
の
書
写
奥
書
な
ど
と
、
誤
綴
箇
所

に
つ
い
て
各
伝
本
が

｢

誤
綴
を
そ
の
ま
ま
写
し
て
い
る
も
の｣

、｢

書
写
す
る
際
に
誤

綴
箇
所
を
正
し
て
書
写
し
て
い
る
も
の｣

、｢

誤
綴
の
生
じ
る
前
に
写
さ
れ
た
も
の｣

の
い
ず
れ
に
当
た
る
の
か
を
手
掛
か
り
に
さ
れ
た
。
第
三
章
で
詳
し
く
述
べ
る
が
、

本
論
の
比
較
に
て
使
用
す
る
伝
本
は
、
自
筆
本
池
田
家
文
庫
本
、
そ
の
初
期
の
写
本

で
あ
る
阪
本
龍
門
文
庫
本
、
そ
し
て
後
期
の
写
本
で
あ
る
原
本
信
長
記
と
い
う
こ
と

と
な
る
。

二
、『

信
長
記』

の
成
立
過
程

先
程
、
建
勲
神
社
本
系
、
池
田
家
本
系
そ
れ
ぞ
れ
の
諸
伝
本
の
伝
来
に
少
し
触
れ

た
が
、
こ
れ
ら
を
総
合
し
た
成
立
過
程
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

『

信
長
記』

成
立
過
程
に
つ
い
て
は
未
だ
議
論
の
あ
る
所
で
あ
る
が
、
ま
ず
前
田
育

徳
会
尊
経
閣
文
庫
所
蔵

｢

永
禄
十
一
年
記｣

(
以
後
、
永
禄
十
一
年
記)

な
ど
の
抄

出
・
残
欠
本
か
ら
、
池
田
家
文
庫
本
、
そ
し
て
建
勲
神
社
本
と
展
開
し
て
い
っ
た
と

す
る
説
を
紹
介
し
よ
う
。

①
池
田
家
文
庫
本
か
ら
建
勲
神
社
本
へ

田
中
久
夫
氏
は
、
永
禄
十
一
年
記
、
前
田
育
徳
会
尊
経
閣
文
庫
所
蔵｢
安
土
日
記｣

(

以
後
、
安
土
日
記)

、
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
所
蔵

｢

原
本
信
長
記｣

(
池
田
家

本
系
。
以
後
、
原
本
信
長
記)

、
改
定
史
籍
集
覧
所
収
本

(

我
自
刊
我
書
本
。
建
勲

神
社
本
系)

を
取
り
上
げ
、
比
較
を
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
永
禄
十
一
年
記
・
安
土

日
記
が
原
型
を
示
し
、
そ
し
て
原
本
信
長
記
、
改
定
史
籍
集
覧
所
収
本
の
順
に
手
が

加
え
ら
れ
、
整
理
さ
れ
た
と
の
結
論
に
至
ら
れ
た
。
田
中
氏
は
根
拠
と
し
て
、
原
本

信
長
記
に
は
挿
話
の
付
加
が
多
く
日
記
か
ら
軍
記
へ
の
展
開
が
み
え
る
こ
と
、
原
本

信
長
記
に
あ
っ
て
史
籍
集
覧
所
収
本
に
は
な
い
部
分
は
軍
記
と
し
て
整
え
る
上
で
の

必
要
と
家
康
へ
の
憚
り
か
ら
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
挙
げ
ら
れ
た
。

こ
の

〝

家
康
へ
の
憚
り〞

と
い
う
の
は
、
い
わ
ゆ
る

｢

信
康
事
件｣

の
記
述
に
つ

い
て
の
こ
と
で
あ
る
。｢

信
康
事
件｣

と
は
、
家
康
の
嫡
男
・
信
康
と
、
信
康
の
生

母
か
つ
家
康
の
正
室
・
築
山
殿
が
武
田
氏
と
内
通
し
て
い
た
と
し
て
、
信
長
の
命
に

よ
り
信
康
は
自
害
、
築
山
殿
は
殺
害
に
至
っ
た
事
件
で
あ
る
。
こ
の
事
件
に
つ
い
て
、

安
土
日
記

｢

去
程
に
三
州
岡
崎
三
郎
殿

(

信
康)

逆
心
之
雑
説
申
候
家
康
並
年

寄
衆
上
様
へ
対
申
無
勿
体
御
心
持
不
可
然
之
旨
異
見
候
て
八
月
四
日
三
郎

殿
を
国
端
へ
追
出
し
申
候｣

原
本
信
長
記

｢

爰
三
州
岡
崎
の
三
郎
殿
不
慮
ニ
狂
乱
候
ニ
付
而
遠
州
堀
江
之
城

ニ
押
籠
番
を
居
被
置
候｣

と
そ
れ
ぞ
れ
記
述
し
、
史
籍
集
覧
所
収
本
で
は
記
述
自
体
が
無
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

｢

信
康
事
件｣

が
省
略
さ
れ
て
い
る
史
籍
集
覧
所
収
本
は
家
康
へ
の
配
慮
が
な
さ
れ

て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の｢

信
康
事
件｣

は
天
正
七
年
の
出
来
事

で
、
つ
ま
り
十
二
巻
に
記
さ
れ
て
い
る
点
が
問
題
で
あ
る
。
原
本
信
長
記
の
親
本
で

あ
る
池
田
家
文
庫
本
は
田
中
氏
の
論
文
発
表
よ
り
後
に
発
見
さ
れ
、
石
田
善
人
氏
に

よ
れ
ば

｢

池
田
家
文
庫
本

『

信
長
記』

は
第
十
二
の
帖
の
み
が
、『

信
長
公
記』

を

も
っ
て
補
写
し
て
い
る｣

(
)

の
で
あ
る
。｢

『

信
長
公
記』

か
ら
の
補
写｣

と
い
う
部

分
に
つ
い
て
は
色
々
と
議
論
が
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
、
十
二
巻
と
そ
れ
以
外
の
巻

と
で
は
成
立
が
異
な
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
つ
ま
り

｢

信
康
事
件｣

の
記
述
を
理
由

に
、
原
本
信
長
記
は
家
康
を
憚
ら
ず
、
史
籍
集
覧
所
収
本
の
み
が
家
康
を
憚
っ
て
い

る
、
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
、
田
中
氏
と
同
様
に
残
欠
・
抄
出
本
か
ら
池
田
家
文
庫
本
、
建
勲
神
社
本
へ

と
成
立
し
た
と
論
ず
る
の
は
、
内
藤
昌
氏
で
あ
る
。
内
藤
氏
は
安
土
城
に
関
す
る
研

究
の
過
程
で
、
史
料
で
あ
る

『

信
長
記』

の
検
証
を
な
さ
れ
た
。
内
藤
氏
は

『

信
長

記』

諸
伝
本
を
、

Ⅰ
類
本

『

〜
年
記』

系
：『

永
禄
十
一
年
記』

『

太
田
牛
一
旧
記』

な
ど
独
立
し
て

存
在
す
る
伝
本

Ⅱ
類
本

『

原
本
信
長
記』

系
：『

信
長
記』

『

原
本
信
長
記』

な
ど
の
伝
本

(

い
わ

ゆ
る
池
田
家
本
系)

Ⅲ
類
本

『

信
長
公
記』

系
：『

信
長
公
記』

な
ど
の
伝
本

(

い
わ
ゆ
る
建
勲
神
社

本
系)

Ⅳ
類
本

『
安
土
記』

系
：『

安
土
記』

な
ど
の
伝
本

以
上
四
種
類
に
分
類
し
、
成
立
の
過
程
を
論
じ
ら
れ
た
。

内
藤
氏
は
、
田
中
氏
同
様
、
Ⅱ
類
本

(

池
田
家
本
系)

よ
り
Ⅲ
類
本

(

建
勲
神
社

本
系)

が
内
容
の
整
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
、｢

信
康
事
件｣

の
家
康
へ
の
配
慮
に
加

－22－

も
の
と
が
あ
る
。｢

首
巻｣

が
付
随
し
て
い
る

『

信
長
記』

伝
本
は
、
独
立
本
な
ど

を
除
き
十
一
本
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
九
本
が
、
建
勲
神
社
本
系
と
さ
れ
る
伝
本
で
あ

る
。
つ
ま
り
、｢

首
巻｣

を
有
す
る
伝
本
の
殆
ど
は
建
勲
神
社
本
系
に
分
類
さ
れ
る

伝
本
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
建
勲
神
社
本
系
の『

信
長
記』

に
は

｢

首
巻｣

が
附
随
し

て
伝
わ
っ
て
い
る
の
か
。
金
子
拓
氏
は
著
書
に
て
、
大
和
芝
村

(

戒
重)

藩
織
田
家

に

｢

首
巻｣

と
十
五
巻
本

『

信
長
記』

(

建
勲
神
社
本)

が
同
時
に
所
蔵
さ
れ
て
い

た
時
に
、｢

首
巻｣

(｢

録
泰
巌
公
事
記
旧
記｣)

と
十
五
巻
本『

信
長
記』

の
合
わ
さ
っ

た
写
本
が
作
ら
れ
た
た
め
、
と
の
論
を
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
説
を
元
に
建
勲
神

社
本
系
伝
本
の
伝
来
を
図
化
し
た
も
の
が
図
１
で
あ
る
。

牛
一
の
自
筆
本
で
、
十
五
巻
本
で
あ
る
建
勲
神
社
本
は
、
も
と
は
牛
一
子
孫
の
摂

津
太
田
家
の
も
と
に
あ
っ
た
。
建
勲
神
社
本
は
、
そ
こ
か
ら
花
房
政
次
を
経
て
、
信

長
の
子
孫
で
あ
る
大
和
芝
村
藩
織
田
家
の
も
と
へ
と
渡
っ
た
。
次
い
で
、
大
和
芝
村

藩
織
田
家
に
は
牛
一
自
筆
の

｢

録
泰
巌
公
事
旧
記｣

と
い
う
、
信
長
の
事
蹟
を
記
録

し
た
も
の
が
伝
わ
っ
た
。
こ
こ
で
、｢

録
泰
巌
公
事
旧
記｣

と
建
勲
神
社
本
が
出
会

い
、
陽
明
文
庫
本
な
ど
が
製
作
さ
れ
、｢

録
泰
巌
公
事
旧
記｣

の
部
分
が
現
在
の

｢

首
巻｣

と
な
っ
た
、
と
い
う
説
で
あ
る
。

た
だ
し
、
天
理
大
学
付
属
図
書
館
所
蔵

｢

信
長
記｣

に
お
け
る

｢

首
巻｣

は
、
陽

明
文
庫
本
な
ど
の

｢

首
巻｣

と
は
異
な
る
部
分
が
多
く
、｢

録
泰
巌
公
事
旧
記｣

と

は
別
の

〝｢

首
巻｣

の
祖
本〞

の
存
在
も
考
え
ら
れ
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
経
緯

で
、
建
勲
神
社
本
系
に
の
み

｢

首
巻｣

が
伝
わ
る
と
い
う
特
徴
が
で
き
た
の
だ
が
、

そ
の
他
の
特
徴
と
し
て
、
奥
書
の
無
い
こ
と
、
各
巻
巻
頭
に
目
次
が
付
せ
ら
れ
、
各

記
事
に

｢

○
○
の
事｣

と
い
う
見
出
し
が
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
奥
書
が
あ
り
、
目
次
や
見
出
し
の
な
い
自
筆
本
が
、
池
田
家
文

庫
本
で
あ
る
。
池
田
家
文
庫
本
も
、
建
勲
神
社
本
と
同
じ
く
牛
一
自
筆
の
も
の
と
さ

れ
て
お
り
、
池
田
家
文
庫
本
が
親
本
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
写
本
群
が
、
池
田

家
本
系
と
し
て
分
類
さ
れ
る
。
建
勲
神
社
本
系
の
伝
来
経
緯
と
同
じ
く
、
池
田
家
本

－21－



太田牛一著 『信長記』 諸本の比較研究

明
文
庫
所
蔵

｢

信
長
公
記｣

(

首
巻
あ
り
、
元
禄
十
二

(

一
六
九
九)

年
写
、
建
勲

神
社
本
系
。
…
伝
本
Ａ)

。
陽
明
文
庫
本
は
近
衛
家
に
伝
来
し
、
底
本
の
形
状
を
比

較
的
忠
実
に
伝
え
て
い
る
も
の
と
認
め
て
よ
い
、
と
い
う
評
価
を
得
て
い
る
。
陽
明

文
庫
本
を
底
本
と
し
て
、
奥
野
高
広
・
岩
沢
愿
彦
に
よ
り
読
み
下
さ
れ
た
、
角
川
文

庫『

信
長
公
記』

を
資
料
と
し
て
使
用
し
、
以
後
は
角
川
文
庫
版
を
陽
明
文
庫
本
と

同
一
と
し
て
扱
う
。
ふ
た
つ
め
は
、
我
自
刊
我
書
本

『

信
長
公
記』

で
あ
る
。
こ
れ

は
、
薩
摩
藩
主
島
津
家
の
一
族
、
町
田
氏
の
出
の
町
田
久
成
の
所
蔵
本｢

信
長
公
記｣

(

首
巻
あ
り
、
寛
永
年
間
以
前
写
か
、
建
勲
神
社
本
系
。
…
伝
本
Ｂ)

を
底
本
と
し
、

底
本
を
可
能
な
限
り
忠
実
に
翻
刻
し
た
と
自
称
す
る
古
活
字
本
で
あ
る
。
千
秋
社
に

よ
る
複
製
本
を
使
用
す
る
。

次
に
池
田
家
文
庫
所
蔵

｢

信
長
記｣

(

首
巻
な
し
、
慶
長
十
五

(

一
六
一
〇)

年

二
月
二
十
三
日
自
筆
奥
書
。
…
伝
本
Ｃ)

で
あ
る
。
こ
れ
は
先
に
も
紹
介
し
た
と
お

り
、
十
二
巻
以
外
は
牛
一
の
自
筆
で
あ
る
。
資
料
と
し
て
、
影
印
本
で
あ
る
福
武
書

店
刊

『

信
長
記』

を
使
用
す
る
。
そ
し
て
阪
本
龍
門
文
庫
所
蔵

｢

信
長
記｣

(

首
巻

な
し
、
寛
永
年
間
頃
写
か
、
池
田
家
本
系
。
…
伝
本
Ｄ)

で
あ
る
。
書
写
奥
書
は
な

い
が
、
川
瀬
一
馬
氏
に
よ
る
と
寛
永
年
間
頃
の
写
し
と
み
ら
れ
る(

)

。
池
田
家
本
に

比
較
的
忠
実
な
写
本
で
あ
る
。
阪
本
龍
門
文
庫
善
本
電
子
画
像
集
を
資
料
と
す
る
。

最
後
に
、
内
閣
文
庫
所
蔵

｢

原
本
信
長
記｣

(

首
巻
な
し
、
寛
延
三

(

一
七
五
〇)

年
写
、
池
田
家
本
系
。
…
伝
本
Ｅ)

で
あ
る
。
元
は
江
戸
城
紅
葉
山
文
庫
蔵
書
で
、

自
筆
の
正
本
を
一
字
違
え
ず
書
写
、
と
の
書
写
奥
書
が
あ
る
。
東
京
大
学
史
料
編
纂

所

『

大
日
本
史
料』

で
は
こ
の

｢

原
本
信
長
記｣

が
牛
一

『

信
長
記』

系
の
資
料
と

し
て
採
用
さ
れ
て
お
り
、『

大
日
本
史
料』

第
十
編
四
を
資
料
と
し
て
比
較
を
行
う
。

た
だ
し
、『

大
日
本
史
料』

第
十
編
は
現
在
も
刊
行
が
続
け
ら
れ
て
お
り
、
姉
川
の

合
戦
の
比
較
に
の
み
し
か
使
用
出
来
な
い(

)

。

以
下
に
、
比
較
部
分
と
そ
れ
に
該
当
す
る
建
勲
神
社
本
系
で
の
見
出
し
、
使
用
す

る
伝
本
に
つ
い
て
ま
と
め
る
。

桶
狭
間
の
合
戦

｢

今
川
義
元
討
死
之
事｣

…
首
巻
部
分

(

伝
本
Ａ
、
Ｂ)

姉
川
の
合
戦｢

あ
ね
川
合
戦
之
事｣

…
三
巻
部
分(

伝
本
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
、
Ｅ)

長
篠
の
合
戦｢

三
州
長
篠
御
合
戦
之
事｣

…
八
巻
部
分(

伝
本
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ)

本
能
寺
の
変

｢

信
長
公
本
能
寺
に
て
御
腹
め
さ
れ
候
事｣

…
十
五
巻
部
分

(

伝
本
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ)

二
、
記
述
の
比
較

①
桶
狭
間
の
合
戦

―

｢

今
川
義
元
討
死
之
事｣

桶
狭
間
の
合
戦
は
、
永
禄
三

(

一
五
六
〇)

年
五
月
十
九
日
、
現
在
の
愛
知
県
田

楽
狭
間
で
起
こ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
駿
河
・
遠
江
・
三
河
の
大
軍
を
率
い
て
、
尾
張
・

三
河
国
境
付
近
に
進
出
し
て
き
た
今
川
義
元
に
対
し
、
信
長
は
小
勢
を
率
い
て
迎
え

撃
ち
、
桶
狭
間
付
近
の
戦
闘
で
義
元
を
討
っ
た
合
戦
で
あ
る
。

桶
狭
間
の
合
戦
は
永
禄
九
年
の
信
長
上
洛
以
前
の
出
来
事
な
の
で｢

首
巻｣

に
記

さ
れ
て
い
る
。｢

首
巻｣

を
有
す
る
伝
本
群
は
、
そ
の
殆
ど
が
建
勲
神
社
本
系
で
あ

る
の
で
、
本
論
に
お
け
る
桶
狭
間
の
合
戦
の
比
較
で
も
建
勲
神
社
本
系
統
に
分
類
さ

れ
る
陽
明
文
庫
本
と
我
自
刊
我
書
本
と
の
比
較
と
な
る
。
本
文
中
の
差
異
を
表
に
し

た
も
の
が
表
１
で
あ
る
。
以
後
、
差
異
の
箇
所
を
示
す
際
は
表
で
の
番
号
で
示
す
。

同
系
統
間
の
比
較
の
た
め
か
、
文
意
を
左
右
す
る
な
ど
の
大
き
な
差
異
は
み
と
め

ら
れ
ず
、｢

候｣

の
有
無
な
ど
の
言
い
回
し
部
分
の
差
異
し
か
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

１
、
６
、
８
番
の｢

候(

そ
う
ろ
う)｣

と｢

候
し(

そ
う
ら
ひ
し)｣

と
い
う
違
い
、

２
、
７
、
９
、
10
番
の｢

候｣

の
有
無
な
ど
で
あ
る
。
ま
た

｢

被｣
｢

御｣

な
ど
が
使
わ
れ

て
い
る
か
否
か
と
い
う
差
異

も
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の

｢

言
い
回
し
の

微
妙
な
差
異｣

は『

信
長
記』

伝
本
間
で
お
び
た
だ
し
く
存

在
し
て
い
る
よ
う
で
、
藤
本

正
行
氏
は
こ
れ
に
つ
い
て
、

｢

牛
一
が
記
憶
の
ま
ま
に
自

由
に
筆
を
走
ら
せ
た
結
果
で
、

牛
一
は
一
言
一
句
違
え
ず
に

同
じ
本
を
作
成
す
る
こ
と
に

こ
だ
わ
ら
な
か
っ
た｣

と
推

表１ 桶狭間の合戦記述比較
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え
、
Ⅲ
類
本

(

建
勲
神
社
本
系)

に
は
Ⅱ
類
本

(

池
田
家
本
系)

の
よ
う
に
牛
一
の

奥
書
や
筆
致
次
第
の
明
記
が
な
い
こ
と
か
ら
、
Ⅲ
類
本

(

建
勲
神
社
本
系)

系
は

〝
公〞

を
意
識
し
て
お
り
、
Ⅲ
類
本

(

建
勲
神
社
本
系)

の
題
が

｢

信
長
公
記｣

な

の
は
、
幕
府

(

家
康)

公
認
の

｢

信
長｣

の

｢

公
記｣

と
い
う
意
味
と
理
解
し
て
も

よ
か
ろ
う
と
述
べ
ら
れ
た(

)

。
そ
し
て

『

信
長
記』

は
、
Ⅰ
類
本
の
稿
本
段
階
か
ら

Ⅱ
類
本

(
池
田
家
本
系)

の
未
決
定
稿
、
そ
し
て
Ⅲ
類
本

(

建
勲
神
社
本
系)

の
決

定
稿
と
整
理
論
述
さ
れ
、
Ⅳ
類
本
は
江
戸
中
期
以
降
に
流
布
し
た
自
筆
原
本
の
校
訂

本
で
あ
る
と
結
論
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

②
並
行
的
な
成
立

以
上
こ
れ
ら
の
池
田
家
本
系
か
ら
建
勲
神
社
本
系
へ
と
い
う
成
立
過
程
に
異
を
唱

え
ら
れ
る
の
が
、
藤
本
正
行
氏
で
あ
る
。
藤
本
氏
は
ま
ず
、
建
勲
神
社
本
に
は
家
康

に
敬
称
が
付
け
ら
れ
て
い
な
い
古
態
を
残
す
部
分
が
あ
る
の
に
対
し
、
池
田
家
文
庫

本
の
方
は
、
他
筆
と
さ
れ
る
十
二
巻
を
除
け
ば
家
康
の
名
す
べ
て
に
敬
称
を
付
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
む
し
ろ
池
田
家
文
庫
本
の
方
が
家
康
に
敬
意
を
払
っ
て
い
る
と
も

い
え
る
、
と
反
論
さ
れ
た(

)

。
ま
た

〝

家
康
へ
の
憚
り〞
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る

｢

信
康
事
件｣

の
記
述
に
つ
い
て
も
、
前
述
し
た
よ
う
に
十
二
巻
は
異
筆
の
補
填
本

で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
古
態
が
残
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
さ
れ
た
。
家
康
へ
の

配
慮
や
憚
り
を
理
由
と
し
て
、
池
田
家
文
庫
本
か
ら
建
勲
神
社
本
へ
成
立
し
た
と
言

う
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
建
勲
神
社
本
で
も
そ
の
殆
ど

は
家
康
に
敬
称
が
付
せ
ら
れ
て
お
り
、
敬
称
の
無
い
部
分
は
た
ま
た
ま

｢
古
態
を
有

す
る
部
分
が
紛
れ
込
ん
で
い
る｣

に
過
ぎ
な
い
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
示

す
の
は
、
敬
称
と
い
う
点
に
お
い
て
建
勲
神
社
本
、
池
田
家
文
庫
本
と
も
首
尾
一
貫

し
た
校
訂
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
だ
、
と
指
摘
さ
れ
た
。

つ
ま
り
一
方
が
未
決
定
稿
で
、
も
う
一
方
が
そ
れ
を
整
え
た
決
定
稿
、
と
い
う
成

立
経
緯
は『

信
長
記』

に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
藤
本
氏
の
説
で
あ
る
。

藤
本
氏
は『

信
長
記』

成
立
に
つ
い
て
、
未
決
定
稿
か
ら
決
定
稿
へ
と
い
う
成
立

で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る

｢

カ
ー
ド
シ
ス
テ
ム｣

に
よ
り
編
纂
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
論

じ
ら
れ
て
い
る
。
干
支
を
付
け
た
記
事
が
一
部
あ
る
こ
と
、
家
康
へ
の
敬
意
に
統
一

が
な
い
こ
と
、
な
ど
を
根
拠
と
し
、
牛
一
は
メ
モ
書
き
を
元
に
、
干
支
を
頼
り
に
時

系
列
に
並
べ

『

信
長
記』

を
執
筆
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
藤
本
氏
は
カ
ー
ド
シ

ス
テ
ム
と
、
牛
一
が
他
人
の
要
望
に
応
じ
て
著
作
に
人
名
を
書
き
加
え
る
な
ど
の
作

業
や
、
書
写
に
供
す
る
為
に
著
作
を
貸
与
し
て
い
た
事
実(

)

を
提
示
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
例
え
ば
そ
の
貸
与
中
に
新
た
に

『

信
長
記』

が
求
め
ら
れ
た
場
合
、
牛

一
は
手
元
に
あ
る
古
態
を
残
す
草
稿
を
写
し
、
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、

伝
本
に
よ
り
特
定
の
記
事
が
あ
る
も
の
と
な
い
も
の
が
あ
っ
た
場
合
、
記
事
の
あ
る

も
の
が
先
に
書
か
れ
た
の
か
、
な
い
も
の
が
先
に
書
か
れ
た
の
か
判
断
が
難
し
く
、

最
晩
年
に
書
か
れ
た
と
み
ら
れ
る
も
の
が
、
形
式
的
に
も
最
も
整
い
、
内
容
的
に
最

も
充
実
し
て
い
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
、
と

『

信
長
記』

成
立
の
過
程
を
探
る
こ
と

の
難
し
さ
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

第
三
章

『

信
長
記』

伝
本
の
記
述
比
較

一
、
比
較
対
象
と
す
る
記
事
と
伝
本

以
上
の

『

信
長
記』

伝
本
の
比
較
や
位
置
づ
け
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
、
実
際
に

比
較
を
行
う
。
こ
れ
ま
で
述
べ
た
こ
と
か
ら
も
導
か
れ
る
こ
と
は
、『

信
長
記』

伝

本
比
較
に
お
い
て
徳
川
家
康
と
い
う
人
物
は
大
き
な
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
て
い
る
こ

と
、
そ
し
て
、
記
事
毎
に
位
置
づ
け
が
異
な
る
場
合
も
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら

に
留
意
し
、
比
較
を
行
っ
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。

本
論
で
は
、
信
長
の
主
要
な
合
戦
、
そ
し
て
最
期
で
あ
る
本
能
寺
の
変
の
記
述
部

分
を
対
象
と
し
て
比
較
を
行
う
。
対
象
と
す
る
部
分
を
以
下
に
ま
と
め
よ
う
。
ま
ず

は
、
信
長
の
名
を
世
に
知
ら
し
め
た
と
い
う
、
桶
狭
間
の
合
戦
で
あ
る
。
対
今
川
義

元
軍
の
合
戦
で
永
禄
三

(

一
五
六
〇)

年
五
月
の
出
来
事
で
あ
り
、『

信
長
記』

に

お
い
て
は

｢

首
巻｣

に
て
記
述
さ
れ
て
い
る

(｢

今
川
義
元
討
死
之
事｣)

。
続
い
て

元
亀
元

(

一
五
七
〇)

年
六
月
に
行
わ
れ
た
、
姉
川
の
合
戦
で
あ
る
。
織
田
・
徳
川

連
合
軍
対
浅
井
・
朝
倉
軍
の
合
戦
で
、『

信
長
記』

三
巻
に
記
述
さ
れ
て
い
る

(｢

あ

ね
川
合
戦
之
事｣)

。
そ
し
て
、
天
正
三

(

一
五
七
五)

年
五
月
の
長
篠
の
合
戦
で
あ

る
。
織
田
・
徳
川
連
合
軍
対
武
田
勝
頼
軍
の
合
戦
で
、『

信
長
記』

八
巻
に
記
述
さ

れ
て
い
る

(｢

三
州
長
篠
御
合
戦
之
事｣)

。
最
後
に
、
信
長
が
命
を
落
と
し
た
本
能

寺
の
変
で
あ
る
。
家
臣
・
明
智
光
秀
の
謀
反
と
い
わ
れ
、
天
正
十

(

一
五
八
二)

年

六
月
二
日
の
出
来
事
で
あ
っ
た
。『

信
長
記』

最
終
巻
、
十
五
巻
に
て
描
か
れ
て
い

る(｢

信
長
公
本
能
寺
に
て
御
腹
め
さ
れ
候
事｣)

。

こ
れ
ら
の
記
述
を
比
較
す
る
上
で
、
使
用
す
る
伝
本
は
以
下
で
あ
る
。
ま
ず
、
陽
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明
文
庫
所
蔵

｢

信
長
公
記｣

(

首
巻
あ
り
、
元
禄
十
二

(

一
六
九
九)

年
写
、
建
勲

神
社
本
系
。
…
伝
本
Ａ)

。
陽
明
文
庫
本
は
近
衛
家
に
伝
来
し
、
底
本
の
形
状
を
比

較
的
忠
実
に
伝
え
て
い
る
も
の
と
認
め
て
よ
い
、
と
い
う
評
価
を
得
て
い
る
。
陽
明

文
庫
本
を
底
本
と
し
て
、
奥
野
高
広
・
岩
沢
愿
彦
に
よ
り
読
み
下
さ
れ
た
、
角
川
文

庫『

信
長
公
記』

を
資
料
と
し
て
使
用
し
、
以
後
は
角
川
文
庫
版
を
陽
明
文
庫
本
と

同
一
と
し
て
扱
う
。
ふ
た
つ
め
は
、
我
自
刊
我
書
本

『

信
長
公
記』

で
あ
る
。
こ
れ

は
、
薩
摩
藩
主
島
津
家
の
一
族
、
町
田
氏
の
出
の
町
田
久
成
の
所
蔵
本｢

信
長
公
記｣

(

首
巻
あ
り
、
寛
永
年
間
以
前
写
か
、
建
勲
神
社
本
系
。
…
伝
本
Ｂ)

を
底
本
と
し
、

底
本
を
可
能
な
限
り
忠
実
に
翻
刻
し
た
と
自
称
す
る
古
活
字
本
で
あ
る
。
千
秋
社
に

よ
る
複
製
本
を
使
用
す
る
。

次
に
池
田
家
文
庫
所
蔵

｢

信
長
記｣

(

首
巻
な
し
、
慶
長
十
五

(

一
六
一
〇)

年

二
月
二
十
三
日
自
筆
奥
書
。
…
伝
本
Ｃ)
で
あ
る
。
こ
れ
は
先
に
も
紹
介
し
た
と
お

り
、
十
二
巻
以
外
は
牛
一
の
自
筆
で
あ
る
。
資
料
と
し
て
、
影
印
本
で
あ
る
福
武
書

店
刊

『

信
長
記』

を
使
用
す
る
。
そ
し
て
阪
本
龍
門
文
庫
所
蔵

｢

信
長
記｣

(

首
巻

な
し
、
寛
永
年
間
頃
写
か
、
池
田
家
本
系
。
…
伝
本
Ｄ)

で
あ
る
。
書
写
奥
書
は
な

い
が
、
川
瀬
一
馬
氏
に
よ
る
と
寛
永
年
間
頃
の
写
し
と
み
ら
れ
る(

)

。
池
田
家
本
に

比
較
的
忠
実
な
写
本
で
あ
る
。
阪
本
龍
門
文
庫
善
本
電
子
画
像
集
を
資
料
と
す
る
。

最
後
に
、
内
閣
文
庫
所
蔵

｢

原
本
信
長
記｣
(

首
巻
な
し
、
寛
延
三

(

一
七
五
〇)

年
写
、
池
田
家
本
系
。
…
伝
本
Ｅ)

で
あ
る
。
元
は
江
戸
城
紅
葉
山
文
庫
蔵
書
で
、

自
筆
の
正
本
を
一
字
違
え
ず
書
写
、
と
の
書
写
奥
書
が
あ
る
。
東
京
大
学
史
料
編
纂

所

『

大
日
本
史
料』

で
は
こ
の

｢

原
本
信
長
記｣

が
牛
一

『

信
長
記』

系
の
資
料
と

し
て
採
用
さ
れ
て
お
り
、『

大
日
本
史
料』

第
十
編
四
を
資
料
と
し
て
比
較
を
行
う
。

た
だ
し
、『

大
日
本
史
料』

第
十
編
は
現
在
も
刊
行
が
続
け
ら
れ
て
お
り
、
姉
川
の

合
戦
の
比
較
に
の
み
し
か
使
用
出
来
な
い(

)

。

以
下
に
、
比
較
部
分
と
そ
れ
に
該
当
す
る
建
勲
神
社
本
系
で
の
見
出
し
、
使
用
す

る
伝
本
に
つ
い
て
ま
と
め
る
。

桶
狭
間
の
合
戦

｢

今
川
義
元
討
死
之
事｣

…
首
巻
部
分

(

伝
本
Ａ
、
Ｂ)

姉
川
の
合
戦｢

あ
ね
川
合
戦
之
事｣

…
三
巻
部
分(

伝
本
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
、
Ｅ)

長
篠
の
合
戦｢

三
州
長
篠
御
合
戦
之
事｣

…
八
巻
部
分(

伝
本
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ)

本
能
寺
の
変

｢

信
長
公
本
能
寺
に
て
御
腹
め
さ
れ
候
事｣

…
十
五
巻
部
分

(

伝
本
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ)

二
、
記
述
の
比
較

①
桶
狭
間
の
合
戦

―

｢

今
川
義
元
討
死
之
事｣

桶
狭
間
の
合
戦
は
、
永
禄
三

(

一
五
六
〇)

年
五
月
十
九
日
、
現
在
の
愛
知
県
田

楽
狭
間
で
起
こ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
駿
河
・
遠
江
・
三
河
の
大
軍
を
率
い
て
、
尾
張
・

三
河
国
境
付
近
に
進
出
し
て
き
た
今
川
義
元
に
対
し
、
信
長
は
小
勢
を
率
い
て
迎
え

撃
ち
、
桶
狭
間
付
近
の
戦
闘
で
義
元
を
討
っ
た
合
戦
で
あ
る
。

桶
狭
間
の
合
戦
は
永
禄
九
年
の
信
長
上
洛
以
前
の
出
来
事
な
の
で｢

首
巻｣

に
記

さ
れ
て
い
る
。｢

首
巻｣

を
有
す
る
伝
本
群
は
、
そ
の
殆
ど
が
建
勲
神
社
本
系
で
あ

る
の
で
、
本
論
に
お
け
る
桶
狭
間
の
合
戦
の
比
較
で
も
建
勲
神
社
本
系
統
に
分
類
さ

れ
る
陽
明
文
庫
本
と
我
自
刊
我
書
本
と
の
比
較
と
な
る
。
本
文
中
の
差
異
を
表
に
し

た
も
の
が
表
１
で
あ
る
。
以
後
、
差
異
の
箇
所
を
示
す
際
は
表
で
の
番
号
で
示
す
。

同
系
統
間
の
比
較
の
た
め
か
、
文
意
を
左
右
す
る
な
ど
の
大
き
な
差
異
は
み
と
め

ら
れ
ず
、｢

候｣

の
有
無
な
ど
の
言
い
回
し
部
分
の
差
異
し
か
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

１
、
６
、
８
番
の｢

候(

そ
う
ろ
う)｣

と｢

候
し(

そ
う
ら
ひ
し)｣

と
い
う
違
い
、

２
、
７
、
９
、
10
番
の｢

候｣

の
有
無
な
ど
で
あ
る
。
ま
た

｢

被｣
｢

御｣

な
ど
が
使
わ
れ

て
い
る
か
否
か
と
い
う
差
異

も
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の

｢

言
い
回
し
の

微
妙
な
差
異｣

は『

信
長
記』

伝
本
間
で
お
び
た
だ
し
く
存

在
し
て
い
る
よ
う
で
、
藤
本

正
行
氏
は
こ
れ
に
つ
い
て
、

｢

牛
一
が
記
憶
の
ま
ま
に
自

由
に
筆
を
走
ら
せ
た
結
果
で
、

牛
一
は
一
言
一
句
違
え
ず
に

同
じ
本
を
作
成
す
る
こ
と
に

こ
だ
わ
ら
な
か
っ
た｣
と
推

表１ 桶狭間の合戦記述比較

－24－

え
、
Ⅲ
類
本

(

建
勲
神
社
本
系)

に
は
Ⅱ
類
本

(

池
田
家
本
系)

の
よ
う
に
牛
一
の

奥
書
や
筆
致
次
第
の
明
記
が
な
い
こ
と
か
ら
、
Ⅲ
類
本

(

建
勲
神
社
本
系)

系
は

〝

公〞

を
意
識
し
て
お
り
、
Ⅲ
類
本

(

建
勲
神
社
本
系)

の
題
が

｢

信
長
公
記｣

な

の
は
、
幕
府

(

家
康)

公
認
の

｢

信
長｣

の

｢

公
記｣

と
い
う
意
味
と
理
解
し
て
も

よ
か
ろ
う
と
述
べ
ら
れ
た(

)

。
そ
し
て

『

信
長
記』

は
、
Ⅰ
類
本
の
稿
本
段
階
か
ら

Ⅱ
類
本

(

池
田
家
本
系)

の
未
決
定
稿
、
そ
し
て
Ⅲ
類
本

(

建
勲
神
社
本
系)

の
決

定
稿
と
整
理
論
述
さ
れ
、
Ⅳ
類
本
は
江
戸
中
期
以
降
に
流
布
し
た
自
筆
原
本
の
校
訂

本
で
あ
る
と
結
論
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

②
並
行
的
な
成
立

以
上
こ
れ
ら
の
池
田
家
本
系
か
ら
建
勲
神
社
本
系
へ
と
い
う
成
立
過
程
に
異
を
唱

え
ら
れ
る
の
が
、
藤
本
正
行
氏
で
あ
る
。
藤
本
氏
は
ま
ず
、
建
勲
神
社
本
に
は
家
康

に
敬
称
が
付
け
ら
れ
て
い
な
い
古
態
を
残
す
部
分
が
あ
る
の
に
対
し
、
池
田
家
文
庫

本
の
方
は
、
他
筆
と
さ
れ
る
十
二
巻
を
除
け
ば
家
康
の
名
す
べ
て
に
敬
称
を
付
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
む
し
ろ
池
田
家
文
庫
本
の
方
が
家
康
に
敬
意
を
払
っ
て
い
る
と
も

い
え
る
、
と
反
論
さ
れ
た(

)

。
ま
た

〝

家
康
へ
の
憚
り〞

と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る

｢

信
康
事
件｣

の
記
述
に
つ
い
て
も
、
前
述
し
た
よ
う
に
十
二
巻
は
異
筆
の
補
填
本

で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
古
態
が
残
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
さ
れ
た
。
家
康
へ
の

配
慮
や
憚
り
を
理
由
と
し
て
、
池
田
家
文
庫
本
か
ら
建
勲
神
社
本
へ
成
立
し
た
と
言

う
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
建
勲
神
社
本
で
も
そ
の
殆
ど

は
家
康
に
敬
称
が
付
せ
ら
れ
て
お
り
、
敬
称
の
無
い
部
分
は
た
ま
た
ま

｢

古
態
を
有

す
る
部
分
が
紛
れ
込
ん
で
い
る｣

に
過
ぎ
な
い
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
示

す
の
は
、
敬
称
と
い
う
点
に
お
い
て
建
勲
神
社
本
、
池
田
家
文
庫
本
と
も
首
尾
一
貫

し
た
校
訂
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
だ
、
と
指
摘
さ
れ
た
。

つ
ま
り
一
方
が
未
決
定
稿
で
、
も
う
一
方
が
そ
れ
を
整
え
た
決
定
稿
、
と
い
う
成

立
経
緯
は『

信
長
記』

に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
藤
本
氏
の
説
で
あ
る
。

藤
本
氏
は『

信
長
記』

成
立
に
つ
い
て
、
未
決
定
稿
か
ら
決
定
稿
へ
と
い
う
成
立

で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る

｢

カ
ー
ド
シ
ス
テ
ム｣

に
よ
り
編
纂
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
論

じ
ら
れ
て
い
る
。
干
支
を
付
け
た
記
事
が
一
部
あ
る
こ
と
、
家
康
へ
の
敬
意
に
統
一

が
な
い
こ
と
、
な
ど
を
根
拠
と
し
、
牛
一
は
メ
モ
書
き
を
元
に
、
干
支
を
頼
り
に
時

系
列
に
並
べ

『

信
長
記』

を
執
筆
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
藤
本
氏
は
カ
ー
ド
シ

ス
テ
ム
と
、
牛
一
が
他
人
の
要
望
に
応
じ
て
著
作
に
人
名
を
書
き
加
え
る
な
ど
の
作

業
や
、
書
写
に
供
す
る
為
に
著
作
を
貸
与
し
て
い
た
事
実(

)

を
提
示
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
例
え
ば
そ
の
貸
与
中
に
新
た
に

『

信
長
記』

が
求
め
ら
れ
た
場
合
、
牛

一
は
手
元
に
あ
る
古
態
を
残
す
草
稿
を
写
し
、
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、

伝
本
に
よ
り
特
定
の
記
事
が
あ
る
も
の
と
な
い
も
の
が
あ
っ
た
場
合
、
記
事
の
あ
る

も
の
が
先
に
書
か
れ
た
の
か
、
な
い
も
の
が
先
に
書
か
れ
た
の
か
判
断
が
難
し
く
、

最
晩
年
に
書
か
れ
た
と
み
ら
れ
る
も
の
が
、
形
式
的
に
も
最
も
整
い
、
内
容
的
に
最

も
充
実
し
て
い
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
、
と

『

信
長
記』

成
立
の
過
程
を
探
る
こ
と

の
難
し
さ
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

第
三
章

『

信
長
記』

伝
本
の
記
述
比
較

一
、
比
較
対
象
と
す
る
記
事
と
伝
本

以
上
の

『

信
長
記』

伝
本
の
比
較
や
位
置
づ
け
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
、
実
際
に

比
較
を
行
う
。
こ
れ
ま
で
述
べ
た
こ
と
か
ら
も
導
か
れ
る
こ
と
は
、『

信
長
記』

伝

本
比
較
に
お
い
て
徳
川
家
康
と
い
う
人
物
は
大
き
な
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
て
い
る
こ

と
、
そ
し
て
、
記
事
毎
に
位
置
づ
け
が
異
な
る
場
合
も
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら

に
留
意
し
、
比
較
を
行
っ
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。

本
論
で
は
、
信
長
の
主
要
な
合
戦
、
そ
し
て
最
期
で
あ
る
本
能
寺
の
変
の
記
述
部

分
を
対
象
と
し
て
比
較
を
行
う
。
対
象
と
す
る
部
分
を
以
下
に
ま
と
め
よ
う
。
ま
ず

は
、
信
長
の
名
を
世
に
知
ら
し
め
た
と
い
う
、
桶
狭
間
の
合
戦
で
あ
る
。
対
今
川
義

元
軍
の
合
戦
で
永
禄
三

(

一
五
六
〇)

年
五
月
の
出
来
事
で
あ
り
、『

信
長
記』

に

お
い
て
は

｢

首
巻｣

に
て
記
述
さ
れ
て
い
る

(｢

今
川
義
元
討
死
之
事｣)

。
続
い
て

元
亀
元

(

一
五
七
〇)

年
六
月
に
行
わ
れ
た
、
姉
川
の
合
戦
で
あ
る
。
織
田
・
徳
川

連
合
軍
対
浅
井
・
朝
倉
軍
の
合
戦
で
、『

信
長
記』

三
巻
に
記
述
さ
れ
て
い
る

(｢

あ

ね
川
合
戦
之
事｣)

。
そ
し
て
、
天
正
三

(

一
五
七
五)

年
五
月
の
長
篠
の
合
戦
で
あ

る
。
織
田
・
徳
川
連
合
軍
対
武
田
勝
頼
軍
の
合
戦
で
、『

信
長
記』

八
巻
に
記
述
さ

れ
て
い
る

(｢

三
州
長
篠
御
合
戦
之
事｣)

。
最
後
に
、
信
長
が
命
を
落
と
し
た
本
能

寺
の
変
で
あ
る
。
家
臣
・
明
智
光
秀
の
謀
反
と
い
わ
れ
、
天
正
十

(

一
五
八
二)

年

六
月
二
日
の
出
来
事
で
あ
っ
た
。『

信
長
記』

最
終
巻
、
十
五
巻
に
て
描
か
れ
て
い

る(｢

信
長
公
本
能
寺
に
て
御
腹
め
さ
れ
候
事｣)

。

こ
れ
ら
の
記
述
を
比
較
す
る
上
で
、
使
用
す
る
伝
本
は
以
下
で
あ
る
。
ま
ず
、
陽
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合
軍
が
浅
井
・
朝
倉
連
合
軍
を
撃
破
し
た
の
が
、
姉
川
の
合
戦
で
あ
る
。
姉
川
の
合

戦
は
三
巻
部
分
に
記
述
が
あ
り
、
首
巻
の
有
無
に
関
係
な
く
諸
伝
本
間
に
て
比
較
が

出
来
た
。｢

あ
ね
川
合
戦
之
事｣

で
確
認
さ
れ
た
差
異
は
、
記
述
の
追
加
・
削
除
、

当
て
字
、
言
い
回
し
、
そ
し
て
信
長
と
家
康
の
敬
称
に
大
別
さ
れ
よ
う
。
当
て
字
や

言
い
回
し
に
関
し
て
は
、｢

①
桶
狭
間
の
合
戦｣

で
も
述
べ
た
通
り
、
数
多
く
存
在

す
る
差
異
の
よ
う
で
あ
り
、
重
要
性
は
低
い
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
記
述
の
追
加
・

削
除
、
信
長
と
家
康
の
敬
称
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
違
い
が
あ
る
。
差
異
は
表
２
に

ま
と
め
た
。

ま
ず
、
記
述
の
追
加
・
削
除
で
あ
る
。
１
、
２
番
は
、
小
谷
城
攻
撃
の
の
ち
、
兵

を
退
く
際
の
殿
部
隊
に
つ
い
て
の
部
分
で
あ
る
。
建
勲
神
社
本
系
は

｢

殿
に
諸
手
之

鉄
砲
五
百
挺

御
弓
の
衆
三
十
計
被
相
加｣

と
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
池
田
家
本

系
で
は

｢

五
百｣

｢

三
十｣

と
い
う
数
が
記
述
さ
れ
て
い
な
い
。
９
番
は
殿
部
隊
の

活
躍
を
記
述
し
た
部
分
で
の
一
文
で
あ
る
。
こ
の
一
文
の
後
に
は
、
建
勲
神
社
本
系
・

池
田
家
本
系
と
も｢

為
御
弓
之
衆
相
支
無
異
儀
罷
退｣

と
い
う
弓
衆
の
活
躍
の
一
文

が
続
く
の
だ
が
、
鉄
砲
に
関
す
る
９
番
の
一
文
の
み
建
勲
神
社
本
系
で
は
記
述
さ
れ

て
い
な
い
。

12
番
は
、
池
田
家
に
の
み
、
こ
の
12
番
の
一
文
が
加
わ
っ
て
い
る
。
前
文
を
含
め

引
用
す
る
と
、

｢

信
長
公
龍
ヶ
鼻
に
御
陣
取
徳
川
家
康
卿
も
御
出
張
候
て
同
龍
ヶ
鼻
ニ
御
陣

取
諸
手
之
勢
衆
横
山
近
々
と
取
寄
被
攻
候｣

と
な
る
。
文
中
の

｢

横
山｣

と
は
敵
方
の
城
で
あ
る
。｢

横
山
近
々
と
取
寄｣

な
ど
、

池
田
家
本
系
に
の
み
存
在
す
る
こ
の
一
文
は
、
戦
の
迫
真
性
が
読
み
取
れ
る
も
の
と

な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

21
、
26
番
は
、
討
取
っ
た
首
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
建
勲
神
社
本
系

に
は
注
記
と
し
て

｢

此
頸
青
木
所
右
衛
門
是
を
と
る｣

、｢

此
頸
竹
中
久
作
是
ヲ
討
と

る

兼
ね
て
此
首
を
可
取
と
高
言
ア
リ｣

と
、
討
取
っ
た
人
物
に
つ
い
て
書
き
加
え

ら
れ
て
お
り
、
合
戦
の
記
録
を
意
識
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
よ
う
。

池
田
家
本
系
で
も
、
池
田
家
文
庫
本
で
は
付
箋
に
て

｢

首
、
青
木
民
部
取
候
、
若

き
時
之
名
可
有
之｣

と
あ
り
、
原
本
信
長
記
に
も
こ
の
一
文
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
付
箋
は
牛
一
と
は
他
筆
で
あ
る
。
さ
ら
に
池
田
家
文
庫
本
の
早
期
の
写

本
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
阪
本
龍
門
文
庫
本
に
は
写
さ
れ
て
お
ら
ず
、
さ
ら
に
時
代
が

下
っ
て
か
ら
の
写
本
で
あ
る
原
本
信
長
記
に
は
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
の
ち
に

加
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
人
名
の
当
て
字
に
つ
い
て
。
３
、
６
、
22
、
23
、
25
、
29
番
は
、
建
勲
神

社
本
系
と
池
田
家
本
系
で
、
名
前
の
当
て
字
が
異
な
っ
て
い
る
。
読
み
は
そ
れ
ぞ
れ
、

３
、
６
番

｢

く
ら
の
す
け｣

、
22
番

｢

は
し
ゅ
う
け
ん

(

は
し
う
け
ん)｣

、
23
番

｢

り
ゅ
う
も
ん
じ｣

、
25
番

｢

か
も
ん
の
す
け｣

、
29
番

｢

さ
ま
の
す
け｣
で
あ
ろ
う
。

つ
ぎ
に
、
言
い
回
し
に
つ
い
て
で
あ
る
。
や
は
り
十
二
か
所
と
一
番
多
く
な
っ
て
い

る
。
20
番
も
建
勲
神
社
本
系
、
池
田
家
本
系
と
も
意
味
す
る
こ
と
は
同
じ
だ
が
、
池

田
家
本
系
に
の
み
見
ら
れ
る

｢

信
長
之
御
手
前
へ｣

と
い
う
一
文
が
臨
場
感
を
醸
し

出
し
て
お
り
、
他
の
言
い
回
し
の
差
異
と
は
少
し
性
質
の
異
な
る
も
の
に
感
じ
よ
う
。

最
後
に
敬
称
に
つ
い
て
、
11
、
16
、
34
番
が
そ
れ
で
あ
る
。
建
勲
神
社
本
系
で
は
信

長
は

｢

信
長
公｣

、
家
康
は

｢

家
康
公｣

で
あ
る
の
に
対
し
、
池
田
家
本
系
で
は
信

長
は

｢

信
長｣

、
家
康
は

｢

家
康
卿｣

も
し
く
は

｢

徳
川
家
康
卿｣

と
な
っ
て
い
る
。

〝

卿〞

と
い
う
敬
称
は
原
則
的
に
従
三
位
も
し
く
は
参
議
以
上
に
付
す
敬
称
で
、〝

公

〞

よ
り
格
上
の
敬
称
で
あ
る
。『

信
長
記』

全
体
で
も
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い

〝

卿〞

と
い
う
特
別
高
い
敬
称
を
家
康
に
用
い
て
い
る
こ
と
は
ポ
イ
ン
ト
と
な
ろ
う
。

③
長
篠
の
合
戦

―

｢

三
州
長
篠
御
合
戦
之
事｣

長
篠
の
合
戦
は
織
田
・
徳
川
連
合
軍
と
武
田
勝
頼
軍
の
合
戦
で
、
武
田
軍
が
敗
北

し
た
戦
で
あ
る
。
天
正
三

(

一
五
七
五)

年
五
月
二
十
一
日
の
出
来
事
で
あ
る
。
こ

れ
以
後
、
武
田
氏
は
負
け
戦
を
重
ね
凋
落
し
て
ゆ
き
、
の
ち
に
信
長
に
よ
り
滅
ぼ
さ

れ
る
。
長
篠
の
合
戦
は
八
巻
部
分
に
記
述
が
あ
る
。

｢

三
州
長
篠
御
合
戦
之
事｣

で
確
認
さ
れ
た
差
異
は
、｢

あ
ね
川
合
戦
之
事｣

に
見

受
け
ら
れ
た
、
記
述
の
追
加
・
削
除
、
人
名
な
ど
の
当
て
字
、
言
い
回
し
、
信
長
と

家
康
の
敬
称
に
加
え
、
人
名
の
配
列
順
が
確
認
で
き
た
。(

表
３)

記
述
の
追
加
・
削
除
は
六
か
所
見
受
け
ら
れ
、
中
で
も
11
番
は
、

｢

近
々
と
円
通
寺
山
陣
取
長
篠
を
見
下
し
金
ほ
り
を
入
既
二
之
丸
へ
ほ
り
入

候
を
引
退
塀
を
付
直
し
被
相
拘
五
日
十
日
之
内
ニ
ハ
可
為
落
居
様
躰
難

儀
之
仕
合
也｣

と
い
う
ひ
と
つ
の
話
の
追
加
も
し
く
は
削
除
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
、
敵

方
・
武
田
側
に
よ
る
長
篠
城
攻
め
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。｢

金
ほ

－26－

測
さ
れ
て
い
る
。
陽
明

文
庫
本
、
我
自
刊
我
書

本
と
も
活
字
化
さ
れ
た

も
の
を
資
料
と
し
て
お

り
、
原
本
未
確
認
の
た

め
本
論
で
は
憶
測
と
な

る
が
、｢

一
言
一
句
違

え
ず｣

と
い
う
こ
と
に

こ
だ
わ
り
が
な
か
っ
た

た
め
、
行
配
り
に
よ
り

｢

候｣

な
ど
の
文
字
を

足
し
た
り
省
い
た
り
し

た
の
で
あ
ろ
う
。
明
確

に
言
葉
が
異
な
っ
た
の

は
、
11
、
12
番
の
み
で

あ
る
。

『

信
長
記』

諸
伝
本

で
の
比
較
に
お
い
て
、

記
述
内
容
に
重
き
を
置

い
た
場
合
、
同
系
統
で

あ
る
陽
明
文
庫
本
と
我

自
刊
我
書
本
で
は
差
異

は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い

こ
と
が
分
か
っ
た
。

②
姉
川
の
合
戦

―

｢

あ
ね
川
合
戦
之
事｣

元
亀
元(

一
五
七
〇)

年
六
月
二
十
八
日
、
現

在
の
滋
賀
県
姉
川
河
原

に
て
、
織
田
・
徳
川
連

表２ 姉川の合戦記述比較

－25－



太田牛一著 『信長記』 諸本の比較研究

合
軍
が
浅
井
・
朝
倉
連
合
軍
を
撃
破
し
た
の
が
、
姉
川
の
合
戦
で
あ
る
。
姉
川
の
合

戦
は
三
巻
部
分
に
記
述
が
あ
り
、
首
巻
の
有
無
に
関
係
な
く
諸
伝
本
間
に
て
比
較
が

出
来
た
。｢

あ
ね
川
合
戦
之
事｣

で
確
認
さ
れ
た
差
異
は
、
記
述
の
追
加
・
削
除
、

当
て
字
、
言
い
回
し
、
そ
し
て
信
長
と
家
康
の
敬
称
に
大
別
さ
れ
よ
う
。
当
て
字
や

言
い
回
し
に
関
し
て
は
、｢

①
桶
狭
間
の
合
戦｣

で
も
述
べ
た
通
り
、
数
多
く
存
在

す
る
差
異
の
よ
う
で
あ
り
、
重
要
性
は
低
い
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
記
述
の
追
加
・

削
除
、
信
長
と
家
康
の
敬
称
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
違
い
が
あ
る
。
差
異
は
表
２
に

ま
と
め
た
。

ま
ず
、
記
述
の
追
加
・
削
除
で
あ
る
。
１
、
２
番
は
、
小
谷
城
攻
撃
の
の
ち
、
兵

を
退
く
際
の
殿
部
隊
に
つ
い
て
の
部
分
で
あ
る
。
建
勲
神
社
本
系
は

｢

殿
に
諸
手
之

鉄
砲
五
百
挺

御
弓
の
衆
三
十
計
被
相
加｣

と
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
池
田
家
本

系
で
は

｢

五
百｣

｢

三
十｣

と
い
う
数
が
記
述
さ
れ
て
い
な
い
。
９
番
は
殿
部
隊
の

活
躍
を
記
述
し
た
部
分
で
の
一
文
で
あ
る
。
こ
の
一
文
の
後
に
は
、
建
勲
神
社
本
系
・

池
田
家
本
系
と
も｢

為
御
弓
之
衆
相
支
無
異
儀
罷
退｣

と
い
う
弓
衆
の
活
躍
の
一
文

が
続
く
の
だ
が
、
鉄
砲
に
関
す
る
９
番
の
一
文
の
み
建
勲
神
社
本
系
で
は
記
述
さ
れ

て
い
な
い
。

12
番
は
、
池
田
家
に
の
み
、
こ
の
12
番
の
一
文
が
加
わ
っ
て
い
る
。
前
文
を
含
め

引
用
す
る
と
、

｢

信
長
公
龍
ヶ
鼻
に
御
陣
取
徳
川
家
康
卿
も
御
出
張
候
て
同
龍
ヶ
鼻
ニ
御
陣

取
諸
手
之
勢
衆
横
山
近
々
と
取
寄
被
攻
候｣

と
な
る
。
文
中
の

｢

横
山｣

と
は
敵
方
の
城
で
あ
る
。｢

横
山
近
々
と
取
寄｣
な
ど
、

池
田
家
本
系
に
の
み
存
在
す
る
こ
の
一
文
は
、
戦
の
迫
真
性
が
読
み
取
れ
る
も
の
と

な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

21
、
26
番
は
、
討
取
っ
た
首
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
建
勲
神
社
本
系

に
は
注
記
と
し
て

｢

此
頸
青
木
所
右
衛
門
是
を
と
る｣

、｢

此
頸
竹
中
久
作
是
ヲ
討
と

る

兼
ね
て
此
首
を
可
取
と
高
言
ア
リ｣

と
、
討
取
っ
た
人
物
に
つ
い
て
書
き
加
え

ら
れ
て
お
り
、
合
戦
の
記
録
を
意
識
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
よ
う
。

池
田
家
本
系
で
も
、
池
田
家
文
庫
本
で
は
付
箋
に
て

｢

首
、
青
木
民
部
取
候
、
若

き
時
之
名
可
有
之｣

と
あ
り
、
原
本
信
長
記
に
も
こ
の
一
文
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
付
箋
は
牛
一
と
は
他
筆
で
あ
る
。
さ
ら
に
池
田
家
文
庫
本
の
早
期
の
写

本
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
阪
本
龍
門
文
庫
本
に
は
写
さ
れ
て
お
ら
ず
、
さ
ら
に
時
代
が

下
っ
て
か
ら
の
写
本
で
あ
る
原
本
信
長
記
に
は
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
の
ち
に

加
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
人
名
の
当
て
字
に
つ
い
て
。
３
、
６
、
22
、
23
、
25
、
29
番
は
、
建
勲
神

社
本
系
と
池
田
家
本
系
で
、
名
前
の
当
て
字
が
異
な
っ
て
い
る
。
読
み
は
そ
れ
ぞ
れ
、

３
、
６
番

｢

く
ら
の
す
け｣

、
22
番

｢

は
し
ゅ
う
け
ん

(

は
し
う
け
ん)｣

、
23
番

｢

り
ゅ
う
も
ん
じ｣

、
25
番

｢

か
も
ん
の
す
け｣

、
29
番

｢

さ
ま
の
す
け｣

で
あ
ろ
う
。

つ
ぎ
に
、
言
い
回
し
に
つ
い
て
で
あ
る
。
や
は
り
十
二
か
所
と
一
番
多
く
な
っ
て
い

る
。
20
番
も
建
勲
神
社
本
系
、
池
田
家
本
系
と
も
意
味
す
る
こ
と
は
同
じ
だ
が
、
池

田
家
本
系
に
の
み
見
ら
れ
る

｢

信
長
之
御
手
前
へ｣

と
い
う
一
文
が
臨
場
感
を
醸
し

出
し
て
お
り
、
他
の
言
い
回
し
の
差
異
と
は
少
し
性
質
の
異
な
る
も
の
に
感
じ
よ
う
。

最
後
に
敬
称
に
つ
い
て
、
11
、
16
、
34
番
が
そ
れ
で
あ
る
。
建
勲
神
社
本
系
で
は
信

長
は

｢

信
長
公｣

、
家
康
は

｢

家
康
公｣

で
あ
る
の
に
対
し
、
池
田
家
本
系
で
は
信

長
は

｢

信
長｣

、
家
康
は

｢

家
康
卿｣

も
し
く
は

｢

徳
川
家
康
卿｣

と
な
っ
て
い
る
。

〝

卿〞

と
い
う
敬
称
は
原
則
的
に
従
三
位
も
し
く
は
参
議
以
上
に
付
す
敬
称
で
、〝

公

〞

よ
り
格
上
の
敬
称
で
あ
る
。『

信
長
記』

全
体
で
も
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い

〝

卿〞

と
い
う
特
別
高
い
敬
称
を
家
康
に
用
い
て
い
る
こ
と
は
ポ
イ
ン
ト
と
な
ろ
う
。

③
長
篠
の
合
戦

―

｢

三
州
長
篠
御
合
戦
之
事｣

長
篠
の
合
戦
は
織
田
・
徳
川
連
合
軍
と
武
田
勝
頼
軍
の
合
戦
で
、
武
田
軍
が
敗
北

し
た
戦
で
あ
る
。
天
正
三

(

一
五
七
五)

年
五
月
二
十
一
日
の
出
来
事
で
あ
る
。
こ

れ
以
後
、
武
田
氏
は
負
け
戦
を
重
ね
凋
落
し
て
ゆ
き
、
の
ち
に
信
長
に
よ
り
滅
ぼ
さ

れ
る
。
長
篠
の
合
戦
は
八
巻
部
分
に
記
述
が
あ
る
。

｢

三
州
長
篠
御
合
戦
之
事｣

で
確
認
さ
れ
た
差
異
は
、｢

あ
ね
川
合
戦
之
事｣

に
見

受
け
ら
れ
た
、
記
述
の
追
加
・
削
除
、
人
名
な
ど
の
当
て
字
、
言
い
回
し
、
信
長
と

家
康
の
敬
称
に
加
え
、
人
名
の
配
列
順
が
確
認
で
き
た
。(

表
３)

記
述
の
追
加
・
削
除
は
六
か
所
見
受
け
ら
れ
、
中
で
も
11
番
は
、

｢
近
々
と
円
通
寺
山
陣
取
長
篠
を
見
下
し
金
ほ
り
を
入
既
二
之
丸
へ
ほ
り
入

候
を
引
退
塀
を
付
直
し
被
相
拘
五
日
十
日
之
内
ニ
ハ
可
為
落
居
様
躰
難

儀
之
仕
合
也｣

と
い
う
ひ
と
つ
の
話
の
追
加
も
し
く
は
削
除
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
、
敵

方
・
武
田
側
に
よ
る
長
篠
城
攻
め
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。｢

金
ほ

－26－

測
さ
れ
て
い
る
。
陽
明

文
庫
本
、
我
自
刊
我
書

本
と
も
活
字
化
さ
れ
た

も
の
を
資
料
と
し
て
お

り
、
原
本
未
確
認
の
た

め
本
論
で
は
憶
測
と
な

る
が
、｢

一
言
一
句
違

え
ず｣

と
い
う
こ
と
に

こ
だ
わ
り
が
な
か
っ
た

た
め
、
行
配
り
に
よ
り

｢

候｣

な
ど
の
文
字
を

足
し
た
り
省
い
た
り
し

た
の
で
あ
ろ
う
。
明
確

に
言
葉
が
異
な
っ
た
の

は
、
11
、
12
番
の
み
で

あ
る
。

『

信
長
記』

諸
伝
本

で
の
比
較
に
お
い
て
、

記
述
内
容
に
重
き
を
置

い
た
場
合
、
同
系
統
で

あ
る
陽
明
文
庫
本
と
我

自
刊
我
書
本
で
は
差
異

は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い

こ
と
が
分
か
っ
た
。

②
姉
川
の
合
戦

―

｢

あ
ね
川
合
戦
之
事｣

元
亀
元(

一
五
七
〇)

年
六
月
二
十
八
日
、
現

在
の
滋
賀
県
姉
川
河
原

に
て
、
織
田
・
徳
川
連

表２ 姉川の合戦記述比較
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こ

こ
か
ら

｢

三
千
挺｣

と
い
う
数
字
が
来
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。

慶
長
十
五

(

一
六
一
〇)

年
、
牛
一
に
よ
っ
て
奥
書
さ
れ
た
後
の
池
田
家
文
庫
本

が
、
播
磨
国
姫
路
藩
主
・
池
田
輝
政
へ
贈
ら
れ
た
。
そ
し
て
甫
庵

『

信
長
記』

は
、

諸
説
あ
る
が
慶
長
九

(

一
六
〇
四)

年
〜
元
和
八

(

一
六
二
二)

年
に
は
刊
行
さ
れ

た
と
い
う
。
以
降
寛
永
年
間

(

一
六
二
四
〜
一
六
四
四
年)

に
池
田
家
文
庫
本
の
写

本
、
阪
本
龍
門
文
庫
本
が
成
立
す
る
。
こ
の
頃
に
は
、
池
田
家
当
主
は
輝
政
か
ら
孫

の
光
政
に
な
っ
て
お
り
、
石
田
善
人
氏
に
よ
れ
ば
、
光
政
は
池
田
家
文
庫
本
に
祖
父

輝
政
の
幼
名

｢

幸
新｣

を
書
き
加
え
る
、
各
帖
に

｢

信
長
記

第
○｣

と
い
う
題
簽

を
付
す
、
本
文
に
朱
点
・
朱
線
を
書
き
入
れ
る
、
な
ど
の
手
を
加
え
て
お
り(

)

、
問

題
の

〝

三〞

も
光
政
が
書
き
加
え
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

38
番
は
、
池
田
家
本
系
に

｢

家
康
公
御
取
詰
候
間｣

と
い
う
一
文
が
あ
り
、
建
勲

神
社
本
系
に
は
な
い
。
池
田
家
本
系
で
は

｢

遠
州
高
天
神
之
城
武
田
四
郎
相
拘
候

家
康
公
御
取
詰
候
間
落
居
不
可
有
幾
程｣

と
な
り
、
高
天
神
城
が
家
康
に
よ
っ
て

落
城
す
る
と
い
う
の
が
強
調
さ
れ
る
。

続
く
39
番
で
は
、
信
忠
の
猛
攻
を
受
け
る
岩
村
城
に
籠
城
す
る
甲
斐
・
信
濃
の
軍

勢
の
大
将
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
こ
の
岩
村
籠
城
は
五
カ
月
に
も
及

ぶ
の
だ
が
、
そ
の
大
将
と
し
て
、
建
勲
神
社
本
系
で
は

｢

秋
山
・
大
島

(

嶋)

・
座

光
寺｣

の
三
名
が
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
池
田
家
本
系
で
は

｢

秋
山｣

の
み
、
と
い

う
違
い
が
あ
る
。
こ
の
秋
山
・
大
島
・
座
光
寺
は
、
そ
れ
ぞ
れ
秋
山
信
友
・
大
島
・

座
光
寺
為
清
の
こ
と
で
あ
る
。
建
勲
神
社
本
系
・
池
田
家
本
系
の
両
系
に
記
述
さ
れ

た
秋
山
信
友
は
、
開
城
の
の
ち
捕
ら
え
ら
れ
、
岐
阜
長
良
川
原
で
磔
刑
に
処
せ
ら
れ

る
武
将
で
あ
る
。
対
し
て
、
池
田
家
本
系
で
は
記
さ
れ
て
い
な
い
座
光
寺
為
清
は
、

の
ち
に
子
為
時
と
と
も
に
家
康
に
仕
え
る
武
将
で
あ
る
。

つ
づ
い
て
当
て
字
の
異
な
る
部
分
で
あ
る
。
信
長
の
家
臣
で
あ
る
佐
々
成
政
は
、

建
勲
神
社
本
系
で
は

｢

佐
々
蔵
介｣

、
池
田
家
本
系
で
は

｢

佐
々
内
蔵
佐｣
と

〝
く

ら
の
す
け〞

部
分
の
漢
字
が
異
な
る
。｢

あ
ね
川
合
戦
之
事｣

で
も
両
系
統
で
漢
字

が
異
な
る
が
、
建
勲
神
社
本
系
は

｢

佐
々
内
蔵
介｣

、
池
田
家
本
系
は

｢

佐
々
内
蔵

佐｣

と
な
っ
て
お
り
、
牛
一
は
あ
ま
り
当
て
字
の
統
一
を
は
か
っ
て
い
な
か
っ
た
と

理
解
で
き
よ
う
。

つ
ぎ
は
言
い
回
し
に
つ
い
て
で
あ
る
。
二
十
八
か
所
確
認
で
き
、
や
は
り
今
回
も

一
番
多
く
見
受
け
ら
れ
た
。
１
番
は
信
長
と
嫡
男
菅
九
郎
、
18
番
は
青
山
新
七
と
そ

の
息
子
を
記
し
て
い
る
部
分
で
あ
る
が
、
池
田
家
本
系
で
は
１
番
は｢

信
長
御
父
子｣

、

18
番
は

｢

青
山
新
七
父
子｣

と
な
り
、
記
述
が
簡
素
な
印
象
を
受
け
る
。
気
に
な
る

の
は
、
18
番
の
建
勲
神
社
本
系
で
の
記
述
で
あ
る
。｢

青
山
新
七
息｣

と
あ
り
、
新

七
と
息
の
間
に
ス
ペ
ー
ス
が
無
い
の
で
、
池
田
家
本
系
の

｢

青
山
新
七
父
子｣

と
い

う
の
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
建
勲
神
社
本
系
の

｢

青
山
新
七
息｣

は

｢

青
山
新
七
の
息

子｣

と
理
解
さ
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
部
分
は
、
活
字
化
さ
れ
た
資
料
を
使
用
す
る

際
の
注
意
点
と
し
て
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

36
番
で
は
、
建
勲
神
社
本
系
で
は｢

濃
州
岐
阜
御
帰
陣｣

、
池
田
家
本
系
で
は

｢

岐

阜
御
帰
陣｣

と
、
場
所
を
表
す
言
葉
が
異
な
る
の
だ
が
、
そ
の
後
に
池
田
家
本
系
に

の
み

｢

陳
重
々
々｣

と
い
う
、｢

め
で
た
し
め
で
た
し｣

と
い
う
意
味
の
言
葉
が
続

き
、
物
語
的
で
あ
る
。

そ
し
て
敬
称
に
つ
い
て
で
あ
る
。｢

三
州
長
篠
御
合
戦
之
事｣

に
お
い
て
は
、
建

勲
神
社
本
系
は

｢

信
長｣

｢

家
康｣

、
池
田
家
本
系
で
は

｢

信
長｣

｢

家
康
公｣

で
あ

り
、
池
田
家
本
系｢

あ
ね
川
合
戦
之
事｣

で
家
康
に
対
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た〝

卿〞

と
い
う
敬
称
は
、｢

三
州
長
篠
御
合
戦
之
事｣

で
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、

〝

卿〞

で
は
な
い
が
、
家
康
に
の
み

〝

公〞

と
い
う
敬
称
を
付
し
て
い
る
の
に
対
し
、

信
長
の
敬
称
に
関
し
て
は
、｢

三
州
長
篠
合
戦
之
事｣

で
は
両
系
統
と
も

｢

信
長｣

と
敬
称
な
し
で
あ
る
。
敬
称
で
い
う
と
、｢

三
州
長
篠
御
合
戦
之
事｣

で
は
信
長
の
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り｣

と
は
坑
夫
の
こ
と
で
、
武
田
側
が
城
攻
め
に
抗
夫
を
用
い
て
い
る
と
い
う
、
合

戦
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
感
じ
ら
れ
る
部
分
で
あ
る
。
こ
の
差
異
に
つ
い
て
、
田
中
久
夫

氏
は
池
田
家
本
系
か
ら
建
勲
神
社
本
系
へ
の
過
程
で
、｢

軍
記
と
し
て
整
え
ら
れ
る

う
え
で
の
必
要
か
ら
な
さ
れ
た
も
の｣

と
推
察
さ
れ
る
。

25
番
は
、｢

鉄
砲
千
挺
計｣

(

建
勲
神
社
本
系)

と

｢

鉄
砲
三
千
挺
計｣

(

池
田
家

本
系)

と
数
が
異
な
っ
て
い
る(

)

。
こ
れ
は
、
池
田
家
本
で
は

｢

千
挺｣

と
い
う
記

述
の
左
上
に
、
後
か
ら
書
き
足
し
た
よ
う
に

〝

三〞

が
書
き
加
え
ら
れ

｢

鉄
砲
三
千

挺
計｣

と
な
っ
て
い
る

(

図
３)

。
そ
し
て
阪
本
龍
門
文
庫
本
で
は
、〝

三〞

が
本
文

の
中
に
が
取
り
込
ま
れ
て
お
り
、｢

鉄
砲
三
千
挺
計｣

と
な
っ
て
い
る

(

図
４)

。

阪
本
龍
門
文
庫
本
は
、
池
田
家
文
庫
本
の
良
質
な
写
本
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

池
田
家
本
の〝

三〞

は
、
写
本
で
あ
る
阪
本
龍
門
文
庫
本
が
成
立
す
る
ま
で
の
間
に

加
筆
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
で
は
な
ぜ

〝

三〞

を
加
え

｢

三
千
挺｣

と
い

う
数
字
に
し
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
浮
か
ぶ
。
こ
こ
で
、
小
瀬
甫
庵
著『

信
長
記』

に

｢

彼
の
五
人
下
知
し
て
、
三
千
挺
を
入
替
へ
入
替
へ
打
た
せ
け
れ
ば｣

と
あ
り
、

表３ 長篠の合戦記述比較
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こ

こ
か
ら

｢

三
千
挺｣

と
い
う
数
字
が
来
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。

慶
長
十
五

(

一
六
一
〇)

年
、
牛
一
に
よ
っ
て
奥
書
さ
れ
た
後
の
池
田
家
文
庫
本

が
、
播
磨
国
姫
路
藩
主
・
池
田
輝
政
へ
贈
ら
れ
た
。
そ
し
て
甫
庵

『

信
長
記』

は
、

諸
説
あ
る
が
慶
長
九

(

一
六
〇
四)

年
〜
元
和
八

(

一
六
二
二)

年
に
は
刊
行
さ
れ

た
と
い
う
。
以
降
寛
永
年
間

(

一
六
二
四
〜
一
六
四
四
年)
に
池
田
家
文
庫
本
の
写

本
、
阪
本
龍
門
文
庫
本
が
成
立
す
る
。
こ
の
頃
に
は
、
池
田
家
当
主
は
輝
政
か
ら
孫

の
光
政
に
な
っ
て
お
り
、
石
田
善
人
氏
に
よ
れ
ば
、
光
政
は
池
田
家
文
庫
本
に
祖
父

輝
政
の
幼
名

｢

幸
新｣

を
書
き
加
え
る
、
各
帖
に

｢

信
長
記

第
○｣

と
い
う
題
簽

を
付
す
、
本
文
に
朱
点
・
朱
線
を
書
き
入
れ
る
、
な
ど
の
手
を
加
え
て
お
り(

)
、
問

題
の

〝

三〞

も
光
政
が
書
き
加
え
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

38
番
は
、
池
田
家
本
系
に

｢

家
康
公
御
取
詰
候
間｣

と
い
う
一
文
が
あ
り
、
建
勲

神
社
本
系
に
は
な
い
。
池
田
家
本
系
で
は

｢

遠
州
高
天
神
之
城
武
田
四
郎
相
拘
候

家
康
公
御
取
詰
候
間
落
居
不
可
有
幾
程｣

と
な
り
、
高
天
神
城
が
家
康
に
よ
っ
て

落
城
す
る
と
い
う
の
が
強
調
さ
れ
る
。

続
く
39
番
で
は
、
信
忠
の
猛
攻
を
受
け
る
岩
村
城
に
籠
城
す
る
甲
斐
・
信
濃
の
軍

勢
の
大
将
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
こ
の
岩
村
籠
城
は
五
カ
月
に
も
及

ぶ
の
だ
が
、
そ
の
大
将
と
し
て
、
建
勲
神
社
本
系
で
は

｢

秋
山
・
大
島

(

嶋)

・
座

光
寺｣

の
三
名
が
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
池
田
家
本
系
で
は

｢

秋
山｣

の
み
、
と
い

う
違
い
が
あ
る
。
こ
の
秋
山
・
大
島
・
座
光
寺
は
、
そ
れ
ぞ
れ
秋
山
信
友
・
大
島
・

座
光
寺
為
清
の
こ
と
で
あ
る
。
建
勲
神
社
本
系
・
池
田
家
本
系
の
両
系
に
記
述
さ
れ

た
秋
山
信
友
は
、
開
城
の
の
ち
捕
ら
え
ら
れ
、
岐
阜
長
良
川
原
で
磔
刑
に
処
せ
ら
れ

る
武
将
で
あ
る
。
対
し
て
、
池
田
家
本
系
で
は
記
さ
れ
て
い
な
い
座
光
寺
為
清
は
、

の
ち
に
子
為
時
と
と
も
に
家
康
に
仕
え
る
武
将
で
あ
る
。

つ
づ
い
て
当
て
字
の
異
な
る
部
分
で
あ
る
。
信
長
の
家
臣
で
あ
る
佐
々
成
政
は
、

建
勲
神
社
本
系
で
は

｢

佐
々
蔵
介｣

、
池
田
家
本
系
で
は

｢

佐
々
内
蔵
佐｣

と

〝

く

ら
の
す
け〞

部
分
の
漢
字
が
異
な
る
。｢

あ
ね
川
合
戦
之
事｣

で
も
両
系
統
で
漢
字

が
異
な
る
が
、
建
勲
神
社
本
系
は

｢

佐
々
内
蔵
介｣

、
池
田
家
本
系
は

｢

佐
々
内
蔵

佐｣

と
な
っ
て
お
り
、
牛
一
は
あ
ま
り
当
て
字
の
統
一
を
は
か
っ
て
い
な
か
っ
た
と

理
解
で
き
よ
う
。

つ
ぎ
は
言
い
回
し
に
つ
い
て
で
あ
る
。
二
十
八
か
所
確
認
で
き
、
や
は
り
今
回
も

一
番
多
く
見
受
け
ら
れ
た
。
１
番
は
信
長
と
嫡
男
菅
九
郎
、
18
番
は
青
山
新
七
と
そ

の
息
子
を
記
し
て
い
る
部
分
で
あ
る
が
、
池
田
家
本
系
で
は
１
番
は｢

信
長
御
父
子｣

、

18
番
は

｢

青
山
新
七
父
子｣

と
な
り
、
記
述
が
簡
素
な
印
象
を
受
け
る
。
気
に
な
る

の
は
、
18
番
の
建
勲
神
社
本
系
で
の
記
述
で
あ
る
。｢

青
山
新
七
息｣

と
あ
り
、
新

七
と
息
の
間
に
ス
ペ
ー
ス
が
無
い
の
で
、
池
田
家
本
系
の

｢

青
山
新
七
父
子｣

と
い

う
の
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
建
勲
神
社
本
系
の

｢

青
山
新
七
息｣

は

｢

青
山
新
七
の
息

子｣

と
理
解
さ
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
部
分
は
、
活
字
化
さ
れ
た
資
料
を
使
用
す
る

際
の
注
意
点
と
し
て
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

36
番
で
は
、
建
勲
神
社
本
系
で
は｢

濃
州
岐
阜
御
帰
陣｣

、
池
田
家
本
系
で
は

｢

岐

阜
御
帰
陣｣

と
、
場
所
を
表
す
言
葉
が
異
な
る
の
だ
が
、
そ
の
後
に
池
田
家
本
系
に

の
み

｢

陳
重
々
々｣

と
い
う
、｢

め
で
た
し
め
で
た
し｣

と
い
う
意
味
の
言
葉
が
続

き
、
物
語
的
で
あ
る
。

そ
し
て
敬
称
に
つ
い
て
で
あ
る
。｢

三
州
長
篠
御
合
戦
之
事｣

に
お
い
て
は
、
建

勲
神
社
本
系
は

｢

信
長｣

｢

家
康｣

、
池
田
家
本
系
で
は

｢

信
長｣

｢

家
康
公｣

で
あ

り
、
池
田
家
本
系｢

あ
ね
川
合
戦
之
事｣

で
家
康
に
対
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た〝

卿〞

と
い
う
敬
称
は
、｢

三
州
長
篠
御
合
戦
之
事｣

で
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、

〝

卿〞

で
は
な
い
が
、
家
康
に
の
み

〝

公〞

と
い
う
敬
称
を
付
し
て
い
る
の
に
対
し
、

信
長
の
敬
称
に
関
し
て
は
、｢

三
州
長
篠
合
戦
之
事｣

で
は
両
系
統
と
も

｢

信
長｣

と
敬
称
な
し
で
あ
る
。
敬
称
で
い
う
と
、｢

三
州
長
篠
御
合
戦
之
事｣

で
は
信
長
の
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図３ 池田家文庫本図４ 阪本龍門文庫本

り｣

と
は
坑
夫
の
こ
と
で
、
武
田
側
が
城
攻
め
に
抗
夫
を
用
い
て
い
る
と
い
う
、
合

戦
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
感
じ
ら
れ
る
部
分
で
あ
る
。
こ
の
差
異
に
つ
い
て
、
田
中
久
夫

氏
は
池
田
家
本
系
か
ら
建
勲
神
社
本
系
へ
の
過
程
で
、｢

軍
記
と
し
て
整
え
ら
れ
る

う
え
で
の
必
要
か
ら
な
さ
れ
た
も
の｣

と
推
察
さ
れ
る
。

25
番
は
、｢

鉄
砲
千
挺
計｣

(

建
勲
神
社
本
系)

と

｢

鉄
砲
三
千
挺
計｣

(

池
田
家

本
系)

と
数
が
異
な
っ
て
い
る(

)

。
こ
れ
は
、
池
田
家
本
で
は

｢

千
挺｣

と
い
う
記

述
の
左
上
に
、
後
か
ら
書
き
足
し
た
よ
う
に

〝

三〞

が
書
き
加
え
ら
れ

｢

鉄
砲
三
千

挺
計｣

と
な
っ
て
い
る

(

図
３)

。
そ
し
て
阪
本
龍
門
文
庫
本
で
は
、〝

三〞

が
本
文

の
中
に
が
取
り
込
ま
れ
て
お
り
、｢

鉄
砲
三
千
挺
計｣

と
な
っ
て
い
る

(

図
４)

。

阪
本
龍
門
文
庫
本
は
、
池
田
家
文
庫
本
の
良
質
な
写
本
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

池
田
家
本
の〝

三〞

は
、
写
本
で
あ
る
阪
本
龍
門
文
庫
本
が
成
立
す
る
ま
で
の
間
に

加
筆
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
で
は
な
ぜ

〝

三〞

を
加
え

｢

三
千
挺｣

と
い

う
数
字
に
し
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
浮
か
ぶ
。
こ
こ
で
、
小
瀬
甫
庵
著『

信
長
記』

に

｢

彼
の
五
人
下
知
し
て
、
三
千
挺
を
入
替
へ
入
替
へ
打
た
せ
け
れ
ば｣

と
あ
り
、

表３ 長篠の合戦記述比較
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19
番
は
、｢

信
長
公
本
能
寺
に
て
御
腹
め
さ
れ

候
事｣

の
最
後
の
部
分
で
あ
る
。
建
勲
神
社
本
系

で
は

｢

無
情
御
腹
め
さ
れ｣
と
信
長
が
自
刃
し
た

こ
と
を
告
げ
て
終
わ
り
、
淡
白
な
印
象
を
受
け
る
。

一
方
の
池
田
家
本
系
で
は

｢

無
情
御
腹
め
さ
れ｣

に
続
き

｢

女
共
此
時
ま
て
居
申
候
て
様
躰
見
申

候
と
も
の
か
た
り
候｣

と
い
う
文
で
締
め
ら
れ
、

臨
場
感
あ
る
記
述
と
な
っ
て
い
る
。

次
い
で
、
当
て
字
に
つ
い
て
で
あ
る
。
13
番
は

｢

御
殿
之
内
に
て
討
死
之

(

御)

衆｣

の
中
に
見

ら
れ
る
名
で
、
建
勲
神
社
系
本
は

｢

平
尾
久
助｣

、

池
田
家
本
系
で
は｢

平
尾
久
介｣

と
な
っ
て
い
る
。

既
に
登
場
し
た
佐
々
な
ど
、〝

す
け〞

部
分
の
当

て
字
は

｢

介｣
｢

助｣
｢

佐｣

の
三
種
類
が
あ
っ
た

よ
う
で
あ
る
。

言
い
回
し
の
差
異
は
十
一
か
所
で
あ
っ
た
。
９

番
は
、
建
勲
神
社
本
系
が

｢

虎
若
・
息
小
虎
若｣

、

池
田
家
本
系
が

｢

若
虎
父
子｣

と
な
っ
て
お
り
、

｢

三
州
長
篠
御
合
戦
之
事｣

に
お
け
る
差
異
１
、

18
番
と
同
じ
よ
う
に
、
建
勲
神
社
本
系
は
親
と
子

の
名
、
池
田
家
本
系
が｢

親
の
名
＋
父
子｣

と
な
っ

て
い
る
。

そ
し
て
敬
称
に
つ
い
て
で
あ
る
。
信
長
は
建
勲

神
社
本
系
が

｢

信
長
公｣

、
池
田
家
本
系
が

｢

信

長｣

と
な
っ
て
い
る
。｢

信
長
公
本
能
寺
に
て
御

腹
め
さ
れ
候
事｣

に
家
康
は
登
場
し
な
い
の
で
信

長
だ
け
の
事
例
と
な
る
。
こ
れ
で
、
本
論
文
で
対

象
と
し
た
部
分
で
は
、
池
田
家
本
系
は
す
べ
て
信

長
の
こ
と
を

｢

信
長｣

と
敬
称
無
し
で
記
述
し
て

い
る
こ
と
に
な
る
。

最
後
に
人
名
の
配
列
順
の
差
異
に
つ
い
て
で
あ

表４ 本能寺の変記述比較
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嫡
男
・
菅
九
郎
が
登
場
し
て
お
り
、
建
勲
神
社
本
系
で
は

｢

菅
九
郎｣

、
池
田
家
本

系
で
は

｢

菅
九
郎
殿｣

と
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
ひ
と
つ
留
意
し
て
お
く
箇
所
が
あ
る
。
６
番
は
敬
称
の
差
異
部
分
で
、
先

ほ
ど
取
り
上
げ
た
よ
う
に
建
勲
神
社
本
系
が

｢

家
康｣

池
田
家
本
系
が

｢

家
康
公｣

と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
次
の
７
番
は
言
い
回
し
の
差
異
と
し
て
分
類
し
て
い
る
が
、

６
番
と
７
番
は
ひ
と
つ
の
文
で
あ
る
。
省
略
し
た
文
言
も
含
め
、
６
、
７
番
部
分
を

つ
ぎ
に
引
用
す
る
。

建
勲
神
社
本
系

｢
家
康
こ
ろ
み
つ
坂
の
上
、
高
松
山
に
陣
を
懸
け
、｣

池
田
家
本
系

｢

家
康
公
こ
ろ
ミ
つ
坂
之
上
高
松
山
に
陣
を
懸
け
さ
せ
ら
れ｣

こ
の
よ
う
に
、
建
勲
神
社
本
系
と
池
田
家
本
系
で
は
敬
称
の
み
な
ら
ず
、
家
康
の

行
動
に
お
い
て
も
池
田
家
本
系
で
は

｢

懸
け
さ
せ
ら
れ｣

と
い
う
配
慮
さ
れ
た
表
現

を
用
い
て
い
る
。
こ
の
点
は
藤
本
氏
も
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
池
田
家
本
系
は
家
康
を

配
慮
し
て
い
な
い
と
い
う
通
説
に
疑
問
を
呈
し
て
お
ら
れ
る
。

最
後
に
、｢

三
州
長
篠
御
合
戦
之
事｣

で
新
た
に
見
受
け
ら
れ
た
の
が
、
人
名
の

配
列
順
の
差
異
で
あ
る
。
27
番
の
部
分
は
、
鉄
砲
奉
行
と
し
て
五
人
の
名
前
が
挙
げ

ら
れ
て
お
り
、

建
勲
神
社
本
系

｢

佐
々
蔵
介
・
前
田
又
左
衛
門
・
野
々
村
三
十
郎
・
福
富
平
左

衛
門
・
塙
九
郎
左
衛
門｣

池
田
家
本
系

｢

佐
々
内
蔵
佐

野
々
村
三
十
郎

前
田
又
左
衛
門

塙
九
郎
左
衛

門
福
富
平
左
衛
門｣

と
な
っ
て
お
り
、
初
め
の
佐
々
は
同
じ
だ
が
、
以
後
前
田
と
野
々
村
、
塙
と
福
富
が

前
後
し
て
い
る
。
こ
の
差
異
も
牛
一
が
記
憶
の
ま
ま
に
筆
を
走
ら
せ
た
結
果
な
の
で

あ
ろ
う
か
。

④
本
能
寺
の
変

―

｢

信
長
公
本
能
寺
に
て
御
腹
め
さ
れ
候
事｣

天
正
十

(

一
五
八
二)

年
六
月
二
日
、
京
都
本
能
寺
に
て
信
長
は
明
智
光
秀
の
急

襲
を
受
け
、
自
害
し
た
。
現
在
も
様
々
な
原
因
が
議
論
さ
れ
て
い
る
謀
反
事
件
が
、

こ
の
本
能
寺
の
変
で
あ
る
。
本
能
寺
の
変
は

『

信
長
記』

の
最
終
巻
、
十
五
巻
部
分

に
記
述
が
あ
る
。
明
智
光
秀
の
愛
宕
山
で
の
話
か
ら
、
討
ち
入
り
、
本
能
寺
で
の
信

長
自
刃
、
二
条
御
所
の
様
子
が
述
べ
ら
れ
、
安
土
城
炎
上
、
家
康
の
堺
脱
出
と
続
き
、

『

信
長
記』

は
終
了
す
る
。｢

信
長
公
本
能
寺
に
て
御
腹
め
さ
れ
候
事｣

で
確
認
さ
れ

た
差
異
は
、
こ
れ
ま
で
同
様
、
記
述
の
追
加
・
削
除
、
当
て
字
、
言
い
回
し
、
敬
称
、

人
名
配
列
順
が
確
認
さ
れ
た

(

表
４)

。
加
え
て
、
見
出
し
位
置
の
差
異
と
い
う
も

の
が
確
認
さ
れ
た
。
ま
ず
見
出
し
位
置
の
差
異
か
ら
述
べ
る
。

建
勲
神
社
本
系
に
は
、
各
巻
巻
頭
に
目
録
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
毎
に｢

○
○
の
事｣

と
い
う
よ
う
な
見
出
し
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
今
回

対
象
と
し
た

｢

信
長
公
本
能
寺
に
て
御
腹
め
さ
れ
候
事｣

の
前
に
は

｢

明
智
日
向
守

逆
心
の
事｣

が
記
述
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、｢

明
智
日
向
守
逆
心
の
事｣

と

｢

信
長

公
本
能
寺
に
て
御
腹
め
さ
れ
候
事｣

の
区
切
り
位
置
が
、
建
勲
神
社
本
系
内
の
陽
明

文
庫
本
と
我
自
刊
我
書
本
で
異
な
っ
て
い
た
。
陽
明
文
庫
本
で
は

｢

信
長
公
本
能
寺

に
て
御
腹
め
さ
れ
候
事｣

は
、｢

既
に
信
長
公
御
座
所
本
能
寺
取
巻
き
、
…｣

か
ら

始
ま
る
。
こ
れ
に
対
し
我
自
刊
我
書
本
は
、
陽
明
文
庫
本
よ
り
ひ
と
段
落
ほ
ど
前
、

｢

六
月
朔
日
夜
に
入
…｣

と
い
う
文
か
ら
始
ま
る
。
こ
の
部
分
を
、
活
字
資
料
で
は

な
く
原
本
資
料
で
あ
る
池
田
家
文
庫
本
、
阪
本
龍
門
文
庫
本
で
確
認
し
た
。
ま
ず
陽

明
文
庫
本
で
の
始
め

｢

既
に
信
長
公
御
座
所
本
能
寺
取
巻
き
、
…｣

部
分
は
、
池
田

家
文
庫
本
で
は
、
前
の
文
か
ら
続
き
、｢

(

前
文)

既
／
信
長
御
座
所
本
能
寺
取
巻｣

(
〝

／〞

は
改
行
を
表
す)

と
な
っ
て
い
る
。
阪
本
龍
門
文
庫
本
で
は
、
行
頭
か
ら

｢

既
信
長
御
座
所
本
能
寺
取
巻｣

と
な
っ
て
い
る
。

次
に
我
自
刊
我
書
本
で
の
始
め

｢

六
月
朔
日
夜
に
入
…｣

部
分
は
、
池
田
家
文
庫

本
、
阪
本
龍
門
文
庫
本
と
も
に
前
行
か
ら
改
行
さ
れ
、
行
頭
か
ら

｢

六
月
朔
日
夜
に

入
…｣

と
記
述
さ
れ
て
い
る
。

陽
明
文
庫
本
で
の
区
切
り
位
置
は
校
注
者
に
よ
る
も
の
か
、
あ
る
い
は
原
本
で
位

置
が
指
定
さ
れ
て
い
る
の
か
不
明
で
あ
る
が(

)

、
池
田
家
本
系
で
の
改
行
の
様
子
を

み
る
と
、
池
田
家
本
系
に
は
巻
頭
目
録
や
事
書
き
は
な
い
が
、
牛
一
に
は

｢

六
月
朔

日
夜
に
入
…｣

で
区
切
る
意
図
が
あ
っ
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

記
述
の
追
加
・
削
除
は
七
か
所
確
認
さ
れ
た
。
12
番
は
、｢

御
殿
之
内
に
て
討
死

之

(
御)

衆｣

と
し
て
列
挙
さ
れ
て
い
る
人
名
で
あ
る
。
こ
の
う
ち

｢

金
森
義
入｣

が
池
田
家
本
系
で
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。

池
田
家
文
庫
本
で
は
一
度
書
か
れ
た
も
の
が
す
り
消
さ
れ
た
よ
う
に
見
え
る

(

図

５)

。
阪
本
龍
門
文
庫
本
で
も
該
当
位
置
に
は
空
白
が
設
け
ら
れ
て
お
り

(

図
６)

、

元
は
こ
こ
に
誰
か(
金
森
義
入)

が
書
か
れ
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。
こ
の
金
森
義
入
と
は
、
金
森
長
近
の
嫡
男
か
と
言
わ
れ
る
人
物
で
あ
る
。
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19
番
は
、｢

信
長
公
本
能
寺
に
て
御
腹
め
さ
れ

候
事｣

の
最
後
の
部
分
で
あ
る
。
建
勲
神
社
本
系

で
は

｢

無
情
御
腹
め
さ
れ｣

と
信
長
が
自
刃
し
た

こ
と
を
告
げ
て
終
わ
り
、
淡
白
な
印
象
を
受
け
る
。

一
方
の
池
田
家
本
系
で
は

｢

無
情
御
腹
め
さ
れ｣

に
続
き

｢

女
共
此
時
ま
て
居
申
候
て
様
躰
見
申

候
と
も
の
か
た
り
候｣

と
い
う
文
で
締
め
ら
れ
、

臨
場
感
あ
る
記
述
と
な
っ
て
い
る
。

次
い
で
、
当
て
字
に
つ
い
て
で
あ
る
。
13
番
は

｢

御
殿
之
内
に
て
討
死
之

(

御)

衆｣

の
中
に
見

ら
れ
る
名
で
、
建
勲
神
社
系
本
は

｢

平
尾
久
助｣

、

池
田
家
本
系
で
は｢

平
尾
久
介｣

と
な
っ
て
い
る
。

既
に
登
場
し
た
佐
々
な
ど
、〝

す
け〞

部
分
の
当

て
字
は

｢

介｣
｢

助｣
｢

佐｣

の
三
種
類
が
あ
っ
た

よ
う
で
あ
る
。

言
い
回
し
の
差
異
は
十
一
か
所
で
あ
っ
た
。
９

番
は
、
建
勲
神
社
本
系
が

｢

虎
若
・
息
小
虎
若｣

、

池
田
家
本
系
が

｢

若
虎
父
子｣

と
な
っ
て
お
り
、

｢

三
州
長
篠
御
合
戦
之
事｣

に
お
け
る
差
異
１
、

18
番
と
同
じ
よ
う
に
、
建
勲
神
社
本
系
は
親
と
子

の
名
、
池
田
家
本
系
が｢

親
の
名
＋
父
子｣

と
な
っ

て
い
る
。

そ
し
て
敬
称
に
つ
い
て
で
あ
る
。
信
長
は
建
勲

神
社
本
系
が

｢

信
長
公｣

、
池
田
家
本
系
が

｢

信

長｣

と
な
っ
て
い
る
。｢

信
長
公
本
能
寺
に
て
御

腹
め
さ
れ
候
事｣

に
家
康
は
登
場
し
な
い
の
で
信

長
だ
け
の
事
例
と
な
る
。
こ
れ
で
、
本
論
文
で
対

象
と
し
た
部
分
で
は
、
池
田
家
本
系
は
す
べ
て
信

長
の
こ
と
を

｢

信
長｣

と
敬
称
無
し
で
記
述
し
て

い
る
こ
と
に
な
る
。

最
後
に
人
名
の
配
列
順
の
差
異
に
つ
い
て
で
あ

表４ 本能寺の変記述比較
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嫡
男
・
菅
九
郎
が
登
場
し
て
お
り
、
建
勲
神
社
本
系
で
は

｢

菅
九
郎｣

、
池
田
家
本

系
で
は

｢

菅
九
郎
殿｣

と
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
ひ
と
つ
留
意
し
て
お
く
箇
所
が
あ
る
。
６
番
は
敬
称
の
差
異
部
分
で
、
先

ほ
ど
取
り
上
げ
た
よ
う
に
建
勲
神
社
本
系
が

｢

家
康｣

池
田
家
本
系
が

｢

家
康
公｣

と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
次
の
７
番
は
言
い
回
し
の
差
異
と
し
て
分
類
し
て
い
る
が
、

６
番
と
７
番
は
ひ
と
つ
の
文
で
あ
る
。
省
略
し
た
文
言
も
含
め
、
６
、
７
番
部
分
を

つ
ぎ
に
引
用
す
る
。

建
勲
神
社
本
系

｢

家
康
こ
ろ
み
つ
坂
の
上
、
高
松
山
に
陣
を
懸
け
、｣

池
田
家
本
系

｢

家
康
公
こ
ろ
ミ
つ
坂
之
上
高
松
山
に
陣
を
懸
け
さ
せ
ら
れ｣

こ
の
よ
う
に
、
建
勲
神
社
本
系
と
池
田
家
本
系
で
は
敬
称
の
み
な
ら
ず
、
家
康
の

行
動
に
お
い
て
も
池
田
家
本
系
で
は

｢

懸
け
さ
せ
ら
れ｣

と
い
う
配
慮
さ
れ
た
表
現

を
用
い
て
い
る
。
こ
の
点
は
藤
本
氏
も
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
池
田
家
本
系
は
家
康
を

配
慮
し
て
い
な
い
と
い
う
通
説
に
疑
問
を
呈
し
て
お
ら
れ
る
。

最
後
に
、｢

三
州
長
篠
御
合
戦
之
事｣

で
新
た
に
見
受
け
ら
れ
た
の
が
、
人
名
の

配
列
順
の
差
異
で
あ
る
。
27
番
の
部
分
は
、
鉄
砲
奉
行
と
し
て
五
人
の
名
前
が
挙
げ

ら
れ
て
お
り
、

建
勲
神
社
本
系

｢

佐
々
蔵
介
・
前
田
又
左
衛
門
・
野
々
村
三
十
郎
・
福
富
平
左

衛
門
・
塙
九
郎
左
衛
門｣

池
田
家
本
系

｢

佐
々
内
蔵
佐

野
々
村
三
十
郎

前
田
又
左
衛
門

塙
九
郎
左
衛

門
福
富
平
左
衛
門｣

と
な
っ
て
お
り
、
初
め
の
佐
々
は
同
じ
だ
が
、
以
後
前
田
と
野
々
村
、
塙
と
福
富
が

前
後
し
て
い
る
。
こ
の
差
異
も
牛
一
が
記
憶
の
ま
ま
に
筆
を
走
ら
せ
た
結
果
な
の
で

あ
ろ
う
か
。

④
本
能
寺
の
変

―

｢

信
長
公
本
能
寺
に
て
御
腹
め
さ
れ
候
事｣

天
正
十

(

一
五
八
二)

年
六
月
二
日
、
京
都
本
能
寺
に
て
信
長
は
明
智
光
秀
の
急

襲
を
受
け
、
自
害
し
た
。
現
在
も
様
々
な
原
因
が
議
論
さ
れ
て
い
る
謀
反
事
件
が
、

こ
の
本
能
寺
の
変
で
あ
る
。
本
能
寺
の
変
は

『

信
長
記』

の
最
終
巻
、
十
五
巻
部
分

に
記
述
が
あ
る
。
明
智
光
秀
の
愛
宕
山
で
の
話
か
ら
、
討
ち
入
り
、
本
能
寺
で
の
信

長
自
刃
、
二
条
御
所
の
様
子
が
述
べ
ら
れ
、
安
土
城
炎
上
、
家
康
の
堺
脱
出
と
続
き
、

『

信
長
記』

は
終
了
す
る
。｢

信
長
公
本
能
寺
に
て
御
腹
め
さ
れ
候
事｣

で
確
認
さ
れ

た
差
異
は
、
こ
れ
ま
で
同
様
、
記
述
の
追
加
・
削
除
、
当
て
字
、
言
い
回
し
、
敬
称
、

人
名
配
列
順
が
確
認
さ
れ
た

(

表
４)

。
加
え
て
、
見
出
し
位
置
の
差
異
と
い
う
も

の
が
確
認
さ
れ
た
。
ま
ず
見
出
し
位
置
の
差
異
か
ら
述
べ
る
。

建
勲
神
社
本
系
に
は
、
各
巻
巻
頭
に
目
録
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
毎
に｢

○
○
の
事｣

と
い
う
よ
う
な
見
出
し
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
今
回

対
象
と
し
た

｢

信
長
公
本
能
寺
に
て
御
腹
め
さ
れ
候
事｣

の
前
に
は

｢

明
智
日
向
守

逆
心
の
事｣

が
記
述
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、｢

明
智
日
向
守
逆
心
の
事｣

と

｢

信
長

公
本
能
寺
に
て
御
腹
め
さ
れ
候
事｣

の
区
切
り
位
置
が
、
建
勲
神
社
本
系
内
の
陽
明

文
庫
本
と
我
自
刊
我
書
本
で
異
な
っ
て
い
た
。
陽
明
文
庫
本
で
は

｢

信
長
公
本
能
寺

に
て
御
腹
め
さ
れ
候
事｣

は
、｢

既
に
信
長
公
御
座
所
本
能
寺
取
巻
き
、
…｣

か
ら

始
ま
る
。
こ
れ
に
対
し
我
自
刊
我
書
本
は
、
陽
明
文
庫
本
よ
り
ひ
と
段
落
ほ
ど
前
、

｢

六
月
朔
日
夜
に
入
…｣

と
い
う
文
か
ら
始
ま
る
。
こ
の
部
分
を
、
活
字
資
料
で
は

な
く
原
本
資
料
で
あ
る
池
田
家
文
庫
本
、
阪
本
龍
門
文
庫
本
で
確
認
し
た
。
ま
ず
陽

明
文
庫
本
で
の
始
め

｢

既
に
信
長
公
御
座
所
本
能
寺
取
巻
き
、
…｣

部
分
は
、
池
田

家
文
庫
本
で
は
、
前
の
文
か
ら
続
き
、｢

(

前
文)

既
／
信
長
御
座
所
本
能
寺
取
巻｣

(
〝

／〞

は
改
行
を
表
す)

と
な
っ
て
い
る
。
阪
本
龍
門
文
庫
本
で
は
、
行
頭
か
ら

｢

既
信
長
御
座
所
本
能
寺
取
巻｣

と
な
っ
て
い
る
。

次
に
我
自
刊
我
書
本
で
の
始
め

｢

六
月
朔
日
夜
に
入
…｣

部
分
は
、
池
田
家
文
庫

本
、
阪
本
龍
門
文
庫
本
と
も
に
前
行
か
ら
改
行
さ
れ
、
行
頭
か
ら

｢

六
月
朔
日
夜
に

入
…｣

と
記
述
さ
れ
て
い
る
。

陽
明
文
庫
本
で
の
区
切
り
位
置
は
校
注
者
に
よ
る
も
の
か
、
あ
る
い
は
原
本
で
位

置
が
指
定
さ
れ
て
い
る
の
か
不
明
で
あ
る
が(

)

、
池
田
家
本
系
で
の
改
行
の
様
子
を

み
る
と
、
池
田
家
本
系
に
は
巻
頭
目
録
や
事
書
き
は
な
い
が
、
牛
一
に
は

｢

六
月
朔

日
夜
に
入
…｣

で
区
切
る
意
図
が
あ
っ
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

記
述
の
追
加
・
削
除
は
七
か
所
確
認
さ
れ
た
。
12
番
は
、｢

御
殿
之
内
に
て
討
死

之

(

御)

衆｣

と
し
て
列
挙
さ
れ
て
い
る
人
名
で
あ
る
。
こ
の
う
ち

｢

金
森
義
入｣

が
池
田
家
本
系
で
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。

池
田
家
文
庫
本
で
は
一
度
書
か
れ
た
も
の
が
す
り
消
さ
れ
た
よ
う
に
見
え
る

(

図

５)

。
阪
本
龍
門
文
庫
本
で
も
該
当
位
置
に
は
空
白
が
設
け
ら
れ
て
お
り

(

図
６)

、

元
は
こ
こ
に
誰
か(

金
森
義
入)

が
書
か
れ
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。
こ
の
金
森
義
入
と
は
、
金
森
長
近
の
嫡
男
か
と
言
わ
れ
る
人
物
で
あ
る
。
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で
は
、
建
勲
神
社
本
系
は
信
長
、
家
康
と
も
に

｢

信
長｣

、

｢

家
康｣

と

〝

敬
称
な
し〞

な
の
で

｢

信
長
＝
家
康｣

、

池
田
家
本
系
は

｢

信
長｣

と

〝

敬
称
な
し〞

で
の
記
述
と
、

｢

家
康〝

公〞｣

な
の
で｢

信
長＜

家
康｣

と
い
え
よ
う
。

建
勲
神
社
本
系
と
池
田
家
本
系
と
で
は
、
ど
ち
ら
が
家
康

を
意
識
し
て
い
る
か
、
と
言
う
と
、
や
は
り
敬
称
に
お
い

て
も
池
田
家
本
系
が
家
康
に
配
慮
を
し
て
い
る
と
言
え
、

し
か
も
信
長
に
関
し
て
は
す
べ
て
敬
称
無
し
と
い
う
結
果

で
あ
る
。｢

あ
ね
川
合
戦
之
事｣

で
は

〝

卿〞

、｢

三
州
長

篠
御
合
戦
之
事｣

で
は

〝

公〞

と
、
使
用
し
て
い
る
敬
称

に
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
池
田
家
本
系
の
ほ
う
が
家
康
に

敬
意
を
表
し
た
記
述
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
は
変

わ
り
な
い
の
で
あ
る
。

二
、
読
み
物
的
記
述
と
記
録
的
記
述

家
康
に
関
す
る
記
述
以
外
で
も
、
建
勲
神
社
本
系
と
池

田
家
本
系
と
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
記
述
の
仕
方
に
特
色
が
み

ら
れ
た
。

姉
川
の
合
戦
12
番
の
池
田
家
本
系
は
、
建
勲
神
社
本
系

の

｢

信
長
公
者
た
つ
か
は
な
に
御
陣
取

家
康
公
も
御
出

陣
候
て

同
龍
か
鼻
に
御
陣
取｣

と
ほ
ぼ
同
文
の
後
に
、

池
田
家
本
系
に
の
み

｢

諸
手
之
勢
衆
横
山
近
々
と
取
寄

被
攻
候｣

と
の
一
文
が
み
ら
れ
た
。
同
20
番
に
も
、
池
田

家
本
系
に
の
み
見
ら
れ
る
記
述
が
あ
り
、

建
勲
神
社
本
系

｢

御
敵
も
あ
ね
川
へ
懸
り
合
ひ
、
推

し
つ
返
し
つ
散
々
に
入
り
み
だ
れ｣

池
田
家
本
系

｢

御
敵
あ
ね
川
を
越

信
長
之
御
手
前

へ
さ
し
懸
推
つ
返
し
つ
散
々
に
入
乱
れ｣

と
、
異
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
池
田
家
本
系
に
の
み
見
ら

れ
る
部
分
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
建
勲
神
社
本
系
に
比
べ

て
合
戦
の
情
景
が
浮
か
ぶ
、
読
み
物
と
し
て
の
物
語
的
な

記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

長
篠
の
合
戦
11
番
で
は
、
敵
方
・
武
田
側
が

｢

金
ほ
り｣

(

抗
夫)

を
用
い
て
城

攻
め
を
し
て
い
る
と
い
う
、
現
実
味
あ
る
合
戦
の
話
が
池
田
家
本
系
に
の
み
見
ら
れ

た
。
信
長
の
自
刃
を
描
く
場
面
で
は
、
建
勲
神
社
本
系
と
は
異
な
り

｢

無
情
御
腹
め

さ
れ｣

で
終
え
ず
に
、
続
く

｢

女
共
此
時
ま
て
居
申
候
て
様
躰
見
申
候
と
も
の

か
た
り
候｣

と
い
う
文
で
締
め
く
く
ら
れ

(

本
能
寺
の
変
19
番)

、
臨
場
感
あ
る
記

述
と
な
っ
て
お
り
、
読
み
手
を
意
識
し
た
物
語
的
な
池
田
家
本
系
と
い
う
位
置
づ
け

が
可
能
で
あ
ろ
う
。

姉
川
の
合
戦
21
、
26
番
は
、
建
勲
神
社
本
系
で
は
、

21
番

｢

真
柄
十
郎
右
衛
門(

右
傍
注
記)

此
頸
青
木
所
右
衛
門
是
を
と
る｣

26
番

｢

遠
藤
喜
右
衛
門

(

右
傍
注
記)

此
頸
竹
中
久
作
是
を
討
と
る
兼
而
此
首

を
取
る
べ
し
と
高
言
あ
り｣

と
、
討
取
っ
た
人
物
に
つ
い
て
の
情
報
が
書
き
加
え
ら
れ
て
い
た
。
読
み
物
的
な
池

田
家
本
系
に
対
し
て
、
合
戦
の
記
録
的
性
格
の
建
勲
神
社
本
系
と
も
言
え
よ
う
。

お
わ
り
に

池
田
家
本
系
の
方
が
よ
り
家
康
に
配
慮
を
し
て
い
る
と
い
う
傾
向
に
つ
い
て
は
、

本
論
文
で
は
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た

｢

身
方
が
原

(

味
方
ヶ
原)

合
戦
之
事｣

(『

信

長
記』

五
巻)

か
ら
も
見
出
せ
る
。

三
方
ヶ
原
の
戦
い
は
、
元
亀
三

(

一
五
七
二)

年
十
二
月
に
起
こ
っ
た
武
田
信
玄

と
家
康
と
の
合
戦
で
、
信
玄
の
圧
勝
、
つ
ま
り
家
康
の
大
敗
に
終
わ
っ
た
戦
で
あ
る
。

信
長
は
こ
の
戦
に
三
千
の
援
軍
を
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
援
軍
に
つ
い
て

記
述
し
た
部
分
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

建
勲
神
社
本
系

｢

信
長
公
御
家
老
之
衆

佐
久
間
右
衛
門

平
手
甚
左
衛
門

水

野
下
野
守
大
将
と
し
て
御
人
数
遠
州
濱
松
に
至
参
陣
之
處｣

池
田
家
本
系

｢

信
長
公
御
家
老
之
衆

佐
久
間
右
衛
門

平
手
甚
左
衛
門

為
大

将
御
人
数
遠
州
濱
松
に
至
て
被
差
遣
候
之
處｣

池
田
家
本
系
に
の
み
名
前
が
見
ら
れ
な
い
水
野
下
野
守
と
は
、
水
野
信
元
の
こ
と

で
、
家
康
生
母
の
異
母
兄
で
あ
る
。
三
方
ヶ
原
の
合
戦
で
は
信
長
か
ら
の
援
軍
と
し

て
浜
松
城
に
向
か
っ
た
。
籠
城
戦
を
主
張
し
、
打
っ
て
出
た
家
康
と
対
立
し
た
と
言

わ
れ
て
い
る
人
物
で
あ
る
。
こ
の
水
野
信
元
は
の
ち
に
武
田
勝
頼
と
の
内
通
を
疑
わ

表５ 信長・家康に対する敬称の比較
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る
。
先
に
触
れ
た
部
分
で
あ
る
が
、
12
番
の

｢

御
殿
之
内
に
て
討
死
之

(

御)

衆｣

に
列
挙
さ
れ
て
い
る

｢

小
河
愛
平｣
と

｢

高
橋
虎
松｣

の
記
述
順
が
異
な
る
。
建
勲

神
社
本
系
で
は

｢

小
河
愛
平
・
高
橋
虎
松
・
金
森
義
入｣

と
な
っ
て
お
り
、
池
田
家

本
系
で
は

｢

高
橋
虎
松
・
小
河
愛
平｣
で
あ
る
。
し
か
し
正
確
に
言
う
と
、
池
田
家

本
系
で
は
高
橋
・
小
河
の
間
に
は
元
々
金
森
が
記
述
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り

｢

高

橋
虎
松
・
金
森
義
入

(

す
り
消
し)

・
小
河
愛
平｣
で
あ
る
。

第
四
章

『

信
長
記』

伝
本
の
性
格

こ
れ
ま
で
の
比
較
結
果
の
羅
列
を
整
理
し
、
各
差
異
の
傾
向
に
沿
っ
て
ま
と
め
る
。

そ
し
て
、
本
論
文
の
比
較
か
ら
導
か
れ
る『

信
長
記』

伝
本
の
性
格
を
位
置
づ
け
、

本
論
文
の
結
論
と
す
る
。

ま
ず
は
桶
狭
間
の
合
戦
で
あ
る
が
、
や
は
り
同
じ
建
勲
神
社
本
系
で
の
比
較
と
な
っ

た
た
め
か
、
本
論
文
に
お
け
る
比
較
の
成
果
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
の
が
正
直
な
と
こ

ろ
で
あ
る
。

以
降
の
比
較
で
は
、
先
行
研
究
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
た
通
り
、
や
は
り
家
康
が
ポ

イ
ン
ト
と
な
る
部
分
が
多
く
見
受
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
建
勲
神
社
本
系
、
池
田
家

本
系
と
し
て
見
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
に
記
録
的
あ
る
い
は
物
語
的
な
要
素
が
感
じ
取
ら

れ
た
。

一
、
家
康
へ
の
配
慮

家
康
の
動
き
に
対
す
る
記
述
の
差
異
が
み
ら
れ
た
の
が
、
長
篠
の
合
戦
６
、
７
番

で
あ
っ
た
。
建
勲
神
社
本
系
は

｢

家
康

(

中
略)

、
陣
を
懸
け
、｣

池
田
家
本
系
は

｢

家
康
公

(

中
略)

陣
を
懸
け
さ
せ
ら
れ｣

と
な
っ
て
い
る
。
敬
称
、
家
康
の
行
動

に
お
い
て
池
田
家
本
系
の
方
が
家
康
に
対
し
て
敬
意
を
払
っ
て
い
る
記
述
と
な
っ
て

い
た
。
そ
し
て
同
38
番
は

｢

家
康
公
御
取
詰
候
間｣

と
い
う
、
池
田
家
本
系
に
の
み

見
ら
れ
る
一
文
に
よ
り
、｢

今
度
之
競
に
家
康
公
駿
州
へ
御
乱
入
国
中
焼
払
御
帰
陣

遠
州
高
天
神
之
城
武
田
四
郎
相
拘
候
家
康
公
御
取
詰
候
間
落
居
不
可
有
幾
程｣

と
な
っ
て
い
る
。
建
勲
神
社
本
系

(｢

今
度
之
競
に
家
康

駿
州
へ
御
乱
入

国
中
焼

払
御
帰
陣
遠
州
高
天
神
の
城
武
田
四
郎
相
拘
候
落
居
不
可
有
幾
程｣)

に
比
べ
、

高
天
神
城
が
家
康
に
よ
っ
て
落
城
す
る
と
い
う
の
が
強
調
さ
れ
て
い
た
。

ま
た
、
同
39
番
は
、

建
勲
神
社
本
系

｢

岩
村
の
城

秋
山

大
島

座
光
寺

為
大
将

甲
斐
信
濃
人
数

楯
籠
候｣

池
田
家
本
系

｢

岩
村
之
城
秋
山
為
大
将
甲
斐
信
濃
人
数
楯
籠
候｣

と
な
り
、
大
将
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
人
物
が
異
な
っ
て
い
た
。
の
ち
に
家
康
に
仕
え

る
座
光
寺
氏
の
名
を
敵
と
し
て
登
場
さ
せ
て
い
な
い
池
田
家
本
系
は
、
家
康
へ
の
配

慮
が
な
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。

こ
れ
ら
は
家
康
が
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
た
差
異
部
分
で
あ
り
、
総
じ
て
池
田
家
本
系

の
方
が
家
康
へ
の
意
識
が
あ
る
記
述
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

家
康
と
言
う
と
、
敬
称
の
比
較
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
信
長
と
家
康
へ
付
さ
れ

た
敬
称
が
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
て
い
た
。

｢

あ
ね
川
合
戦
之
事｣

に
お
い
て
は
、
建
勲
神
社
本
系
で
は
信
長
は

｢

信
長
公｣

、

家
康
は

｢

家
康
公｣

、
池
田
家
本
系
で
は
信
長
は

｢

信
長｣

、
家
康
は

｢

家
康
卿｣

も

し
く
は

｢

徳
川
家
康
卿｣

と
な
っ
て
い
た
。｢

三
州
長
篠
御
合
戦
之
事｣

に
お
い
て

は
、
建
勲
神
社
本
系
で
は
信
長
は

｢

信
長｣

、
家
康
は

｢

家
康｣

で
、
池
田
家
本
系

で
は
信
長
は
同
じ
く

｢

信
長｣

、
家
康
の
み

｢

家
康
公｣

で
あ
っ
た
。｢

信
長
公
本
能

寺
に
て
御
腹
め
さ
れ
候
事｣

で
は
、
家
康
は
登
場
せ
ず
、
建
勲
神
社
本
系
が

｢

信
長

公｣
、
池
田
家
本
系
が

｢

信
長｣

と
の
記
述
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
信
長
へ
の
敬
称
と
家
康
へ
の
敬
称
を
比
べ
て
み
よ
う
。｢

あ
ね
川
合
戦
之

事｣

で
は
、
建
勲
神
社
本
系
は

｢

信
長
公｣

、｢

家
康
公｣

と
同
じ

〝

公〞

と
い
う

敬
称
な
の
で

｢
信
長
＝
家
康

(

信
長
と
家
康
と
で
配
慮
が
同
じ
の
意)｣

、
池
田
家

本
系
は

〝

敬
称
な
し〞
の

｢

信
長｣

と
、〝

卿〞

の
付
さ
れ
た
家
康
な
の
で

｢

信
長

＜

家
康

(

信
長
よ
り
家
康
を
意
識
の
意)｣

と
い
え
る
。｢

三
州
長
篠
御
合
戦
之
事｣

－31－

図
５
池
田
家
文
庫
本

図
６

阪
本
龍
門
文
庫
本
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で
は
、
建
勲
神
社
本
系
は
信
長
、
家
康
と
も
に

｢

信
長｣

、

｢

家
康｣

と

〝

敬
称
な
し〞

な
の
で

｢

信
長
＝
家
康｣

、

池
田
家
本
系
は

｢

信
長｣

と

〝

敬
称
な
し〞

で
の
記
述
と
、

｢

家
康〝

公〞｣

な
の
で｢

信
長＜

家
康｣

と
い
え
よ
う
。

建
勲
神
社
本
系
と
池
田
家
本
系
と
で
は
、
ど
ち
ら
が
家
康

を
意
識
し
て
い
る
か
、
と
言
う
と
、
や
は
り
敬
称
に
お
い

て
も
池
田
家
本
系
が
家
康
に
配
慮
を
し
て
い
る
と
言
え
、

し
か
も
信
長
に
関
し
て
は
す
べ
て
敬
称
無
し
と
い
う
結
果

で
あ
る
。｢

あ
ね
川
合
戦
之
事｣

で
は

〝

卿〞

、｢

三
州
長

篠
御
合
戦
之
事｣

で
は

〝

公〞

と
、
使
用
し
て
い
る
敬
称

に
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
池
田
家
本
系
の
ほ
う
が
家
康
に

敬
意
を
表
し
た
記
述
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
は
変

わ
り
な
い
の
で
あ
る
。

二
、
読
み
物
的
記
述
と
記
録
的
記
述

家
康
に
関
す
る
記
述
以
外
で
も
、
建
勲
神
社
本
系
と
池

田
家
本
系
と
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
記
述
の
仕
方
に
特
色
が
み

ら
れ
た
。

姉
川
の
合
戦
12
番
の
池
田
家
本
系
は
、
建
勲
神
社
本
系

の

｢

信
長
公
者
た
つ
か
は
な
に
御
陣
取

家
康
公
も
御
出

陣
候
て

同
龍
か
鼻
に
御
陣
取｣

と
ほ
ぼ
同
文
の
後
に
、

池
田
家
本
系
に
の
み

｢

諸
手
之
勢
衆
横
山
近
々
と
取
寄

被
攻
候｣

と
の
一
文
が
み
ら
れ
た
。
同
20
番
に
も
、
池
田

家
本
系
に
の
み
見
ら
れ
る
記
述
が
あ
り
、

建
勲
神
社
本
系

｢

御
敵
も
あ
ね
川
へ
懸
り
合
ひ
、
推

し
つ
返
し
つ
散
々
に
入
り
み
だ
れ｣

池
田
家
本
系

｢

御
敵
あ
ね
川
を
越

信
長
之
御
手
前

へ
さ
し
懸
推
つ
返
し
つ
散
々
に
入
乱
れ｣

と
、
異
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
池
田
家
本
系
に
の
み
見
ら

れ
る
部
分
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
建
勲
神
社
本
系
に
比
べ

て
合
戦
の
情
景
が
浮
か
ぶ
、
読
み
物
と
し
て
の
物
語
的
な

記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

長
篠
の
合
戦
11
番
で
は
、
敵
方
・
武
田
側
が

｢

金
ほ
り｣

(

抗
夫)

を
用
い
て
城

攻
め
を
し
て
い
る
と
い
う
、
現
実
味
あ
る
合
戦
の
話
が
池
田
家
本
系
に
の
み
見
ら
れ

た
。
信
長
の
自
刃
を
描
く
場
面
で
は
、
建
勲
神
社
本
系
と
は
異
な
り

｢

無
情
御
腹
め

さ
れ｣

で
終
え
ず
に
、
続
く

｢

女
共
此
時
ま
て
居
申
候
て
様
躰
見
申
候
と
も
の

か
た
り
候｣

と
い
う
文
で
締
め
く
く
ら
れ

(

本
能
寺
の
変
19
番)

、
臨
場
感
あ
る
記

述
と
な
っ
て
お
り
、
読
み
手
を
意
識
し
た
物
語
的
な
池
田
家
本
系
と
い
う
位
置
づ
け

が
可
能
で
あ
ろ
う
。

姉
川
の
合
戦
21
、
26
番
は
、
建
勲
神
社
本
系
で
は
、

21
番

｢

真
柄
十
郎
右
衛
門(

右
傍
注
記)

此
頸
青
木
所
右
衛
門
是
を
と
る｣

26
番

｢

遠
藤
喜
右
衛
門

(

右
傍
注
記)

此
頸
竹
中
久
作
是
を
討
と
る
兼
而
此
首

を
取
る
べ
し
と
高
言
あ
り｣

と
、
討
取
っ
た
人
物
に
つ
い
て
の
情
報
が
書
き
加
え
ら
れ
て
い
た
。
読
み
物
的
な
池

田
家
本
系
に
対
し
て
、
合
戦
の
記
録
的
性
格
の
建
勲
神
社
本
系
と
も
言
え
よ
う
。

お
わ
り
に

池
田
家
本
系
の
方
が
よ
り
家
康
に
配
慮
を
し
て
い
る
と
い
う
傾
向
に
つ
い
て
は
、

本
論
文
で
は
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た

｢

身
方
が
原

(

味
方
ヶ
原)

合
戦
之
事｣

(『

信

長
記』

五
巻)

か
ら
も
見
出
せ
る
。

三
方
ヶ
原
の
戦
い
は
、
元
亀
三

(

一
五
七
二)

年
十
二
月
に
起
こ
っ
た
武
田
信
玄

と
家
康
と
の
合
戦
で
、
信
玄
の
圧
勝
、
つ
ま
り
家
康
の
大
敗
に
終
わ
っ
た
戦
で
あ
る
。

信
長
は
こ
の
戦
に
三
千
の
援
軍
を
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
援
軍
に
つ
い
て

記
述
し
た
部
分
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

建
勲
神
社
本
系

｢

信
長
公
御
家
老
之
衆

佐
久
間
右
衛
門

平
手
甚
左
衛
門

水

野
下
野
守
大
将
と
し
て
御
人
数
遠
州
濱
松
に
至
参
陣
之
處｣

池
田
家
本
系

｢

信
長
公
御
家
老
之
衆

佐
久
間
右
衛
門

平
手
甚
左
衛
門

為
大

将
御
人
数
遠
州
濱
松
に
至
て
被
差
遣
候
之
處｣

池
田
家
本
系
に
の
み
名
前
が
見
ら
れ
な
い
水
野
下
野
守
と
は
、
水
野
信
元
の
こ
と

で
、
家
康
生
母
の
異
母
兄
で
あ
る
。
三
方
ヶ
原
の
合
戦
で
は
信
長
か
ら
の
援
軍
と
し

て
浜
松
城
に
向
か
っ
た
。
籠
城
戦
を
主
張
し
、
打
っ
て
出
た
家
康
と
対
立
し
た
と
言

わ
れ
て
い
る
人
物
で
あ
る
。
こ
の
水
野
信
元
は
の
ち
に
武
田
勝
頼
と
の
内
通
を
疑
わ

表５ 信長・家康に対する敬称の比較
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る
。
先
に
触
れ
た
部
分
で
あ
る
が
、
12
番
の

｢

御
殿
之
内
に
て
討
死
之

(

御)

衆｣

に
列
挙
さ
れ
て
い
る

｢

小
河
愛
平｣

と

｢

高
橋
虎
松｣

の
記
述
順
が
異
な
る
。
建
勲

神
社
本
系
で
は

｢

小
河
愛
平
・
高
橋
虎
松
・
金
森
義
入｣

と
な
っ
て
お
り
、
池
田
家

本
系
で
は

｢

高
橋
虎
松
・
小
河
愛
平｣

で
あ
る
。
し
か
し
正
確
に
言
う
と
、
池
田
家

本
系
で
は
高
橋
・
小
河
の
間
に
は
元
々
金
森
が
記
述
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り

｢

高

橋
虎
松
・
金
森
義
入

(

す
り
消
し)

・
小
河
愛
平｣

で
あ
る
。

第
四
章

『

信
長
記』

伝
本
の
性
格

こ
れ
ま
で
の
比
較
結
果
の
羅
列
を
整
理
し
、
各
差
異
の
傾
向
に
沿
っ
て
ま
と
め
る
。

そ
し
て
、
本
論
文
の
比
較
か
ら
導
か
れ
る『

信
長
記』

伝
本
の
性
格
を
位
置
づ
け
、

本
論
文
の
結
論
と
す
る
。

ま
ず
は
桶
狭
間
の
合
戦
で
あ
る
が
、
や
は
り
同
じ
建
勲
神
社
本
系
で
の
比
較
と
な
っ

た
た
め
か
、
本
論
文
に
お
け
る
比
較
の
成
果
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
の
が
正
直
な
と
こ

ろ
で
あ
る
。

以
降
の
比
較
で
は
、
先
行
研
究
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
た
通
り
、
や
は
り
家
康
が
ポ

イ
ン
ト
と
な
る
部
分
が
多
く
見
受
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
建
勲
神
社
本
系
、
池
田
家

本
系
と
し
て
見
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
に
記
録
的
あ
る
い
は
物
語
的
な
要
素
が
感
じ
取
ら

れ
た
。

一
、
家
康
へ
の
配
慮

家
康
の
動
き
に
対
す
る
記
述
の
差
異
が
み
ら
れ
た
の
が
、
長
篠
の
合
戦
６
、
７
番

で
あ
っ
た
。
建
勲
神
社
本
系
は

｢

家
康

(

中
略)

、
陣
を
懸
け
、｣

池
田
家
本
系
は

｢

家
康
公

(

中
略)

陣
を
懸
け
さ
せ
ら
れ｣

と
な
っ
て
い
る
。
敬
称
、
家
康
の
行
動

に
お
い
て
池
田
家
本
系
の
方
が
家
康
に
対
し
て
敬
意
を
払
っ
て
い
る
記
述
と
な
っ
て

い
た
。
そ
し
て
同
38
番
は

｢

家
康
公
御
取
詰
候
間｣

と
い
う
、
池
田
家
本
系
に
の
み

見
ら
れ
る
一
文
に
よ
り
、｢

今
度
之
競
に
家
康
公
駿
州
へ
御
乱
入
国
中
焼
払
御
帰
陣

遠
州
高
天
神
之
城
武
田
四
郎
相
拘
候
家
康
公
御
取
詰
候
間
落
居
不
可
有
幾
程｣

と
な
っ
て
い
る
。
建
勲
神
社
本
系

(｢

今
度
之
競
に
家
康

駿
州
へ
御
乱
入

国
中
焼

払
御
帰
陣
遠
州
高
天
神
の
城
武
田
四
郎
相
拘
候
落
居
不
可
有
幾
程｣)

に
比
べ
、

高
天
神
城
が
家
康
に
よ
っ
て
落
城
す
る
と
い
う
の
が
強
調
さ
れ
て
い
た
。

ま
た
、
同
39
番
は
、

建
勲
神
社
本
系

｢

岩
村
の
城

秋
山

大
島

座
光
寺

為
大
将

甲
斐
信
濃
人
数

楯
籠
候｣

池
田
家
本
系

｢

岩
村
之
城
秋
山
為
大
将
甲
斐
信
濃
人
数
楯
籠
候｣

と
な
り
、
大
将
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
人
物
が
異
な
っ
て
い
た
。
の
ち
に
家
康
に
仕
え

る
座
光
寺
氏
の
名
を
敵
と
し
て
登
場
さ
せ
て
い
な
い
池
田
家
本
系
は
、
家
康
へ
の
配

慮
が
な
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。

こ
れ
ら
は
家
康
が
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
た
差
異
部
分
で
あ
り
、
総
じ
て
池
田
家
本
系

の
方
が
家
康
へ
の
意
識
が
あ
る
記
述
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

家
康
と
言
う
と
、
敬
称
の
比
較
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
信
長
と
家
康
へ
付
さ
れ

た
敬
称
が
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
て
い
た
。

｢

あ
ね
川
合
戦
之
事｣

に
お
い
て
は
、
建
勲
神
社
本
系
で
は
信
長
は

｢

信
長
公｣

、

家
康
は

｢

家
康
公｣

、
池
田
家
本
系
で
は
信
長
は

｢

信
長｣

、
家
康
は

｢

家
康
卿｣

も

し
く
は

｢

徳
川
家
康
卿｣

と
な
っ
て
い
た
。｢

三
州
長
篠
御
合
戦
之
事｣

に
お
い
て

は
、
建
勲
神
社
本
系
で
は
信
長
は

｢

信
長｣

、
家
康
は

｢

家
康｣

で
、
池
田
家
本
系

で
は
信
長
は
同
じ
く

｢

信
長｣

、
家
康
の
み

｢

家
康
公｣

で
あ
っ
た
。｢

信
長
公
本
能

寺
に
て
御
腹
め
さ
れ
候
事｣

で
は
、
家
康
は
登
場
せ
ず
、
建
勲
神
社
本
系
が

｢

信
長

公｣

、
池
田
家
本
系
が

｢

信
長｣

と
の
記
述
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
信
長
へ
の
敬
称
と
家
康
へ
の
敬
称
を
比
べ
て
み
よ
う
。｢

あ
ね
川
合
戦
之

事｣

で
は
、
建
勲
神
社
本
系
は

｢

信
長
公｣

、｢

家
康
公｣

と
同
じ

〝

公〞

と
い
う

敬
称
な
の
で

｢

信
長
＝
家
康

(

信
長
と
家
康
と
で
配
慮
が
同
じ
の
意)｣

、
池
田
家

本
系
は

〝

敬
称
な
し〞

の

｢

信
長｣

と
、〝

卿〞

の
付
さ
れ
た
家
康
な
の
で

｢

信
長

＜

家
康

(

信
長
よ
り
家
康
を
意
識
の
意)｣

と
い
え
る
。｢

三
州
長
篠
御
合
戦
之
事｣
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図
５
池
田
家
文
庫
本

図
６

阪
本
龍
門
文
庫
本
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(

14)

藤
本
正
行
二
〇
〇
三
年
著
書P.51

よ
り
。
家
康
の
名
は
池
田
家
文
庫
本
に
四

十
六
記
さ
れ
、
十
二
巻
の
二
つ
を
除
く
四
十
四
に
は〝

公〞
〝

卿〞
〝

殿〞

の
敬

称
が
付
さ
れ
る
。
建
勲
神
社
本
に
は
四
十
四
記
さ
れ
、
三
十
五
は

｢

家
康
公｣

と
す
る
が
残
り
の
九
つ
は
呼
び
捨
て
で
あ
る
。

(

15)

藤
本
正
行
二
〇
〇
三
年
著
書

P.28

よ
り
。｢

坪
内
利
定
宛
書
状｣

(『

坪
内
文

書』)

の
追
而
書
に

｢

仍
、
御
子
息
様
四
人
、
関
原
御
合
戦
双
紙
に
書
入
れ
申

候
。
此
双
紙
、
只
今
、
進
し
度
候
得
共
、
写
し
申
度
の
由
候
て
、
よ
所
へ
、
所

望
に
て
、
借
遣
し
候
間
、
其
儀
無
く
候
。｣

と
あ
り
、｢

御
子
息
様
四
人｣

を
書

き
加
え
た
こ
と
、
書
写
の
目
的
で
他
人
に
貸
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

(

16)

内
藤
昌
一
九
九
四
年
著
書P.106

よ
り
。
阪
本
龍
門
文
庫
本
を

｢

川
瀬
一
馬
氏

の
御
教
示
に
よ
れ
ば
、
江
戸
初
期
寛
永
ご
ろ
の
写
本｣

と
紹
介
し
て
い
る
。

(

17)

大
日
本
史
料
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

(http://w
w
w
ap.hi.u-tokyo.ac.jp/ships/s

hipscontroller)

に
て
、
稿
本
部
分
の
閲
覧
も
可
能
で
あ
る
が
、
細
か
な
文
字

の
判
別
が
難
し
く
、
稿
本
部
分
は
使
用
し
な
い
こ
と
と
し
た
。

(

18)

藤
本
正
行
二
〇
〇
三
年
著
書
で
は
、
長
篠
の
合
戦
に
使
用
さ
れ
た
鉄
砲
は

｢

三
千
挺｣

と
し
、
池
田
家
文
庫
本
系
を
採
用
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
一
方
、

桐
野
作
人｢

信
長
と
合
戦｣

(

堀
新
編『

信
長
公
記
を
読
む』)

で
は『

信
長
記』

の
引
用
と
し
て
、｢

鉄
砲
千
挺
ば
か
り｣

と
記
し
て
い
る
。〝

三〞

の
追
記
に
つ

い
て
、
あ
ま
り
追
求
は
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

(

19)

石
田
善
人
一
九
七
五
年
著
書P.24,33

よ
り
。

(

20)

角
川
文
庫

『

信
長
公
記』

解
説P.455

よ
り
。
底
本
に
つ
い
て

｢

各
冊
の
編
序

は
、
初
め
に
目
録
を
掲
げ
、
次
に
本
文
を
記
し
、
目
録
に
は
一
・
二
・
三
等
の

番
号
を
付
し
て
い
る
が
、
巻
一
以
後
に
は
本
文
の
行
頭
に
そ
の
番
号
を
掲
げ
る

よ
う
に
し
て
い
る
冊
が
多
い｣

と
あ
り
、
す
べ
て
の
冊

(

巻)

が
見
出
し
位
置

指
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

参
考
文
献

書
籍

金
子
拓

『

織
田
信
長
と
い
う
歴
史
―

『

信
長
記』

の
彼
方
へ』

勉
誠
出
版
、
二

〇
〇
九
年

堀
新
編

『

信
長
公
記
を
読
む』

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
九
年

中
川
太
古
訳

『

現
代
語
訳
信
長
公
記』

新
人
物
往
来
社
、
二
〇
〇
九
年

藤
本
正
行

『

信
長
の
戦
争』

講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
〇
三
年

(

同
著

『

信
長
の

戦
国
軍
事
学』

JIC
C

出
版
局
、
一
九
九
三
年
刊

の
改
題)

内
藤
昌

『

復
元
・
安
土
城』

講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、
一
九
九
四
年

石
田
善
人

『

信
長
記
十
五
巻
解
題』

福
武
書
店
、
一
九
七
五
年

論
文

杉
崎
友
美

｢

太
田
牛
一
と

｢

信
長
記｣

編
纂｣

(『

古
文
書
研
究』

六
十
三
号)
二
〇

〇
七
年
六
月

藤
田
恒
春

｢

上
賀
茂
神
社
所
蔵
太
田
牛
一
発
給
文
書
に
つ
い
て｣

(『

古
文
書
研
究』

六
十
三
号)

二
〇
〇
七
年
六
月

谷
口
克
広｢『

信
長
公
記』｣

(

奥
野
高
廣
他
編『

織
田
信
長
事
典』)

新
人
物
往
来
社
、

一
九
八
九
年

岩
澤
愿
彦

｢『

信
長
公
記』

の
作
者
太
田
牛
一
の
世
界｣

(『

史
叢』

三
十
二
号)

一

九
八
三
年
十
一
月

石
田
善
人

｢『

信
長
記』

の
成
立
と
そ
の
意
義｣

(

岡
本
良
一
編

『

織
田
信
長
の
す
べ

て』)

新
人
物
往
来
社
、
一
九
八
〇
年

田
中
久
夫

｢

太
田
牛
一

｢

信
長
公
記｣

成
立
考｣

(『

帝
国
学
士
院
紀
事』

五
巻
二
―

三
号)

一
九
四
七
年
十
一
月

辞
典
類

『

戦
国
武
将
・
合
戦
辞
典』

(

岩
澤
愿
彦

｢

桶
狭
間
の
戦
い｣

項
・｢

姉
川
の
戦
い｣

項
・
山
本
博
文

｢

長
篠
の
戦
い｣

項
・
小
島
広
次

｢

本
能
寺
の
変｣

項
・
小
和

田
哲
男

｢

三
方
ヶ
原
の
戦
い｣

項)

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
年

『

朝
日
日
本
歴
史
人
物
事
典』

(

堀
内
亨

｢

秋
山
信
友｣

項
・
小
和
田
哲
男

｢

水
野
信

元｣

項)

朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
四
年

『

国
史
大
辞
典』

(

岩
澤
愿
彦

｢

太
田
牛
一｣

項
・
小
島
広
次

｢

信
長
記｣

項
・

｢

信

長
公
記｣

項)

吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
〇
年

『

日
本
人
名
大
辞
典

(

新
撰
大
人
名
辞
典)』

(｢

座
光
寺
為
時｣

項)

平
凡
社
、
一
九

七
九
年
復
刻

デ
ジ
タ
ル
版
日
本
人
名
大
辞
典
＋Plus

(｢

成
瀬
正
義｣

項)

講
談
社
、http://koto
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れ
、
信
長
の
命
に
よ
り
家
康
の
手
の
者
に
殺
さ
れ
た
。
池
田
家
本
系
で
は
、
あ
ま
り

家
康
に
と
っ
て
快
く
な
い
思
い
が
伴
う
で
あ
ろ
う
水
野
信
元
の
名
が
削
除
さ
れ
て
い

る
。更

に
、
一
番
合
戦
で
の
討
死
者
に
つ
い
て
の
記
述
部
分
を
見
て
み
よ
う
。

建
勲
神
社
本
系

｢

家
康
公
之
御
内
衆
成
瀬
藤
蔵｣

池
田
家
本
系

｢

家
康
公
之
御
内
衆｣

こ
こ
で
み
ら
れ
る
成
瀬
藤
蔵
と
は
、
成
瀬
正
義
の
こ
と
で
、
家
康
の
旗
奉
行
を
し

て
い
た
人
物
で
あ
る
。

結
果
大
敗
し
た
戦
で
、
家
康
の
失
っ
た
家
臣
を

｢

家
康
公
之
御
内
衆｣

と
だ
け
簡

潔
に
記
述
し
、
詳
細
触
れ
て
い
な
い
池
田
家
本
系
の
方
が
家
康
に
気
を
使
っ
て
い
る

と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
て
、
本
論
文
に
て
、
桶
狭
間
の
合
戦
、
姉
川
の
合
戦
、
長
篠
の
合
戦
、
本
能
寺

の
変
と
い
う
四
つ
の
合
戦
記
述
の
伝
本
間
比
較
を
行
っ
て
き
た
。
比
較
対
象
と
し
て
、

い
わ
ゆ
る
建
勲
神
社
本
系
か
ら
二
本
、
池
田
家
本
系
か
ら
三
本
の
伝
本
を
使
用
し
て

き
た
が
、
や
は
り
比
較
作
業
の
早
期
段
階
に
お
い
て
建
勲
神
社
本
系
、
池
田
家
本
系

と
い
う
分
類
に
沿
っ
た
比
較
と
な
っ
て
ゆ
き
、
以
降
、
各
伝
本
間
と
い
う
よ
り
は
建

勲
神
社
本
系
と
池
田
家
本
系
で
の
比
較
と
な
っ
た
感
は
否
め
な
い
。

そ
う
し
た
中
で
見
出
さ
れ
て
き
た
差
異
は
、
信
長
や
家
康
へ
の
敬
称
の
違
い
や
、

あ
る
記
述
が
一
方
に
は
有
っ
て
他
方
に
は
無
い
、
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う

し
た
差
異
か
ら
本
論
文
が
導
き
出
し
た
結
論
は
、
敬
称
や
記
述
に
お
い
て
池
田
家
本

系
の
方
が
よ
り
家
康
に
配
慮
を
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
合
戦
の
描
写
等
に
お
い
て

建
勲
神
社
本
系
に
比
べ
池
田
家
本
系
は
読
み
物
と
し
て
の
記
述
の
性
格
が
色
濃
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
田
中
久
夫
氏
、
内
藤
昌
氏
等
の
論
文
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に

『

信
長
記』

に
お
け
る
家
康
の
扱
い
は
、｢

建
勲
神
社
系
の
方
が
家
康
に
配
慮
し
て
い

る｣

と
い
う
の
が
定
説
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
藤
本
正
行
氏
は
反
論
さ
れ
た
わ

け
だ
が
、
本
論
文
の
比
較
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
結
論
も
、
定
説
と
は
異
な
る

｢

池
田

家
本
系
の
方
が
家
康
に
配
慮
し
て
い
る｣

と
い
う
も
の
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
本
論

文
の
結
論
は
、
あ
く
ま
で
本
論
文
で
対
象
と
し
た
記
事
部
分
か
ら
導
か
れ
、
当
て
は

ま
る
と
い
う
事
を
留
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

金
子
拓
氏
の
言
葉
を
借
り
る
と
、『

信
長
記』

は

｢

内
容
の
新
旧
と
成
立
の
前
後

が
必
ず
し
も
一
致
せ
ず
、
加
え
て
巻
ご
と
の
成
立
過
程
に
も
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
だ
か
ら
、
複
雑
き
わ
ま
り
な
い｣

の
で
あ
る
。
こ
の
複
雑
き
わ
ま
り
な
い

『

信
長
記』

の
伝
本
の
記
述
比
較
研
究
に
お
い
て
は
、
巻
ご
と
、
あ
る
い
は
記
事
ご

と
で
、
伝
本
間
比
較
の
結
果
か
ら
導
か
れ
る
傾
向
に
違
い
が
生
じ
よ
う
。

そ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
本
論
文
は
、
四
つ
の
合
戦
の
記
事
に
絞
り
比
較
を
行
い
、
そ

こ
か
ら
、
客
観
性
を
持
ち
信
長
と
合
戦
に
関
す
る
記
録
と
い
う
事
が
意
識
さ
れ
た
建

勲
神
社
本
系
と
、
時
の
権
力
者
で
あ
る
家
康
を
含
む〝

読
み
手〞

を
意
識
し
た
池
田

家
本
系
、
と
い
う
傾
向
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。

本
文
注

(

１)

田
中
久
夫
一
九
四
七
年
論
文P.137

よ
り
。

(

２)

石
田
善
人
一
九
八
〇
年
論
文P.54

よ
り
。

(

３)

岩
澤
愿
彦
一
九
八
三
年
論
文
よ
り
。
卯
月
三
日
付

｢

西
池
刑
部
少
輔
・
中
小

路
刑
部
亟
宛
書
状｣

(『

賀
茂
別
雷
神
社
文
書』)

、
天
正
九
年
三
月
二
十
八
日
付

｢

太
田
又
介
・
成
田
弥
左
衛
門
尉
連
判
状｣

(『

今
堀
日
吉
神
社
文
書』)

、
正
月

十
七
日
付

｢

賀
茂
治
部
少
輔
・
左
衛
門
太
夫
宛
太
田
又
助
書
状｣

(『

賀
茂
別
雷

神
社
文
書』)

な
ど
。

(

４)

岩
澤
愿
彦
一
九
八
三
年
論
文
よ
り
。｢

大
賀
茂
中
村
郷
御
検
地
帳

(

写)｣

奥

書(『

賀
茂
別
雷
神
社
文
書』)

に｢

天
正
拾
七
年
極
月
八
日

太
田
又
助
在
判｣

と
あ
る
。

(

５)

岩
澤
愿
彦
一
九
八
三
年
論
文P.1

よ
り
。

(

６)

杉
崎
友
美
二
〇
〇
七
年
論
文P.2

よ
り
。

(

７)

石
田
善
人
一
九
八
〇
年
論
文P.59

よ
り
。

(

８)

田
中
久
夫
一
九
四
七
年
論
文
よ
り
。
陽
明
文
庫
本
、
原
本
信
長
記
、
東
京
大

学
総
合
図
書
館
所
蔵

｢

信
長
記｣

な
ど
十
一
本
を
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

(
９)

石
田
善
人
一
九
七
五
年
著
書
よ
り
。

(

10)
金
子
拓
二
〇
〇
九
年
著
書P.77

〜
よ
り
。
五
十
九
の
伝
本
と
、
二
本
の
未
確

認
本
、
十
一
の
所
在
不
明
本
を

『

信
長
記』

諸
伝
本
一
覧
表
に
て
紹
介
さ
れ
て

い
る
。

(

11)

金
子
拓
二
〇
〇
九
年
著
書P.179

よ
り
。

(

12)

石
田
善
人
一
九
七
五
年
著
書P.24

よ
り
。

(

13)

内
藤
昌
一
九
九
四
年
著
書P.110

よ
り
。
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(

14)

藤
本
正
行
二
〇
〇
三
年
著
書P.51

よ
り
。
家
康
の
名
は
池
田
家
文
庫
本
に
四

十
六
記
さ
れ
、
十
二
巻
の
二
つ
を
除
く
四
十
四
に
は〝

公〞
〝

卿〞
〝

殿〞

の
敬

称
が
付
さ
れ
る
。
建
勲
神
社
本
に
は
四
十
四
記
さ
れ
、
三
十
五
は

｢

家
康
公｣

と
す
る
が
残
り
の
九
つ
は
呼
び
捨
て
で
あ
る
。

(

15)
藤
本
正
行
二
〇
〇
三
年
著
書

P.28

よ
り
。｢

坪
内
利
定
宛
書
状｣

(『

坪
内
文

書』)
の
追
而
書
に

｢

仍
、
御
子
息
様
四
人
、
関
原
御
合
戦
双
紙
に
書
入
れ
申

候
。
此
双
紙
、
只
今
、
進
し
度
候
得
共
、
写
し
申
度
の
由
候
て
、
よ
所
へ
、
所

望
に
て
、
借
遣
し
候
間
、
其
儀
無
く
候
。｣

と
あ
り
、｢

御
子
息
様
四
人｣

を
書

き
加
え
た
こ
と
、
書
写
の
目
的
で
他
人
に
貸
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

(

16)

内
藤
昌
一
九
九
四
年
著
書P.106

よ
り
。
阪
本
龍
門
文
庫
本
を

｢

川
瀬
一
馬
氏

の
御
教
示
に
よ
れ
ば
、
江
戸
初
期
寛
永
ご
ろ
の
写
本｣

と
紹
介
し
て
い
る
。

(

17)

大
日
本
史
料
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

(http://w
w
w
ap.hi.u-tokyo.ac.jp/ships/s

hipscontroller)

に
て
、
稿
本
部
分
の
閲
覧
も
可
能
で
あ
る
が
、
細
か
な
文
字

の
判
別
が
難
し
く
、
稿
本
部
分
は
使
用
し
な
い
こ
と
と
し
た
。

(

18)

藤
本
正
行
二
〇
〇
三
年
著
書
で
は
、
長
篠
の
合
戦
に
使
用
さ
れ
た
鉄
砲
は

｢

三
千
挺｣

と
し
、
池
田
家
文
庫
本
系
を
採
用
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
一
方
、

桐
野
作
人｢

信
長
と
合
戦｣

(

堀
新
編『

信
長
公
記
を
読
む』)

で
は『

信
長
記』

の
引
用
と
し
て
、｢

鉄
砲
千
挺
ば
か
り｣

と
記
し
て
い
る
。〝
三〞

の
追
記
に
つ

い
て
、
あ
ま
り
追
求
は
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

(

19)

石
田
善
人
一
九
七
五
年
著
書P.24,33

よ
り
。

(

20)

角
川
文
庫

『

信
長
公
記』

解
説P.455

よ
り
。
底
本
に
つ
い
て

｢

各
冊
の
編
序

は
、
初
め
に
目
録
を
掲
げ
、
次
に
本
文
を
記
し
、
目
録
に
は
一
・
二
・
三
等
の

番
号
を
付
し
て
い
る
が
、
巻
一
以
後
に
は
本
文
の
行
頭
に
そ
の
番
号
を
掲
げ
る

よ
う
に
し
て
い
る
冊
が
多
い｣

と
あ
り
、
す
べ
て
の
冊

(

巻)

が
見
出
し
位
置

指
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

参
考
文
献

書
籍

金
子
拓

『

織
田
信
長
と
い
う
歴
史
―

『

信
長
記』

の
彼
方
へ』

勉
誠
出
版
、
二

〇
〇
九
年

堀
新
編

『

信
長
公
記
を
読
む』

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
九
年

中
川
太
古
訳

『

現
代
語
訳
信
長
公
記』

新
人
物
往
来
社
、
二
〇
〇
九
年

藤
本
正
行

『

信
長
の
戦
争』

講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
〇
三
年

(

同
著

『

信
長
の

戦
国
軍
事
学』

JIC
C

出
版
局
、
一
九
九
三
年
刊

の
改
題)

内
藤
昌

『

復
元
・
安
土
城』

講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、
一
九
九
四
年

石
田
善
人

『

信
長
記
十
五
巻
解
題』

福
武
書
店
、
一
九
七
五
年

論
文

杉
崎
友
美

｢

太
田
牛
一
と

｢

信
長
記｣

編
纂｣

(『

古
文
書
研
究』

六
十
三
号)

二
〇

〇
七
年
六
月

藤
田
恒
春

｢

上
賀
茂
神
社
所
蔵
太
田
牛
一
発
給
文
書
に
つ
い
て｣

(『

古
文
書
研
究』

六
十
三
号)

二
〇
〇
七
年
六
月

谷
口
克
広｢『

信
長
公
記』｣

(

奥
野
高
廣
他
編『

織
田
信
長
事
典』)

新
人
物
往
来
社
、

一
九
八
九
年

岩
澤
愿
彦

｢『

信
長
公
記』

の
作
者
太
田
牛
一
の
世
界｣

(『

史
叢』

三
十
二
号)

一

九
八
三
年
十
一
月

石
田
善
人

｢『

信
長
記』

の
成
立
と
そ
の
意
義｣

(

岡
本
良
一
編

『

織
田
信
長
の
す
べ

て』)

新
人
物
往
来
社
、
一
九
八
〇
年

田
中
久
夫

｢

太
田
牛
一

｢

信
長
公
記｣

成
立
考｣

(『

帝
国
学
士
院
紀
事』

五
巻
二
―

三
号)

一
九
四
七
年
十
一
月

辞
典
類

『

戦
国
武
将
・
合
戦
辞
典』

(

岩
澤
愿
彦

｢

桶
狭
間
の
戦
い｣

項
・｢

姉
川
の
戦
い｣

項
・
山
本
博
文

｢

長
篠
の
戦
い｣

項
・
小
島
広
次

｢

本
能
寺
の
変｣

項
・
小
和

田
哲
男

｢

三
方
ヶ
原
の
戦
い｣

項)

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
年

『
朝
日
日
本
歴
史
人
物
事
典』

(

堀
内
亨

｢

秋
山
信
友｣

項
・
小
和
田
哲
男

｢

水
野
信

元｣

項)

朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
四
年

『

国
史
大
辞
典』

(

岩
澤
愿
彦

｢

太
田
牛
一｣

項
・
小
島
広
次

｢

信
長
記｣

項
・

｢

信

長
公
記｣
項)

吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
〇
年

『

日
本
人
名
大
辞
典

(

新
撰
大
人
名
辞
典)』

(｢

座
光
寺
為
時｣

項)

平
凡
社
、
一
九

七
九
年
復
刻

デ
ジ
タ
ル
版
日
本
人
名
大
辞
典
＋Plus

(｢

成
瀬
正
義｣

項)

講
談
社
、http://koto
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れ
、
信
長
の
命
に
よ
り
家
康
の
手
の
者
に
殺
さ
れ
た
。
池
田
家
本
系
で
は
、
あ
ま
り

家
康
に
と
っ
て
快
く
な
い
思
い
が
伴
う
で
あ
ろ
う
水
野
信
元
の
名
が
削
除
さ
れ
て
い

る
。更

に
、
一
番
合
戦
で
の
討
死
者
に
つ
い
て
の
記
述
部
分
を
見
て
み
よ
う
。

建
勲
神
社
本
系

｢

家
康
公
之
御
内
衆
成
瀬
藤
蔵｣

池
田
家
本
系

｢

家
康
公
之
御
内
衆｣

こ
こ
で
み
ら
れ
る
成
瀬
藤
蔵
と
は
、
成
瀬
正
義
の
こ
と
で
、
家
康
の
旗
奉
行
を
し

て
い
た
人
物
で
あ
る
。

結
果
大
敗
し
た
戦
で
、
家
康
の
失
っ
た
家
臣
を

｢

家
康
公
之
御
内
衆｣

と
だ
け
簡

潔
に
記
述
し
、
詳
細
触
れ
て
い
な
い
池
田
家
本
系
の
方
が
家
康
に
気
を
使
っ
て
い
る

と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
て
、
本
論
文
に
て
、
桶
狭
間
の
合
戦
、
姉
川
の
合
戦
、
長
篠
の
合
戦
、
本
能
寺

の
変
と
い
う
四
つ
の
合
戦
記
述
の
伝
本
間
比
較
を
行
っ
て
き
た
。
比
較
対
象
と
し
て
、

い
わ
ゆ
る
建
勲
神
社
本
系
か
ら
二
本
、
池
田
家
本
系
か
ら
三
本
の
伝
本
を
使
用
し
て

き
た
が
、
や
は
り
比
較
作
業
の
早
期
段
階
に
お
い
て
建
勲
神
社
本
系
、
池
田
家
本
系

と
い
う
分
類
に
沿
っ
た
比
較
と
な
っ
て
ゆ
き
、
以
降
、
各
伝
本
間
と
い
う
よ
り
は
建

勲
神
社
本
系
と
池
田
家
本
系
で
の
比
較
と
な
っ
た
感
は
否
め
な
い
。

そ
う
し
た
中
で
見
出
さ
れ
て
き
た
差
異
は
、
信
長
や
家
康
へ
の
敬
称
の
違
い
や
、

あ
る
記
述
が
一
方
に
は
有
っ
て
他
方
に
は
無
い
、
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う

し
た
差
異
か
ら
本
論
文
が
導
き
出
し
た
結
論
は
、
敬
称
や
記
述
に
お
い
て
池
田
家
本

系
の
方
が
よ
り
家
康
に
配
慮
を
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
合
戦
の
描
写
等
に
お
い
て

建
勲
神
社
本
系
に
比
べ
池
田
家
本
系
は
読
み
物
と
し
て
の
記
述
の
性
格
が
色
濃
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
田
中
久
夫
氏
、
内
藤
昌
氏
等
の
論
文
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に

『

信
長
記』

に
お
け
る
家
康
の
扱
い
は
、｢

建
勲
神
社
系
の
方
が
家
康
に
配
慮
し
て
い

る｣

と
い
う
の
が
定
説
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
藤
本
正
行
氏
は
反
論
さ
れ
た
わ

け
だ
が
、
本
論
文
の
比
較
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
結
論
も
、
定
説
と
は
異
な
る

｢

池
田

家
本
系
の
方
が
家
康
に
配
慮
し
て
い
る｣

と
い
う
も
の
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
本
論

文
の
結
論
は
、
あ
く
ま
で
本
論
文
で
対
象
と
し
た
記
事
部
分
か
ら
導
か
れ
、
当
て
は

ま
る
と
い
う
事
を
留
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

金
子
拓
氏
の
言
葉
を
借
り
る
と
、『

信
長
記』

は

｢

内
容
の
新
旧
と
成
立
の
前
後

が
必
ず
し
も
一
致
せ
ず
、
加
え
て
巻
ご
と
の
成
立
過
程
に
も
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
だ
か
ら
、
複
雑
き
わ
ま
り
な
い｣

の
で
あ
る
。
こ
の
複
雑
き
わ
ま
り
な
い

『

信
長
記』

の
伝
本
の
記
述
比
較
研
究
に
お
い
て
は
、
巻
ご
と
、
あ
る
い
は
記
事
ご

と
で
、
伝
本
間
比
較
の
結
果
か
ら
導
か
れ
る
傾
向
に
違
い
が
生
じ
よ
う
。

そ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
本
論
文
は
、
四
つ
の
合
戦
の
記
事
に
絞
り
比
較
を
行
い
、
そ

こ
か
ら
、
客
観
性
を
持
ち
信
長
と
合
戦
に
関
す
る
記
録
と
い
う
事
が
意
識
さ
れ
た
建

勲
神
社
本
系
と
、
時
の
権
力
者
で
あ
る
家
康
を
含
む〝

読
み
手〞

を
意
識
し
た
池
田

家
本
系
、
と
い
う
傾
向
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。

本
文
注

(

１)

田
中
久
夫
一
九
四
七
年
論
文P.137

よ
り
。

(

２)

石
田
善
人
一
九
八
〇
年
論
文P.54

よ
り
。

(

３)

岩
澤
愿
彦
一
九
八
三
年
論
文
よ
り
。
卯
月
三
日
付

｢

西
池
刑
部
少
輔
・
中
小

路
刑
部
亟
宛
書
状｣

(『

賀
茂
別
雷
神
社
文
書』)

、
天
正
九
年
三
月
二
十
八
日
付

｢

太
田
又
介
・
成
田
弥
左
衛
門
尉
連
判
状｣

(『

今
堀
日
吉
神
社
文
書』)

、
正
月

十
七
日
付

｢

賀
茂
治
部
少
輔
・
左
衛
門
太
夫
宛
太
田
又
助
書
状｣

(『

賀
茂
別
雷

神
社
文
書』)

な
ど
。

(

４)

岩
澤
愿
彦
一
九
八
三
年
論
文
よ
り
。｢

大
賀
茂
中
村
郷
御
検
地
帳

(

写)｣

奥

書(『

賀
茂
別
雷
神
社
文
書』)

に｢

天
正
拾
七
年
極
月
八
日

太
田
又
助
在
判｣

と
あ
る
。

(

５)

岩
澤
愿
彦
一
九
八
三
年
論
文P.1

よ
り
。

(

６)

杉
崎
友
美
二
〇
〇
七
年
論
文P.2

よ
り
。

(

７)

石
田
善
人
一
九
八
〇
年
論
文P.59

よ
り
。

(

８)

田
中
久
夫
一
九
四
七
年
論
文
よ
り
。
陽
明
文
庫
本
、
原
本
信
長
記
、
東
京
大

学
総
合
図
書
館
所
蔵

｢

信
長
記｣

な
ど
十
一
本
を
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

(

９)

石
田
善
人
一
九
七
五
年
著
書
よ
り
。

(

10)

金
子
拓
二
〇
〇
九
年
著
書P.77

〜
よ
り
。
五
十
九
の
伝
本
と
、
二
本
の
未
確

認
本
、
十
一
の
所
在
不
明
本
を

『

信
長
記』

諸
伝
本
一
覧
表
に
て
紹
介
さ
れ
て

い
る
。

(

11)

金
子
拓
二
〇
〇
九
年
著
書P.179

よ
り
。

(

12)

石
田
善
人
一
九
七
五
年
著
書P.24

よ
り
。

(

13)

内
藤
昌
一
九
九
四
年
著
書P.110

よ
り
。
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『紫式部日記』 から見る､ 紫式部と藤原道長の関係について

一
、
は
じ
め
に

『

源
氏
物
語』

の
作
者
と
し
て
も
有
名
で
あ
る
紫
式
部
と
、
紫
式
部
が
出
仕
し
て

い
た
彰
子
の
父
親
で
あ
る
藤
原
道
長
は
実
は
関
係
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
言
わ

れ
て
い
る
。
そ
の
真
相
は
未
だ
謎
で
あ
る
が
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
か
。
現
に
室
町
時
代
に
書
か
れ
た

『

尊
卑
分
脈』

に
は
、
紫
式
部
の
こ
と

は

｢

御
堂
関
白
道
長
妾
云
々｣

と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

『

紫
式
部
日
記』

の

中
に
書
か
れ
た
、
紫
式
部
と
藤
原
道
長
の
や
り
取
り
に
基
づ
い
て
表
記
さ
れ
た
も
の

だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
そ
の

『

紫
式
部
日
記』

を
更
に
深
く
読
み
解
い
て

い
け
ば
、
紫
式
部
と
藤
原
道
長
の
関
係
に
つ
い
て
新
た
な
こ
と
が
分
か
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
、
こ
の
卒
業
論
文
で
は

『

紫
式
部
日
記』

に
基
づ
い
て
、
未
だ
に
解
明

さ
れ
て
い
な
い
紫
式
部
と
藤
原
道
長
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

ま
た
、
こ
の
論
文
で
は
紫
式
部
と
藤
原
道
長
は
関
係
が
あ
っ
た
も
の
と
し
、
そ
れ
を

証
明
し
て
い
く
形
で
進
め
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

二
、
紫
式
部
と
藤
原
道
長
の
関
係
が
あ
る
と
考
え
る
理
由

前
章
で
も
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
私
自
身
、
式
部
と
道
長
は
何
か
し
ら
関
係
が
あ
っ

た
も
の
と
考
え
て
い
る
。
私
が
そ
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
、
理
由
が
三
つ
あ
る
か
ら

だ
。

①

紫
式
部
に
は
藤
原
道
長
か
ら
の
誘
い
を
断
る
理
由
が
な
い

②

『

紫
式
部
日
記』

の
中
に
残
さ
れ
た
、
紫
式
部
と
藤
原
道
長
の
や
り
取
り

③

『

紫
式
部
日
記』

の
中
に
残
さ
れ
た
、
紫
式
部
と
正
妻
・
源
倫
子
の
や
り
取
り

こ
の
三
つ
の
理
由
を
な
ぜ
そ
う
考
え
る
の
か
、
次
の
章
か
ら

『

紫
式
部
日
記』

の
中

よ
り
考
え
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

三
、
紫
式
部
に
は
藤
原
道
長
か
ら
の
誘
い
を
断
る
理
由
が
な
い

当
時
は
、
高
貴
な
男
性
と
浮
名
を
流
す
と
い
う
こ
と
は
、
女
房
に
と
っ
て
不
名
誉

な
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
誇
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
宮
仕
え
と
は
、
主

家
の
男
性
に
と
っ
て
も
女
房
に
と
っ
て
も
色
事
が
起
こ
り
や
す
い
環
境
で
あ
っ
た
の

だ
。
そ
の
根
拠
と
も
な
り
う
る
箇
所
が

『

紫
式
部
日
記』

の
中
に
も
あ
る
。
寛
弘
五

年
十
二
月
二
十
九
日
の
記
事
で
、
以
下
の
部
分
に
見
ら
れ
る
。

夜
い
た
う
更
け
に
け
り
。
御
物
忌
に
お
は
し
ま
し
け
れ
ば
、
御
前
に
も
参
ら
ず
、

心
細
く
て
う
ち
臥
し
た
る
に
、
前
な
る
人
々
の
、

｢

内
裏
わ
た
り
は
な
ほ
い
と
気
配
異
な
り
け
り
。
里
に
て
は
、
い
ま
は
寝
な
ま

し
も
の
を
、
さ
も
い
ざ
と
き
履
の
し
げ
さ
か
な｣

と
、
色
め
か
し
く
言
ひ
ゐ
た
る
を
聞
く
。

(『

紫
式
部
日
記』

寛
弘
五
年
十
二
月
二
十
九
日)

こ
れ
は
、
女
房
た
ち
が

｢

家
じ
ゃ
今
頃
は
眠
っ
て
い
る
時
間
な
の
に
、
内
裏
は
違
っ

て
殿
方
の
靴
音
が
ひ
っ
き
り
な
し
で
寝
付
け
な
い｣

と
言
っ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。

足
音
が
聞
こ
え
る
の
は
未
だ
し
も
、
寝
付
け
な
い
ほ
ど
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
内

裏
に
は
多
く
の
男
性
が
行
き
来
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
よ
っ
て
、
主
家
の
男
性

に
と
っ
て
も
女
房
に
と
っ
て
も
色
事
が
起
こ
り
や
す
い
環
境
で
あ
っ
た
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
式
部
に
は
夫
で
あ
る
藤
原
宣
孝
が
居
た
が
、

式
部
が
彰
子
に
出
仕
す
る
前
に
亡
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
式
部
に
は
、

道
長
か
ら
の
誘
い
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
拒
む
理
由
が
全
く
な
い
と
言
っ
て
も
過
言

で
は
な
い
の
だ
。
福
家
俊
幸
氏
も
自
身
の
論
文
で

｢

作
者

(

紫
式
部)

が
道
長
の
求

『

紫
式
部
日
記』

か
ら
見
る
、
紫
式
部
と
藤
原
道
長
の
関
係
に
つ
い
て

藤
瀬

康
子

(

山
本
淳
子
ゼ
ミ)
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諸
伝
本
資
料

陽
明
文
庫
本
：
奥
野
高
広
・
岩
沢
愿
彦
校
注

『

信
長
公
記』

角
川
文
庫
、
一
九
八

四
年

我
自
刊
我
書
本
：
我
自
刊
我
書

『

信
長
公
記』

複
製

千
秋
社
、
一
九
八
〇
年

池
田
家
文
庫
本
：
岡
山
大
学
池
田
家
文
庫
等
刊
行
会
編

『

信
長
記』

福
武
書
店
、

一
九
七
五
年

阪
本
龍
門
文
庫
本
：

｢
阪
本
龍
門
文
庫
善
本
電
子
画
像
集｣

http://m
ahoroba.lib.na

ra-w
u.ac.jp/y05/htm

l/114/

原
本
信
長
記
：
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編

『

大
日
本
史
料』

第
十
編
四
東
京
大
学

出
版
会
、
一
九
六
九
年
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